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0. Executive Summary 

本調査業務の要点は以下のとおり； 

人口増加及び継続的な経済成⾧を背景としてベトナム市場、特にハノイに対する関心が高ま

っている 

ベトナムでは人口増加が続いており、実質 GDP 成⾧率は 2021 年以降プラス成⾧を維持し

ている。こうした環境のもと、東南アジアにおける新市場としてのベトナムに対する関心が

高まりつつある。かつては同国経済の中心である南部・ホーチミンへの企業進出が相次いで

いたが、直近では中間層・富裕層が増加する北部・ハノイが注目を集めており、ホーチミン

に次ぐ進出先として本邦企業による関心が高い。特に、不動産分野においても、価格高騰が

進むホーチミンに対し、今後成熟が期待されるハノイとの対比構造が見られる。 

 

実需（自己居住目的）が底堅く、不動産市場には回復傾向が見られる一方、アフォーダブル住

宅1は不足 

ベトナムにおける不動産市場も経済発展に伴い成⾧を続けてきたものの、2022 年に発生し

た大手不動産事業者の社債発行に関する不祥事により、2022 年～2023 年にかけて、不動産

市場に混乱が見られた。しかしながら、底堅い実需を背景として、不動産市場の混乱は収束

しつつあり、回復傾向が見られる。その一方で、不動産価格の高騰は続いており、ディベロ

ッパーによる新築開発物件の平均単価は、2025 年 2Q 時点で北部ハノイにて 3,402 ドル・

南部ホーチミンにて 4,810 ドルとなっている。そんな中、ハノイで供給される住宅の多くが

ミッドエンド2以上であり、アフォーダブルな価格帯の住宅はごく僅かにとどまる。 

 

許認可取得の不確実性については法改正により改善がみられる一方、安定した⾧期資金の調

達は依然として不動産開発における課題となっている 

不動産開発における各種許認可の不透明さや行政手続に時間を要することを指摘する声は

かねてより多かったが、2024 年 8 月より施行された不動産改正法（土地法・住宅法・不動

産事業法）により、手続の簡易化や迅速化が一定進んでいるとみられる。現地企業からも、

2025 年に入り、不動産開発に関連する許認可を相次いで取得できているとの声が聞かれた。

2025 年に実施された中央省庁や行政区画の再編も含め、トー・ラム書記⾧による新政権が

推進する行政改革が成果に結びつきつつあると思われる。 

また、住宅法の改正でも商業住宅の開発に当たり親子ローンの活用が認められないなど各

種の金融規制に起因して、資金調達（⾧期資金の調達）に苦慮する不動産事業者も多い。 

 

金融機関（住宅ローン提供者）においては、収入状況の捕捉の難しさが課題となっている 

                                                      
1 概ね平米単価が 1,000~1,300 ドルを下回る商業住宅を指す 
2 概ね平米単価が 1,500~3,000 ドルとなる商業住宅を指す 
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住宅取得に必須の住宅ローンの利用に当たっては、書面上に現れる定期収入に加え、副収入

（現金収入）が多いことから、借入人の実収入の捕捉が難しいことが多く、収入審査を正確

に行えないという実態がある。また、SBV に所属する信用情報センター（CIC）が提供する

情報については、情報の更新頻度などから活用が半ばとなっている一方、一部の金融機関で

は同国初の民間信用情報センターである PCB を活用するケースも見られた。ただし、2025

年 11 月の現地調査では、CIC へのデータ提供が電子化される等、効率化も進んでいるとこ

ろである。 

副収入が正確に捕捉できないことにより、借入人の返済が滞り、貸倒れリスクが高まること

や想定以上の繰上償還リスクを金融機関側では見込まなければならないため、与信判断が

一層難しくなっている。金融機関は広範なデータを与信モデルに組み込んだり、個人事業を

営む債務者との面会を通じて当該事業の収益性を判断したりすることで、工夫しながら与

信審査を実施している。 

 

“証券化”や“集合住宅の管理”並びに”住宅税制”に対する当局の関心は高く、中⾧期的な取組み

が求められる 

底堅い住宅需要に対応し、⾧期の住宅ローン資金を調達するため、証券化スキームの制度整

備が期待される。また、増加し続ける集合住宅の管理手法・制度に関する関心も高く当該分

野での日本の活動が期待されている。さらに、住宅価格の急激な変動を防ぐ手段として、住

宅税制への関心が高まっている。MOF との面談においても、短期での投機的な売買を抑止

する観点において譲渡所得税への関心が聞かれており、日本での知見を活用できる領域で

あると考えられる。 
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1. 調査の目的と背景 

1.1 調査の背景 

ベトナム社会主義共和国（ベトナム）では、1980 年代後半のドイモイ政策を起点に都市部

が発展し、それに伴い都市部への人口流入が急速に進んでいる。特に、ベトナムにおける 2

大都市圏であるホーチミン市・ハノイ市では住宅価格の高騰が進行しており、実需に対応す

る十分な住宅供給、特にアフォーダブルな住宅3の供給が追い付いていない現状がある。そ

のような中で、2022 年には不動産セクターにおける社債発行に関する証券不祥事が複数発

生し、不動産事業者の資金調達が困難になるなど不透明な状況が続いた。 

こうした状況は不動産市場、とりわけ住宅市場にとっては厳しいものであったが、2024 年

に入り現地では最悪期は抜けたとの声も聞こえている。今回調査対象としたハノイでは

2022 年第 3 四半期時点では約 3,000 戸であった新規アパートメントの供給戸数は、2024 年

第 3 四半期には 8,000 戸を超えるなど、不動産市場は回復傾向にあることがうかがえる。 

さらに、2024 年 8 月から施行されている住宅関連法の改正により、事業環境の一層の改善

が期待されている。2025 年には行政改革の一環として、大規模な省庁・行政区分の再編が

実施された。現地からは、行政手続の効率化が進んでいる等、現政権の取り組みをポジティ

ブに評価する声が聞かれている。 

今後も堅調な経済成⾧が続くと予想されるベトナムにおいて、とりわけ都市部での住宅不

足はより重要な問題になっており、住宅問題の解消に当たっては、ベトナム建設省を中心に

中央政府や地方政府が取り組むとともに、本邦企業を始めとした民間事業者による住宅開

発投資への期待が高まっている。 

1.2 調査の目的と構成 

過年度調査を実施したベトナムにおける住宅市場及び住宅金融に係る現状について課題や

対応策の最新状況を確認し、将来的に当該課題に対して独立行政法人住宅金融支援機構（機

構）が有する知見を活かして、ベトナム政府、政府関係機関、民間金融機関等に将来的な提

案が行えるようにフォローアップの情報収集を行うことを本調査の目的とする。 

本調査においては、日本国内でのデスクトップ調査に加え、ベトナム現地での現地調査（ヒ

アリング、データ収集等）を通じ、包括的な情報収集を実施した。 

また、調査の実施に当たっては、機構が過去 2 か年度においてホーチミン市・ハノイ市を対

象として調査を行ったことを踏まえ、全国的な市場動向の変化を捉え、その要因を特定する

とともに、機構による現地機関への知見提供のニーズ把握を行えるように留意した。 

 

                                                      
3 中間所得層でも購入可能な価格帯の住宅。HoREA（ホーチミン市不動産協会）による

と、平米単価が 2,500 万ドン未満であり、販売価格が 20 億ドン程度の物件を指す（不動

産サービス会社である CBRE は平米単価 1,000 ドル未満と定義） 
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1.3 調査対象地域 

ベトナム社会主義共和国ハノイ市・ホーチミン市  
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2. ベトナムの概況 

2.1 概要 

ベトナムの正式国名はベトナム社会主義共和国（英語：Socialist Republic of Viet Nam）で

あり、「金星紅旗」と呼ばれる国旗を有する。国土は 32.9 万平方キロメートルと日本の約 9

割であり、九州地方を除く日本の面積に相当する。 

図 1 ベトナムの地図 

 
出所）白地図専門店 

 

  

ホーチミン市 

ハノイ市 
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表 1 ベトナムの基礎情報 

人口 1 億 160 万人 (2025 年、IMF) 

※2024 年度から約 80 万人増加 

面積 32.9万k㎡（九州を除く日本国土の面積に相当） 

首都 ハノイ 

言語 ベトナム語 

民族 54民族、うち約9割がキン族 

宗教 大乗仏教（人口の約8割）ほか、カトリック・カオダイ教等 

通貨 ベトナムドン(ドン)（1ドン≒0.006円（2025年12月現在）） 

※2024年度からほぼ変動なし 

国債格付 BB+（S&P）（2025年12月現在） 

※2024年度から変動なし 

政治 社会主義共和国、共産党の一党体制 

GDP 名目：4,847億ドル 一人あたり：4,740ドル 

(2025年、IMF推定値)  ※成⾧率：7.1% 

※2024年度からいずれも増加 

実質GDP成⾧率 6.5％(2025年、IMF推定値) 

※2024年度からいずれも増加 

主要産業 農業、製造業、卸・小売業等 

出所）公開情報 

 

ハノイ市はベトナム北部に位置し、ベトナムにおける政治の中心を担う。人口ではホーチミ

ン市が全国首位であり、ハノイ市は 2 位に位置する。 

ハノイ市の行政区画は 1 市社4（Thi ̣ xã）、12 区（Quận）、17 県（Huyện）に区分され、計

29 の行政区により構成されている。 

 

  

                                                      
4 英語では district-level town と表記され、日本語では「市」「町」に近い概念。ハノイ市

では Sơn Tây が該当する（ハノイ中心部から 50km 西部に位置） 
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図 2 ハノイ市の地図 

 

出所）ResearchGate 

 

表 2 ハノイ市・ホーチミン市の基礎情報の比較 

 ハノイ市（北部） ホーチミン市（南部） （参考：東京都） 

人口 872 万人 

（2024 年、GSO） 

954 万人  

(2024 年、GSO) 

1,420 万人 

面積 3,360 k㎡ 2,095 k㎡ 2,191k㎡ 

人口密度 2,595人/k㎡ 4,555人/k㎡ 6,169人/k㎡ 

GRDP 名目：368億ドル  

一人あたり：4,285ドル 

（2021年、地方統計

局）※成⾧率：3.9% 

名目：531億ドル  

一人あたり：5,793ドル 

(2021年、地方統計局) 

※成⾧率：0.7% 

名目：1兆118億ドル 

一人あたり：49,266

ドル（2021年、東京

都） 

主要産業 サービス業、工業・建

設業等 

サービス業、鉱工業・建

設業等 

情報通信業・金融

業・印刷業・機械製

造等 

出所）公開情報 
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2.2 人口 

ベトナムでは、「Toቻng đieቹu tra dân soቷ  và nhà ở năm」と呼ばれる国勢調査を通じて、GSO が

人口と住宅の状況調査を行っている。1975 年に第 1 回の調査が行われ、直近では 2019 年

に実施された。下図では、2015 年から 2028 年までのベトナムの人口推移・予測値を含む値

を掲載している。ベトナムでは、2023 年に人口が 1 億人を超えた。 

 

図 3 ベトナムの人口推移5 

 
出所）World Population Prospects 2024 

 

なお、本調査の調査対象であるハノイ市はベトナム北部に位置する首都であり、国内でホー

チミン市に次ぎ 2 番目に人口が多い都市である。ハノイ市には国営企業・多国籍業のオフ

ィスが多数存在するが、南部のホーチミン市がベトナム経済の中心地である。例えば、2024

年 11 月にベトナム国内で新設された外資企業数6を見ても、ハノイ市は 29 件（全国 2 位）、

ホーチミン市は 125 件（全国 1 位）となっている。 

 

また、GSO が 2020 年に発行した人口推計によると、ベトナムは 10 代・20 代の若年層が

少なく、なおかつ 80 代以上の高齢者が多い”いびつ”な人口構造を有する。2030 年にかけて

さらに少子高齢化が進行すると予想されており、今後もこの人口構造は維持される見込み

である。 

                                                      
5 2025 年以降のデータは予測値 
6 外資企業・支店・営業所・駐在員事務所の合計 
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図 4 ベトナムにおける 2020 年時点での人口ピラミッド 

 

出所）GSO 

図 5 ベトナムにおける 2030 年時点での人口ピラミッド 

 

出所）GSO 
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2.3 政治環境 

2.3.1 共産党体制 

ベトナムにおいては、共産党による一党体制の下、社会主義共和制が導入されている。共産

党内部では書記⾧が最高位であり、国家主席・首相がそれに次ぐ序列となっている。なお、

ベトナム共産党では最高指導機関である政治局の構成員（政治局員）から主要ポスト7であ

る書記⾧・国家主席・首相・国会議⾧が選出され、これらを最高指導者とする体制がとられ

ている。本レポート作成時点での四柱は次のとおり。 

 書記⾧：トー・ラム 

 国家主席：ルオン・クオン 

 首相：ファム・ミン・チン 

 国会議⾧：チャン・タイン・マン 

 

共産党政治局を中心に集団指導体制が敷かれ、政治的に安定している上、市場経済化を推進

する基本政策が堅持されている。 

そのような中、2024 年 7 月、13 年間にわたって最高指導者を務めたグエン・フー・チョン

前書記⾧が逝去した。チョン前書記⾧は「竹外交8」と呼ばれる対外政策を推進するととも

に、安定した経済成⾧を志向し、消費者物価指数の過度な上昇を抑えるなど高い功績を上げ

たが、中でも特徴的な功績が汚職撲滅であった。チョン前書記⾧は公安部⾧であった 2016

年から「燃える炉」と呼ばれる汚職撲滅運動をリードし、図に示すように要職者を次々に失

脚させた。 

チョン前書記⾧の逝去後、国家主席を務めていたトー・ラム氏が 2024 年 8 月より書記⾧に

就任した。上記のように大きな存在感を示してきたチョン前書記⾧に代わり、トー・ラム書

記⾧がどのようなリーダーシップを発揮するのか注目が集まるところである。ただし、ラム

書記⾧は公安省の出身者であり、チョン前書記⾧の右腕として反汚職調査・訴追を担当して

きたことから、ベトナムにおける汚職撲滅の動きは大きく変わらないものとみられる。 

 

  

                                                      
7 これら主要四役はしばしば「四柱」と呼ばれる 
8 竹のように堅強かつ柔軟な外交方針を指すとされる 
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図 6 ベトナムにおける「四柱」の変遷9 

 
出所）公開情報 

 

2025 年 11 月の現地ヒアリングでは、政権交代後、2025 年に入ってから不動産関連の許認

可の進捗が早まったとの声が複数の事業者から聞かれた。背景には、行政区分や省庁の再編

が進み、行政プロセスの効率化が図られていることに加え、投資承認や建設許可に関する権

限の一部が中央から地方政府へ移管されるなど、制度運用面での変化があると考えられる。 

 

こうした環境の変化を受け、現地ディベロッパーからは新政権のもとでの行政運営に対し、

手続きの明確化や処理速度の向上といった点でポジティブな評価が聞かれた。 

 

2.3.2 国家発展の方向性 

2021 年 1 月～2 月に開催された共産党大会では、今後の 5 年・10 年における経済発展目標

が策定された。なお、ベトナムでは、5 年に 1 度開催されるベトナム共産党大会において 5

か年・10 か年計画が定められるほか、毎年国会が経済成⾧目標を設定している。 

2021 年の党大会では、GDP 成⾧率の目標は 2025 年までの平均で 6.5～7.0%、2030 年まで

の平均で 7.0%とされており、2011 年の党大会時の設定値（10 年平均で+7%など）とほぼ

同等の水準である。また、年次目標については、2024 年の GDP 成⾧率目標は 6.0～6.5%

であったのに対し、2025 年単年での目標が 6.5～7.0%として定められた。 

 

                                                      
9 各ボックス下部の年月は就任月を示している 
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5 か年計画及び 10 か年戦略にて設定された各指標の目標値を表に示す。 

 

大枠では 2011 年党大会時からの大幅な変更は特に見られず、労働集約型の成⾧モデルから

の脱却を目指す「成⾧モデルの刷新」や、それに向けて社会主義指向の市場経済を方向付け

る「戦略的突破口」などのスローガンが引続き用いられている。 

「訓練を受け学位・資格を持つ労働者の割合」等の項目からも分かるように、より付加価値

を高める点を重視した経済成⾧を志向していることがうかがわれる。 

 

表 3 主要な指標の目標値 

指標 2020 年達成値 2025 年目標値 2030 年目標値 

GDP 成⾧率 約 6% 

（5 年平均） 

6.5～7.0% 

（5 年平均） 

7.0% 

（10 年平均） 

一人当たり GDP 2,779 ドル 4,700～5,000 ドル 7,500 ドル 

GDP に占める製造

業部門の割合 
16.7% 25% 30% 

社会総投資対 GDP

比 
33.7% 32～34% 33～35% 

TFP11の成⾧への寄

与率 
45.7% 45% 50% 

労働生産性年間上昇

率 

5.9% 

（5 年平均） 

6.5% 

（5 年平均） 

6.5% 

（10 年平均） 

GDP に占めるデジ

タル経済部門の割合 
- 20% 30% 

都市化率 - 45% 50% 

農業労働者の割合 32.8% 25% 20%以上 

訓練を受け学位・資

格を持つ労働者 
24.5% 28～30% 35～40% 

都市失業率 3.88% 4% - 

公的債務 GDP 比 55.8% 60% 60%以下 

財政赤字対 GDP 比 約 4% 3.7% - 

不良債権比率 3%以下 - - 

出所）IDE-JETRO 

                                                      
11 TFP(Total Factor Productivity)：全要素生産性。生産性を示す指標の一つであり、資

本・労働など量的な生産要素の増加によらない質的な成⾧を計測する 
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ハノイ市では独自に GRDP 成⾧の目標値を設定しており、2024 年中に 6.5-7.0%の成⾧目

標を掲げている。2024 年上期時点でも成⾧率は 6%となっており、昨年の同時期と比べ

5.97%増加していると報じられている12。2024 年 12 月時点でハノイ市での成⾧率は 6.5%

超を記録13し、2023 年の 6.27%を超える結果となった。2025 年の目標値は 8-8.5%と報じ

られており、2025 年 9 月時点で 7.92%の実績となっている。 

なお、ホーチミン市では 2024 年中 に 7.5-8.0%の成⾧目標を掲げ、7.17%の実績となり、

若干ではあるが目標未達となった。2025 年におけるホーチミン市の目標値は、8.5%である。 

 

 

2.3.3 行政機構 

ベトナムにおける中央政府の構造を下図に示す。 

図 7 ベトナム中央政府の構造 

 

出所）公開情報 

 

住宅分野を主に管掌しているのは建設省（MOC）14、住宅金融分野を主に管掌しているのは

国家銀行（SBV）及び財政省（MOF）である。なお、ハノイ市などの中央直轄市では、人

民委員会も住宅政策の立案・実行に深く関与している点が特徴である。 

 

なお、2024 年 12 月、ベトナム共産党の全国会議において運営効率化に向けた大規模な省庁

再編が検討されていると報じられた。ベトナム内務省によると、政府機関の数を 30 から 21

                                                      
12 Hanoi Times「Hanoi aims for GRDP growth of 7% in 2024」 
13 Hanoi Times「Hanoi GRDP growth to hit over 6.5% in 2024」 
14 一部の大規模な住宅開発（投資額 3,000 億ドン以上）においては許認可付与について

MPI が関与することもあるが、投資許可については省級の計画投資局（DPI）が担う 
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に減らし、人員削減や行政プロセスの効率化を目指す計画だという。 

その後、2025 年 2 月 18 日の第 15 期（2021～2026 年期）第 9 回臨時国会にて中央省庁の

再編が可決され、正式に新体制への移行が決定された。これはベトナム史上稀に見る大規模

な再編であり、住宅市場・住宅金融を管轄する省庁にも影響が及んでいる。2025 年 3 月 1

日より、新たな省庁体制下での運営が開始された。 

 

具体的には、財務省（MOF）と計画投資省（MPI）、運輸省（MOT）と建設省（MOC）が

統合されており、再編のイメージは下記の通りである。これにより、従来の 18 省から 14 省

に削減15された。 

 

図 8 ベトナムにおいて実施された省庁再編 

 

 
出所）公開情報 

 

 

  

                                                      
15 図中のほかに、少数民族政策や宗教行政を担う「民族宗教省」が新設されている 
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表 4 省庁の一覧16 

Ministry of National Defense 国防省 

Ministry of Public Security 公安省 

Ministry of Foreign Affairs 外務省 

Ministry of Justice 司法省 

Ministry of Finance 財政省 

Ministry of Construction 建設省 

Ministry of Education and Training 教育訓練省 

Ministry of Agriculture and Environment 農業環境省 

Ministry of Trade and Industry 工商省 

Ministry of Health 保健省 

Ministry of Science and Technology 科学技術省 

Ministry of Home Affairs 内務省 

Government Inspectorate 政府監査院 

State Bank of Vietnam 国家銀行（中央銀行） 

Committee on Ethnic Minority Affairs 民族委員会 

Government Office 政府官房 

Ministry of Culture, Sports and Tourism 文化スポーツ観光省 

Ministry of Ethnic and Religious Affairs 民族宗教省 

出所）ベトナム政府ウェブサイト 

 

これまで、ベトナムにおいては第一級行政区として省（全国 57 省）が存在し、社会・経済

的に重要な役割を担う行政区については中央直轄市（全国 6 市：北部ハノイ市・ハイフォン

市、中部ダナン市・フエ市17、南部ホーチミン市・カントー市）として取り扱われてきた18。

しかし、2025 年 7 月、前述の省庁改編と足並みをそろえる形で、地方行政区分が再編され

た。これまでの 63 省・市から 34 省・市となり、行政プロセスの効率化や経済発展の促進

が期待されている。 

 

下記において、再編された省・市を示す。省を青、中央直轄市を橙でハイライトし、再編後

の行政中心地とされる地域に「★」印を付した。下記に示されていない省・市（ハノイ市等）

については、変更されていない。 

                                                      
16 2025 年の再編において影響があった省庁については、太字で記載した 
17フエは省扱いであったが、2025 年 1 月中央直轄市に改編された 
18 ベトナムにおける中央直轄市・省は、日本における都道府県に該当する 
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中でも注目すべきなのは、南部ホーチミン市が天然資源や港湾を有するバリア・ブンタウ省

と工業団地を抱えるビンズオン省を合併する点であろう。新たなホーチミン市は GDRP ベ

ースでベトナムの GDP の 24%を占めるとの報道19もあり、国内最大の経済拠点となる見込

みである。 

 

図 9 ベトナムにおける行政区分の再編（北部） 

凡例：青＝省、橙＝中央直轄市、★＝再編後（右列）における行政中心地 

 
出所）JETRO ほか公開情報 

  

                                                      
19 JETRO「地方再編の大枠決定、現行の 63 省・市から 34 省・市へ」 
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図 10 ベトナムにおける行政区分の再編（中部） 

凡例：青＝省、橙＝中央直轄市、★＝再編後（右列）における行政中心地 

 

 
出所）JETRO ほか公開情報 
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図 11 ベトナムにおける行政区分の再編（南部） 

凡例：青＝省、橙＝中央直轄市、★＝再編後（右列）における行政中心地 

 

出所）JETRO ほか公開情報 

 

日本企業にとっては、企業登録証明書（ERC）に係る所在地変更の要否が懸念点となってい

たが、MOF は今回の再編による変更手続きは不要であるとのガイダンスを発出している。
20ただし、ERC の更新時や他のライセンスについてはガイダンスが示されておらず、省・市

の判断によるケースもあると考えられる。 

 

                                                      
20 JETRO「地方再編で 7 月 1 日から 34 省・市体制が始動」 
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その他、省・市以下の行政区画についても再編が実施され、区や県など、かつての第２級

行政区は廃止された。旧第３級行政区であった坊・社は第２級に繰上げとなり、この中で

も７割程度削減される見込みである。 

 

図 12 ベトナムにおける行政区分21 

 

 

 

出所）JETRO 

 

表 5 住宅分野における主要行政組織 

組織 役割・機能 

Central Steering Committee 

for Housing and Real Estate 

Market Policy (CSC) 

副首相直下にて、首相に対して、住宅に関する諮問を

行う専門機関。市況を注視し、市場のダイナミクスと

トレンドを評価、住宅及び不動産市場に関連する法律

と政策の策定を支援する。 

Ministry of Construction 

(MOC) 

住宅、インフラ整備、都市開発を担当する行政機関。国

家住宅政策を策定・監督し、規制の実施・執行を行う。

2025 年に Ministry of Transport と合併し、都市計画と

インフラ整備を一体的に推進することが期待されてい

る。その他にも、1 年～5 年の周期で住宅に関する全国

的な統計を行うほか、建築計画・不動産事業者・都市開

                                                      
21 離島等の一部地域では、第２級行政区として「特区」が用いられることもある 
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発計画等を含む住宅データベースの開発・運用を行い、

地方自治体から住宅セクターに関する情報提供を受け

分析を行う。 

直近では、低所得者向けの住宅開発に対し総額 120 兆ド

ン22を供給する住宅開発支援プロジェクトを主導してお

り、2030 年までにアフォーダブル住宅を 100 万戸供給

するという政府目標を実現するうえで重要な役割を担

っている。 

Ministry of Finance (MOF) 国家予算と財産を管理・監督するほか、地方自治体に対

しては、各自治体の予算・自治体間の財政移転を管理・

承認する。MOF は SBV の助成金や信用補助プログラム

等について年間の実績を管理するほか、債券市場の発展

と格付け機関の認証・関連する税金についても管理す

る。 

2025 年に MPI と合併したことで、予算編成から投資承

認までのプロセスが一本化された。過年度の調査では、

旧 MPI は投資案件の調整ハブとして機能し、住宅政策

等の各省庁が管轄する領域には関与しないとのコメン

トを得ていたが、省庁再編に伴い、よりスムーズな行政

手続の実現が期待される。 

State Bank of Vietnam (SBV) 住宅金融システムの安定性と健全性に対して監督責任

を負い、金融機関への融資総量規制や金利規制を管理す

るほか、商業銀行及びそれ以外の金融機関（マイクロフ

ァイナンス機関など）と連携し、住宅部門への融資にお

ける補助金プログラム等の整備を行う。また、SBV は商

業銀行が住宅金融商品を多様化するための施策を検討

し、CIC(Credit Information Center)の情報を拡充する役

割を担う。 

総額 120 兆ドンを供給する社会住宅開発支援プロジェ

クトでは、国営銀行 4 行（Agribank, BIDV, Vietcombank, 

Vietinbank）を通じて低金利の融資実行を支援してい

る。なお、当該社会住宅開発支援プロジェクトは国家予

算ではなく各行の自己資金により運営されており、2024

                                                      
22 後述のとおり、参加する銀行が増加したため 2024 年時点では総額 145 兆ドン規模とな

っている 
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年 現 在 で は 民 間 5 行 （ Military Bank, VPBank, 

Techcombank, TPBank, HDBank）が参画したことによ

り総額 145 兆ドン規模となっている。2024 年の SBV と

の面談によれば、適用条件に合意すればいかなる信用機

関であっても同プロジェクトに参画できるということ

だが、参加にあたって政府からの公的な金銭支援は存在

しないとのことであった。2025 年 11 月、本プロジェク

トに参加する民間銀行へヒアリングしたところ、依然と

して金銭的なインセンティブは無いものの、社会的意義

を果たすために参画しているとのコメントが得られた。 

Ministry of Agriculture and 

Environment (MoAE) 

2025 年に MoNRE と MARD が合併したことで、新た

に誕生した省庁である。 

全国の土地を管理するほか、農業振興を担う。住宅セク

ターにおいては、MOC と連携して土地利用計画を整備

するほか、大規模な土地利用転換の支援、土地と住宅に

関する登記と所有権の統計管理、土地使用権の管理、土

地情報システムの運用、立ち退きに伴う住居補償と支援

を実施する。なお、かつては土地使用権証書（LURC：

いわゆるレッドブック）を旧 MONRE が、住宅所有権

証明書（いわゆるピンクブック）を旧 MOC が発行して

いたが、現在は単一の証書に一本化23され MoAE が発行

している。 

Vietnam Bank of Social Policy 

(VBSP) 

社会住宅購入者向け融資を含むコミュニティグループ・

家計への融資を通じ、農村部や低所得層・貧困層を中心

に国家社会政策上の優先事項の実現を図る。上記の目的

達成のため国家予算及びその他の預金を活用し、衛生改

善や少額融資・洪水対策などの住宅向けプログラムを提

供している。 

出所）世界銀行 

 

 

                                                      
23 2009 年 10 月に公布された Decree No.88/2009/ND-CP により、レッドブック・ピンク

ブックは”Certificate of land use rights and house and land-attached asset ownership”として

一本化されることとなった。ただし、実務上では現在でも同様の呼称が用いられる。（な

お、アパートメントの専有部分については引き続きピンクブックが発行される） 
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図 13 住宅金融分野における組織構造 

  

 
出所）世界銀行 

 

 

2.3.4 行政手続の改善 

2021 年 3 月、ベトナム政府は「行政手続費用評価指数(APCI （Administrative Procedures 

Compliance Costs Index）) 2020 年年次報告書」を公表した。なお、2025 年 11 月現在、同

指数は後述する 2022 年版が最新データである。 

APCI 報告書は、個人や企業が現行の法規に従って行政手続に費やす時間と費用を評価した

もので、8 つの主要な行政手続（事業登録、税金、投資、事業許可、労働許可、土地、環境、

建設）について行われた。APCI 報告書はアメリカ国際開発庁（USAID）の支援を受けて

2018 年より作成を開始し、ベトナム政府による行政手続の簡素化やビジネス環境の改善を

目指し公表されている。 

 

結果、ベトナム政府における行政手続のうち、税務関連の手続が全体の項目の中で最高レベ

ルとして評価され、2019 年比で 5.6 ポイント改善された。オンラインでの納税サービスを

提供するポータルサイトの立ち上げ等が評価され、政府・利用者双方のコスト減につながっ

たとされる。地域別ではタイビン省が最も優れた成績を収め、主要都市であるハノイは 4 位、

ホーチミンは 18 位となった。 

他にも、専門検査に関する行政手続は 5 ポイント上昇、環境と経営状況に関連する行政手

続がそれぞれ 0.5 ポイント、0.2 ポイント上昇した一方で、事業登録、投資、建設、土地、

越境取引の関連項目は、2019 年比で低いスコアとなっており、さらなる改善が期待される。

特に、これらの各種手続について IT の活用が進んでいないことが課題として指摘されてお
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り、MPI のズン大臣も「行政手続の電子プラットフォーム化が急務である」とのコメント

を出している。 

 

なお、2022 年には当該調査の 2022 年版（Administrative Procedure Cost Index 2022）が

公表され、主要な行政手続の中で税務手続が引き続き最高評価を受けた。GDT は 2021 年

から 2022 年にかけて 304 あった手続を 234 へ削減したほか、メールや SNS・チャットボ

ットを活用した手続サポートを納税者向けに提供しており、こうした改善活動が評価され

ているものと考えられる。 

 

さらに、類似の調査として、UNDP（国連開発計画）が集計する「ベトナム省級ガバナン

ス・行政パフォーマンス指数(PAPI: Vietnam Provincial Governance and Public 

Administration Performance Index)」が存在する。これは 2018 年より開始されたイニシア

ティブであり、次の 8 つの観点についてベトナム全土の国民にアンケートを行うものであ

る。政策立案・政策実行・行政サービスの提供について定量的な測定を行うことで、地方

政府の運営改善を促進する目的を掲げている。PAPI は、行政手続以外もスコープとして

いる点で、APCI よりも包括的な調査といえる。 

 Participation at Local Levels（地方レベルでの政治参加） 

 Transparency in Local Decision making（意思決定における透明性） 

 Vertical Accountability Towards Citizens（住民に対する説明責任） 

 Control of Corruption in the Public Sector（公共部門における汚職対策） 

 Public Administrative Procedures（行政手続） 

 Public Service Delivery（公共サービスの提供） 

 Environmental Governance（環境ガバナンス） 

 E-Governance（電子ガバナンス） 

 

2023 年度は 19,536 件の回答を集計し、8 つ観点の合計点数ベースでは、5 つの中央直轄市

の中でハノイが 1 位を獲得した。中央直轄市の中での順位は、1 位：ハノイ（43.9 点）、2

位：ダナン（42.6 点）、3 位：ハイフォン（42.1 点）、4 位：ホーチミン（41.7 点）、5 位：

カントー（40.1 点）となっている。 

ハノイとホーチミンの比較では、「住民に対する説明責任」「環境ガバナンス」を除く 6 つ

の観点でハノイの方が優れているという結果となった。 
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図 14 PAPI2023 におけるハノイ・ホーチミンのスコア比較（概要） 

 
出所）UNDP PAPI2023 

より詳細に確認すると、政治参加の機会や貧困層向けの政策、教育サービスなどの点で特に

ハノイが高いパフォーマンスを出していることがうかがえる。 

 

図 15 PAPI2023 におけるハノイ・ホーチミンのスコア比較（詳細） 

観点 Hanoi HCMC 差分25 

地方レベルでの政治参加 5.43 4.61 0.82 

 知識 (Civic Knowledge) 1.32 1.11 0.21 

参加機会 (Opportunities for Participation) 1.62 1.1 0.52 

選挙の質 (Quality of Elections) 1.47 1.35 0.12 

貢献 (Contributions) 1.01 1.05 -0.04 

透明性 5.67 5.15 0.52 

 情報へのアクセス (Access to Information) 0.98 0.88 0.10 

貧困層のケア(Poverty Lists) 1.82 1.59 0.23 

予算(Communal Budget and Expenditure) 1.44 1.4 0.04 

土地計画・地価(Land-Use Plans/Price Frames) 1.43 1.28 0.15 

行政手続 7.16 7.05 0.11 

 認可手続(Certification Procedures) 2.42 2.41 0.01 

土地手続 (Land Procedures) 2.35 2.22 0.13 

個人手続 (Personal Procedures) 2.4 2.41 -0.01 

公共サービスの提供 7.85 7.53 0.32 

 Health (衛生・福祉) 1.7 1.75 -0.05 

Education (教育) 1.96 1.72 0.24 

Infrastructure (インフラ) 2.25 2.19 0.06 

Law and Order (法秩序) 1.93 1.88 0.05 

出所）UNDP PAPI 2023 

                                                      
25 数値が大きいほど、ホーチミンよりハノイの方が優れている項目であることを示す 
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2.4 経済 

2.4.1 経済概況 

2024 年のベトナム経済は、経済成⾧率が政府目標を下回った 2023 年と比べると、大きく

回復したといえる。特に、ベトナム経済における与信供与額の 2 割を占める不動産セクタ

ーが持ち直し、大都市圏を中心に新築マンションの供給戸数なども増加した。結果として、

2024 年の経済成⾧率は 7.1%となり、政府目標の 6.0~6.5%を上回る結果となった。 

なお、2024 年 11 月にベトナム国会で採択された「2025 年社会・経済発展計画」によれば、

GDP 成⾧率は 6.5~7.0%、CPI 上昇率は 4.5%以内とする目標26となっているが、2025 年に

入ってもベトナム経済は好調といえる。 

GDP 成⾧率は 2025 年第 1 四半期の 7.05%、第 2 四半期の 8.19%、第 3 四半期の 8.23%と

連続で加速している。MOF によると、パンデミックからの回復期であった 2022 年を除く

と、四半期の成⾧率としては 2011 年以来最高の数値となっている。これを踏まえ、ベトナ

ム政府は、2025 年の GDP 成⾧率の目標を当初の 8%以上から 8.3-8.5%に引き上げている。 

 

このように、ベトナムは、高い経済成⾧率を維持し、過去数十年にわたり大きな経済発展を

遂げてきた。その基盤となっているものが、1980 年代後半以来の大規模かつ継続的な経済

改革（ドイモイ政策）であるものの、足元においても課題は多く残されており、構造改革の

推進に向けた更なる取組みが求められている。 

ベトナムの人口は高齢化が進むことが予想されており、生産性の向上が急務となっている

が、特に通信セクター等において民間の関与を増大させ、企業間での平等な競争条件を確保

すること・貿易統合を推し進めることなどが求められる。また、近年のデジタル化に伴い、

労働者の技能向上を推進することも必要とされる。2050 年までに温室効果ガスのネットゼ

ロ排出を目指す宣言は、経済システムの変革が必須であり、これらの実現に向け、歳入強化

のために税制見直しが必要になる可能性もある。 

 

2.4.2 産業構造 

2020 年時点で就業人口が最も多かったのは農業分野であるが、サービス業の発展により、

その構成割合は減少傾向27にある。経済活動の自由化に伴いサービス業が成⾧しており、そ

の中でも特に金融・不動産業28の比率が上昇していることから、ベトナムでは高付加価値な

これらの産業が成⾧しつつあると考えられる。 

  

                                                      
26 2025 年は、2021~2025 年の 5 か年にわたる社会・経済発展計画の最終年となる 
27 全労働者に占める割合では、農業分野は 2011 年時点で 48.3%を占めていたが、2020 年

時点で 32.6%まで減少した 
28 「産業別 GDP 構成比」においては、不動産業は「その他サービス業」に分類される 
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図 16 産業別 GDP 構成比 

 
出所）ADB 
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2.4.3 輸出構造 

相対的に安価な労働賃金が優位性となり、外資系企業の進出が相次ぎ、服飾品の製造など労

働集約型産業が発達した。2000 年代以降は韓国企業の現地進出により、エレクトロニクス

製品の輸出も拡大している。国別にみると輸出先は米国が最大で、中国、日本、韓国などが

上位を占める。中国や韓国、日本から材料や中間財（電子部品等）を輸入し、ベトナムで加

工、組み立てを行い、米国や EU、近隣国・地域へ輸出する構造となっている。 

なお、為替面では、2025 年に入り、ベトナムドンは米ドルに対して 2.8%程度下落している
29（7 月時点）。主因の一つは、SBV が景気下支えのため低金利政策を継続している点であ

る。貸出金利は 2024 年末比で年間 0.6％程度低下したとされ、米国金利が高止まりする中

で、相対的に利回りの低いドン資産から資金が流出しやすい構造が続いている。 

なお、2024 年初頭も FRB の利上げ観測を背景にドン安が進んだが、足元では米金利がやや

低下しているにもかかわらず、国内金利がさらに低下しているため、依然としてドン売り圧

力が残存している状況である。 

 

 

図 17 財・国別の輸出内訳30 

 
出所）ADB 

                                                      
29 Vietnam.VN「Reasons for the depreciation of the Dong despite the weakening of the 

USD」 
30 財別・国別の輸出額について、それぞれ原典が異なるため年次が一致していない 
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出所）GSO 

 

2.4.4 輸入構造 

ベトナムは、中間財の多くをアジア各国より輸入している。2009 年の韓国・サムスングル

ープのベトナム進出を機に、スマートフォン関連製品の輸入も増加している。なお、ASEAN

経済共同体（AEC）のもと、 2018 年 1 月より域内関税が基本的に撤廃された。 

前述のとおり、2024 年中はドン安傾向が続いたものの、景気回復により輸入額は前年比

+16.7%の 3,808 億ドルとなり、同年のベトナムにおける貿易収支は 248 億ドルとなった。

2025 年の貿易収支は 10 月時点で 196 億ドルの黒字となっており、堅調に推移している。 
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図 18 財・国別の輸入内訳31 
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 不動産業： 2022 年の社債に関連した不祥事により資金調達が困難になるなど、不動産

市場の混乱が影響を与えていたが、2024 年の法改正などにより落ち着きを見せ回復傾

向にあると言える。ホーチミンを中心とするベトナム南部での不動産価格の高騰は

2022 年末ピークを迎えた一方、ハノイを中心とする北部での価格が上昇しつつある（後

掲）。依然として、投機的な不動産取引が価格高騰を招いている状況である。 

 小売業：年 10％前後の高成⾧を続けており、日本、韓国、タイ、香港系の小売業が多数

進出している。 

 

2.5 投資環境32 

2.5.1 概況 

ベトナムへの直接投資は、アジア通貨危機などの影響を受け減少した時期もあったが、生産

拠点の分散化の観点から注目を集めるようになった。2017 年以降は認可額ベースで 300 

億ドルを超える水準で推移していたものの、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け

投資件数は減少し、2020 年には 285 億ドルまで落ち込んだ。ただし、直近では持ち直して

おり、2024 年には 337 億ドルを記録した。 

図 19 ベトナムへの直接投資額（FDI）の推移 

 
出所）公開情報 

 

主要な直接投資国は日本・韓国・シンガポールなどであり、2022 年現在、ベトナムに投資

している国・地域は 108 存在していたが、2024 年現在では 114 に増加した。2021 年には

                                                      
32 JBIC「ベトナムの投資環境」、みずほ銀行「投資環境レポート」等を参考に作成 
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韓国資本のエネルギー企業が出資したロンアン省 LNG 発電所案件が認可されたほか、日系

では丸紅が出資するカントー市オモン２火力発電所や、レンゴーによるビンフック省段ボ

ール原紙製造工場などの投資案件が承認されている。2024 年の投資額ベースでは、バクニ

ン省（ハノイ近郊）が 51 億ドルの投資を受け首位、北部ハイフォン・南部ホーチミンが 2

位（49 億ドル）・3 位（30 億ドル）と続いた。業種別にみると、製造業、インフラ（電気・

ガス等）、不動産の順に多い。 

また、2025 年上半期（1～6 月）時点で、ベトナムへの直接投資は前年同期比で 30%を超え

る増加を見せており、製造業・不動産が業種別で首位となっている。同時期には、マレーシ

アのディベロッパーである Gamuda Land がハノイ市の都市開発プロジェクトに 11 億ドル

超を投資している。 

 

2.5.2 日本からの投資 

1992 年にそれまでインドシナの国際情勢を鑑み凍結されていた日本からの ODA が再開さ

れたことなどを契機に、日本企業によるベトナム直接投資が増加した。日本国内における生

産コストの抑制をにらんだ生産拠点シフトなどにより大手メーカー等の進出が進み、1997

年に日本からの投資流入額はピークを迎えた。 

その後、生産拠点の一極集中リスクヘッジのための”チャイナプラスワン”の投資先としてベ

トナムに注目が集まり、日系企業による投資も活発である。ただし、直近の状況としては、

中国からの生産移管は活発であるものの、日本からの新規進出はかつてと比べると停滞し

ているとの声が聞かれる。原因としては、ベトナムの許認可を中心とした行政手続やインフ

ラ環境への懸念が聴取された。 

 

2.5.3 投資先としての魅力 

 ベトナムが投資先として有望とされる理由については、市場の成⾧性への期待や賃金

水準の低さが挙げられる。また、労働力のコスト33が低いにもかかわらず世界銀行の人

的資本指標34ではマレーシアやタイを上回る点も特徴である。 

 そのほか、政治・社会情勢の安定性のほか、直接投資の自由化が推進されている点も魅

力であるといえる。 

 

2.5.4 投資先としての課題 

 一方で、近年の経済成⾧に伴い、従業員の賃金上昇が課題となりつつある。2024 年 7

月には 2 年ぶりに最低賃金が全国的に 6%引き上げられた。このようにベトナム政府は

数年に一度、1 回あたり 5.5~6%程度の引き上げを行っている中、日系企業も 5%以上

                                                      
33 JETRO「投資コスト比較」による 
34 世界銀行が毎年作成している国民の人的資本をどの程度活用しているかを示した指標 
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の賃金上昇を行わざるを得ないため、ベトナムに投資する企業にとっては労働コスト

の上昇が負担となっている。直近では、2026 年 1 月に最低賃金を 7.2%引き上げる案が

議論されており、2025 年 11 月に当該案が正式決定された。 

 また、経済的には輸出依存度が非常に高く、特に対米貿易黒字が大きいため、アメリカ

の政策に貿易政策が左右される可能性がある。ベトナムにはアップルやアルファベッ

ト・ナイキ・インテル等の米国企業が大規模な拠点を置いており、対米黒字額は中国・

EU・メキシコに次いで 4 番目の額となっている。2024 年 10 月時点で、米国の対ベト

ナム貿易赤字は 1,020 億ドルと前年比約 20%増加しており、貿易摩擦のリスクを抱え

ているといえる。2025 年 4 月には、トランプ米大統領が「相互関税（reciprocal tariff）」

構想の一環として、貿易不均衡の是正を目的に、ベトナムからの輸入品に最大 46%の

関税を課す案を示した。その後、両国政府間での協議が行われ、最終的には関税率の引

き下げ（約 20%水準）で合意したと報じられている。 

 ベトナムでは内外資本移動規制が厳しい。ベトナムへの投資、現地企業への出資を行っ

たものの、その後の事業環境変化等に応じて、減資を含む資本金のベトナム国外への送

金手続きには多くの時間を要する。そのため、投資・出資におけるリスク見極めが重要

となる。 

 その他、インフラ整備や行政手続の運用、自然災害への耐性なども投資を行う上での課

題といえる。 

【参考】2025 年 10 月の豪雨による被害 

2025 年 10 月、ベトナムの沿岸地域で記録的な大雨が続き、10 月 26 日には 24 時間で最

大 1,700mm の降水量を記録した。中部フエ市などでは計 35 人が死亡したと報じられて

おり、住宅や農地への甚大な被害が出たとして、経済損失は 6 億ドルを超えるとされる。 

ベトナムでは自然災害による被害が頻繁に発生しており、2024 年 9 月 7 日には台風 3 号

（ヤギ）がベトナム北部のハイフォン市に上陸し、300 人以上の死者・行方不明者が出て

いる。 

 

2.5.5 外資規制（総論） 

ベトナムにおける外資規制は、かつては外資規制される業種が明示的に示されておらず、個

別の法令を参照する必要があったため非常に煩雑な手続が生じていた。 

一方、2021 年より施行された改正投資法 61/2020/QH14 では投資禁止業種・条件付き事業

分野が明示されており、内資・外資企業双方にとって参照しやすい内容となっている。改正

に伴 い業 種の 区分 に変更が 生じ ている 点に注意 が必 要であ り、 例えば、 旧投 資法

67/2014/QH13 で条件付き投資分野とされていた債権回収事業は、改正投資法においては

投資禁止分野となっている。改正投資法により規制される分野を以下に示す。 
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①経営投資禁止分野35 

外国資本による投資が禁止されているのは、以下の 8 分野である。 

1. 麻薬物質に関する事業（投資法 61/2020/QH14 別表 1 に記載） 

2. 各種化学物質、鉱物に関する事業（投資法 61/2020/QH14 別表 2 に記載） 

3. 絶滅のおそれのある野生動植物、動物の標本に関する事業 

4. 売春事業 

5. 人身売買、生体組織・死体・身体の一部・胎児の売買 

6. 人の無性生殖に関する事業活動 

7. 爆竹の販売に関する事業 

8. 債権回収事業36 

②条件付き経営投資分野 

条件付き経営投資分野とは、当該活動の実施にあたり、国防・治安・社会秩序等の

保持のための一定の条件を満たす必要がある分野である。改正投資法では 227 分

野指定されており、外資企業による投資が想定される事業領域はほぼ全てが条件

付き経営投資分野となっている。 

 

ベトナムでは、上場企業かつ上記の条件付き経営投資分野に該当する場合、外資が取得でき

る株式比率は最大 49%と定められているほか、一部の条件付き経営投資分野においては法

定資本金が定められている（不動産・銀行・保険・証券・監査・航空サービス等）。 

 

また、土地は全人民の所有として政府が管理しており、いかなる個人・企業であっても土地

を所有することは認められていない。そのため、土地を使用する場合には、ベトナム政府か

ら土地使用権を取得する必要があり、100％外資企業や合弁企業といった外資企業であって

も、次の場合において土地使用権を取得することができるとされている。土地使用権は土地

法が管轄しており、2024 年に改正が行われた。この点については 5 章において詳述する。 

 土地使用権を株式会社への現物出資として受ける場合 

 販売・賃貸向けの商業住宅投資プロジェクトを実施する際に、政府より土地使用権を割

当てられた場合 

 企業買収を通じて、当該企業が保有していた土地使用権を取得する場合 

 土地使用権を保有するベトナム現地企業が、外国資本から過半数の出資を受けること

で外資企業となった場合 

 ベトナム政府から土地使用権を賃借する場合で、ベトナム政府から年払いで賃借して

                                                      
35 ここでは、投資法上で用いられている用語を引用している 
36 改正投資法 61/2020/QH14 において新たに経営投資禁止分野として指定された 
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いる土地に付属する資産を所有者から取得する場合 

2.5.6 外資規制（業種別） 

① 建設業 

建設サービス37においては、WTO コミットメントに従い、WTO 加盟国の法人であれば外

資企業の出資比率に制限はない。そのため、内資企業との合弁設立等をせずとも、単独で会

社を設立することが可能である。 

また、外資企業がベトナム国内に支店を設置することも認められているほか、MOC から建

設活動許可を取得することで、外資企業が法人設立・支店設置をせずともベトナムにおける

建設案件を請け負うことが可能である。ただし、ベトナム国内での建設業務においては建設

法による規制があり、作業担当者の訓練証明書が必要であるなど国内法による規制がある

点も注意しなければならない。 

 

② 不動産開発業 

不動産開発業は、前述した投資法により条件付き経営投資分野として指定されており、外資

規制の内容は主に不動産事業法において定められている。 

外資企業も 100 ％出資を行って当該分野の事業を営む完全子会社を設立することができる

が、内資企業よりも事業範囲が制限されており、例えば転売・賃貸を行うために住宅等を取

得すること等は認められていない。 

 

③ 不動産管理業 

不動産管理業は、他業種と異なり、投資法により条件付き経営投資分野に指定されておらず、

事業運営上の免許等も不要である。実際、ベトナムにおいても、サンケイビル系列の

VISAHO 社やあなぶきグループの ANABUKI NL VIETNAM 社など、複数社が不動産管理

業へ進出している。 

ただし、不動産事業法第 67 条の規定により、事業開始の前に企業情報を省級人民委員会に

提出しデータベースに登録されなければならないとされている38。 

 

④ 金融業 

WTO コミットメントにより、外資企業は駐在員事務所や支店の設置、100%外資による現

地法人設立39を行うことができるが、ベトナム国内で金融業務を行うためには、SBV から金

                                                      
37 建築・設計の支援・アドバイザリ―、建設施工、工事完成業務等を指す 
38 同法では「企業に関する情報を本法の規定に基づいて住宅及び不動産市場に関する情報

システムに掲載されるように企業設立所在地の省級不動産事業の管理機関に送付しなけれ

ばならない」と規定されているが、実務上どのような情報が必要かは明確ではない 
39 ただし、株式会社ではなく有限会社とする必要がある 
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融業ライセンスを取得し、金融業登録を行う必要がある。 

 銀行 

外国銀行は駐在員事務所・支店及び合弁会社（出資上限 50 ％）のほか、2007 年から

は 100 ％外資の銀行をベトナム国内に設立することも可能になっているが、100%外資

による銀行設立には多額の資本金規制や煩雑なライセンス取得手続が必要となるため、

現時点で設立された事例は存在しない。 

外資の商業銀行を設立するためには 3 兆ドン40もの法定資本が必要となるほか、SBV か

ら銀行ライセンスを取得するためには複数の財務条件を満たす必要があり、国際的な

格付け機関から安定的・それ以上の格付けを取得すること、直前の５会計年度において

利益を計上していること、申請前年度末時点での総資産が 100 億ドル以上であること

などが求められる。 

 ファイナンスカンパニー 

ノンバンクの外資ファイナンスカンパニーは駐在員事務所・合弁会社（出資上限 50％）

や 100％外資でのファイナンスカンパニーを設立することができる。 

ライセンス取得にあたっての条件は外資銀行とほぼ同じであるが、利益計上されてい

る会計年度が 3 期間のみでよい点など、銀行よりも要件が若干緩やかとなっている。 

 

ここで、ハノイ市における外資誘致政策等を踏まえた投資環境を下記に示す。優先的に誘致

することが明示されている分野もあり、首都として企業誘致に力を入れていることがうか

がえる。 

 

表 6 ハノイ市の投資環境 

主要政策 ホーチミン市に次ぐ、ベトナム第 2 の商業都市。人口は 860 万人程度であ

り、人口密度は 2,500 人/km2 とベトナム全国平均の 7 倍を上回る。産業構

造は、農林水産業が 2%、製造・建設業が 24%、サービス業が 63%となっ

ている。ハノイ市は「2050 年を見据えた 2030 年までの首都ハノイ発展計

画」を策定しており、工業化を推進し近代都市化とする目標を掲げ、主要産

業への投資誘致を続けている。 

歴史的にハノイ等の北部地域への直接投資は、ホーチミンを中心とする南

部に比べ劣後してきた背景がある。しかし、ハノイ近郊に工業団地が開発さ

れ、日本政府の ODA 等により道路網・港湾などが整備されたことで、イン

フラ改善により 2001 年以降北部への投資流入額が大きく増加した。 

外資誘致・

優遇政策 

先端技術、新技術、ハイテク・クリーン技術、高付加価値、裾野産業育成を

備える投資プロジェクトへの誘致を優先している。特に、高度人材育成に貢

                                                      
40 Decree 86/2019/ND-CP 
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献する分野、先端技術や独自技術移転の案件及び研究開発への投資、デジタ

ル経済、人工知能、情報技術、自動化、クリーンエネルギー、再生可能エネ

ルギーなどの分野については優先的に誘致する方針である。 

上記の優遇政策は関連法規に基づき制度化されており、ハイテク分野への

投資に関する法律に基づく投資優遇措置などを受けることができるが、環

境汚染を引き起こす可能性がある業種などは認可されない可能性がある。 

出所）JETRO 

  



46 

 

3. 住宅政策 

3.1 住宅政策の概要 

3.1.1 ガバナンス構造及び政策立案プロセス 

ベトナムにおける住宅政策及び各種規制は、複数の政府機関が担当している。主要な関係機

関を下表に示す。 

 

表 7 住宅政策に関与する主要な関係機関 

建設省 

(Ministry of 

Construction) 

国家レベルでの住宅政策、規制、基準の策定と実施を担当する

主要政府機関。ベトナムの住宅と建設の全体的な枠組みを形

成する上で、中心的な役割を果たす。 

財政省 

(Ministry of Finance) 

住宅市場に大きな影響を与える可能性がある不動産取引と不

動産所有に関連する税務政策の策定に関与。不動産開発の資

金調達におけるインセンティブ制度の設計も担っている。 

ベトナム社会政策銀行 

(Vietnam Bank for Social 

Policies) 

社会住宅プロジェクトの購入者及び事業者に対し、優先的な

融資制度を提供する。 

ベトナム国家銀行 

(State Bank of Vietnam) 

住宅ローンを提供する銀行等の金融機関を規制する責任を負

う。住宅ローン融資や金利政策など、住宅政策における金融市

場の監視を担っている。 

地方政府 

（ハノイ市など） 

中央政府が策定した住宅政策を地域レベルに落とし込み、そ

の実行を主導する。住宅開発の状況などを適宜各省庁へ連携

する役割も担う。なお、2025 年の省庁再編に伴い、地方政府

の行政機構も再編が進んでいるとみられる。 

出所）公開情報 

 

なお、商業住宅の開発における許認可のステップと、上記で示した地方政府の関与は下図の

とおり（ただし省庁再編前の情報）である。DPI・DOC/DPA・DoNRE が中心となり、計

画の承認から LUR（土地使用権）の発行までを担う。現時点ではワンストップで対応可能

な窓口は存在せず、事業者は手続に応じて各省庁へ個別にコンタクトする必要がある41。 

 

 

 

                                                      
41 ただし、特に外資企業においては、住宅開発にあたって IRC の発行が必須となるため省

級人民委員会の DPI へまずコンタクトすることが望ましい旨、MPI から助言があった42 

JICA「ベトナム国住宅セクター基礎情報収集・確認調査」 
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図 20 住宅開発における地方政府の関与（省庁再編前の情報） 

 
出所）ヒアリング、公開情報 

 

2024 年度の調査においては、不動産セクターにおける重要なステークホルダーとして、ベ

トナム宅建業協会（VARS: Vietnam Association of Realtors）へのヒアリングを実施した。

同協会は不動産仲介業に特化したベトナム最大の業界団体であり、国内 3,000 社が加盟し

ている。また、加盟企業が取り扱う不動産取引は年間 20 万件に上る。 

アメリカやシンガポールの団体とトレーニング等での連携を行っているほか、政府機関へ

の提言や市場分析レポートの発行・コンサルティング活動を実施している。ベトナムでは多

くの不動産取引が宅建業者を介して行われるため、顧客や不動産取引に関する知見を豊富

に有する組織である。 

ベトナムの住宅政策42を理解するうえでは、住宅の捉え方が変化していったことを理解する

必要がある。 

市場制度の導入を主軸としたドイモイ政策以前、ベトナムでは住宅は公共財とみなされて

おり、国家的な住宅政策は公務員向けの住宅整備を行う程度であった。ところが、経済改革

が開始された 1986 年以降、社会主義市場経済に移行するにつれ、住宅は売買可能な商品と

して認識されるようになり、事業者・個人による住宅建設が推奨されるようになっていった。 

 

上記の概念は、下記の法律に反映されている。なお、土地法・住宅法および不動産事業法は

                                                      
42 JICA「ベトナム国住宅セクター基礎情報収集・確認調査」 
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2023～2024 年にかけて改正されており、その内容については「住宅関連法の概要」におい

て後述する。 

 1991 年住宅条例 (Housing Ordinance in 1991)：国民による住宅所有を認め、全ての個

人・団体に対して住宅ストックの開発・維持を促進したほか、住宅を建築・改築・賃貸・

売却する権利を保証した。 

 1992 年憲法 (The Constitution of 1992)：個人による⾧期的かつ継続的な土地使用権や

住宅所有権の所有のほか、居住の自由を保証している。 

 1992 年 11 月 27 日付の Decision No.118/TTg：国家公務員の給与に対する住宅手当を

含む、国家としての住宅補助金を廃止した。 

 1993 年土地法 (Land Law in 1993)：住宅用の土地使用・住宅建設を許可し、土地使用

権の交換・譲渡・抵当権設定を認めた。なお、1998 年の同法改正により、土地使用権

の転貸・出資が追加で認められるようになった。 

 民法 91/2015/QH13 (Civil Code)：財産権・契約のほか、不動産取引におけるその他の

法的側面に関して規定する。 

 土地法 31/2024/QH15 (Land Law)：土地使用権、土地の割当て・賃貸借、その他の関

連事項を規定。ベトナムでは土地使用権が不動産所有の中心を構成するため、住宅領域

においては重要な法令である。 

 住宅法 27/2023/QH15 (Housing Law)：住宅の保有・譲渡・販売について規定。住宅所

有権証明書（ピンクブック）の取得についても定めている。 

 不動産事業法 29/2023/QH15 (Law on Real Estate Business)：住宅開発や販売等、住宅

事業全般について規定。外国投資企業が行う不動産事業についても規定している。 

 信用機関法 32/2024/QH15 (Law on Credit Institutions)：外国銀行支店を含む金融機関

の設立・運営について規定。 

なお、住宅政策を理解する上での重要な概念として、住宅の分類について説明する。ベトナ

ムにおいては、構造上の分類である「集合住宅（Apartment/Condominium と呼ばれる）」

「戸建住宅（Landed properties などと呼ばれる）」という区分に加え、住宅の目的上の分類

として商業住宅・社会住宅・移転用住宅・公務員住宅の 4 種類43が存在する。 

これらの 2 区分は互いに関連しあっており、本調査においては特に民間企業が手掛ける商

業住宅及び主に地方政府が住宅政策上重視している社会住宅に焦点を当てている。なお、集

合住宅は「アパートメント」、戸建住宅は「戸建て住宅」と記載する。 

 

 

 

                                                      
43 厳密には、その他にも個人住宅(Private housing)と呼ばれる自己建築物件を指す概念が

存在するが、本調査の目的に照らし紹介を省略した 
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図 21 ベトナムにおける住宅区分の概念整理 

出所）公開情報 

 

3.1.2 直近の住宅政策 

近年におけるベトナム政府の住宅政策は、(i) 住宅不足等の諸課題への対処、(ii) 住宅開発

における基準の導入による生活条件の改善、(iii) 住宅所有の促進を主眼としている。 

 

3.1.2.1 住宅不足等の諸課題への対処 

住宅問題への対応に関して、社会住宅の開発と管理に関する政令 Decree 100/2024/ND-CP

によると、ティア 344都市以上の土地面積が 10ha を超える Build-Transfer 及び Build-

Operate-Transfer 契約に基づく商業住宅及び都市建設の開発者は、総面積の少なくとも 

20% を社会住宅の建設のために確保しなければならないと規定されていたが、2024 年の住

宅法改正により、規定が緩和された。具体的には、建設用地を管轄する人民委員会は、1)商

業住宅の建設用地内に社会住宅建設用の土地を確保すること、2)用地外に社会住宅建設用

の土地を確保すること、3)相当の資金供与を行うこと、の 3 つのオプションより、各開発プ

ロジェクトに応じて選択することができるようになった。これらの判定については、省級の

DPI45が適宜判断することとなっている。なお、ベトナム南部で事業展開する現地ディベロ

                                                      
44 ティア 1：省及び 5 つの中央直轄市（ハノイ・ホーチミン・カントー・ダナン・ハイフ

ォン）、ティア 2：県・市・区、ティア 3：町・村・坊を指す 
45 商業住宅の開発に関する重要な論点でありながらも DOC（建設局）の管掌ではない点

に注意が必要である 
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ッパーへのヒアリングでは、「商業住宅の建設用地内に社会住宅建設用の土地を確保する」

オプションが選択されることが多いという。 

 

また、社会住宅は床面積 25 ㎡から 70 ㎡とする必要があるが、床面積の上限については一

定の条件下46において 70 ㎡を上回ることができる。その他、社会住宅プロジェクトの開発

者は土地使用料と土地賃貸料・土地清算費用が免除され、法人所得税と付加価値税の軽減を

受けることができ、VBSP やその他の金融機関からの優先融資を受ける権利を有する。 

2021～2030 年の国家住宅開発戦略(National Housing Development Strategy)は、特に都市

部の低所得者向けの社会住宅の一人当たり平均住宅床面積を増やす目標を設定している。

住宅に関連する政策を進化させ、開発資金の確保や市場の透明性確保等を目的としている

点が特徴である。 

 

表 8 住宅開発に関する国家目標 

項目 2019 年時点 2025 年目標 2030 年目標 

1 人当たり住宅面積 

（都市部） 

（地方部） 

23.2 ㎡ 27㎡ 

28㎡  

26 ㎡  

30㎡ 

32㎡  

28 ㎡ 

恒久住宅に居住する世帯の割合 

（都市部） 

（地方部） 

93% - 85% - 90% 

100% 

75-80% 

公共インフラに接続されている

住宅の割合 

52.2% - 90% 

社会住宅の完工数 85,810 428,000 1,062,200 

出所）公開情報 

 

なお、2023 年 4 月に発行された Decision 338/QD-TTg では、2021 年から 2030 年までに

低所得層と工業団地の労働者向けに少なくとも 100 万戸の社会住宅を建設するという目標

が記述された。これらの目標について全国の省級人民委員会に目標値が割り当てられてお

り、地方政府が計画の実行ミッションを負っている。 

2025 年 11 月時点では、ベトナム全国で計 696 の開発プロジェクトが実施され、累計 63 万

戸の社会住宅が建設されている47。ベトナム全土でみると 100 万戸を建設するというゴール

を約 6 割達成していることになるが、建設される社会住宅の品質や立地などで課題も多い。 

                                                      
46 床面積が 70 ㎡を超える住戸数が、当該社会住宅の全住戸の 10%を超えてはならない 
47 VietnamPlus「Local leadership key to achieving Vietnam’s social housing targets」 
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特に、ホーチミン市での進捗は十分とは言えない状況にある。ホーチミン市は 2030 年まで

に約 20 万戸の建設目標を課せられているが、2025 年 11 月時点での達成状況は 2 万戸弱と

1/10 程度に留まる。都市部ではアフォーダブルな住宅供給が慢性的に不足しており、販売

すると売れ残ることは殆どないといい、さらなる社会住宅の建設が求められているところ

である。 

 

表 9 ベトナムにおける社会住宅の建設状況（戸数） 

地域 
実績値 目標値 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

全国 - 1,000,000 1,000,000 

ホーチミン市 18,143 181,257 199,400 

・旧ホーチミン市 - - 100,000 

・旧ビンズオン省 - - 86,900 

・旧バリア・ブンタウ省 - - 12,500 

出所）ホーチミン市建設局 

 

一方で、住宅市場の発展に影響を与えうる間接的な政策も存在する。Resolution 06-NQ/TW

では、2030 年までに都市化率 50％（2021 年時点では 38％）を達成するという目標を設定

し、全国の不動産開発の成⾧を促進している。 

 

3.1.2.2 住宅開発における基準の導入による住宅環境の改善 

住宅の品質と安全性の向上の観点から、Resolution 05/2015/TT-BXD においては、建築材

料と建築基準の基準を含む民間住宅の建設と品質の維持に関する規制を規定してきた。そ

の後、後続の Resolution 05/2021/TT-BXD が公表されたが、住宅品質に関する基準の内容

に変更はなかった。住宅開発業者は、新築住宅が一定の品質と安全基準を満たしていること

を保証するため、これらの規制を遵守することが求められる。 

同様に、MOC の Circular 31/2016/TT-BXD は、下記のとおり集合住宅の分類基準を設定

し、適切な住宅環境の整備を目指している。2024 年 8 月の法改正により、同様に Circular 

05/2024/TT-BXD として更新されたが、集合住宅の分類基準には変更がなかった。 

 

表 10 MOC が定める集合住宅の分類基準 

クラス A 第 3 条第 2 項に規定されている全ての要件を満たし、なおかつ付録 01 に

指定されている合計 20 の基準48のうち少なくとも 18 を満たしている集合

                                                      
48 建築計画や生活インフラ・住宅運営等の 4 領域において、個別の基準が別途定められて
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住宅 

クラス B 第 3 条第 2 項に規定されている全ての要件を満たし、なおかつ付録 02 に

指定されている合計 20 の基準49のうち少なくとも 18 を満たしている集合

住宅 

クラス C 第 3 条第 2 項に規定されている全ての要件を満たしているが、クラス A

またはクラス B に分類されるための基準を満たしていない集合住宅 

出所）Circular 05/2024/TT-BXD 

 

参考）第 3 条第 2 項に定められた要件 

 分類を受けるための申請が、適格な法人または個人によって提出されていること 

 建設省によって承認された建築計画に従って建設されていること。また、法で定められ

ている場合、（個別に）建築許可を得ていること 

 国家技術規則に従って建築されていること 

 建設が適法に完了しており、申請時点までに何らかの法規制に違反していないこと 

 申請時点で取り壊しの予定が無く、国家による収用が行われる地域に所在していない

こと 

3.1.2.3 住宅所有の促進 

住宅所有の促進に関して複数の住宅補助プログラムが導入されており、それらの内容につ

いては次章で説明を行う。 

3.1.3 住宅支援プログラム 

ベトナム政府による住宅補助は、主に社会住宅制度の中で提供されることが多い。ベトナ

ムでは 2009 年に社会住宅制度が導入され、2024 年住宅法によると、社会住宅を購入する

資格を有するグループは下記の 10 つである。 

1) 革命功労者 

2) 地方の低所得世帯 

3) 自然災害の被害が多い農村部の世帯 

4) 都市部の低所得世帯 

5) 工業団地の労働者 

6) 軍人、警察官、兵士 

7) 公務員法の規定による公務員 

8) 社会住宅返還時の入居者 

9) 土地収用の影響を受け、補償を受けていない世帯 

10) 大学（短期大学含む）・職業専門学校・支援学校・少数民族のための公立学校に通学す

                                                      

いる（例：共用部の廊下の幅が 1.8m 以上確保されていること） 
49 付録 01 と同様 



53 

 

る学生 

 

社会住宅を購入する資格基準には、前年の個人所得が月平均 2,000 万ドン（単身の場合）

または 4,000 万ドン（既婚の場合）未満、または現行の所得税課税基準未満の低所得層に

該当することのほか、社会住宅が建設されている土地に永住権を有していることなどが挙

げられる。また、社会住宅の所有期間に制限はない。 

なお、上記の所得基準については 2025 年 10 月に Decree No. 261/2025/ND-CP によって

改訂されており、単身者の場合、以前の 1,500 万ドンの基準50から上限額が 3 割強引き上

げられている。昨今の物価上昇に伴い、社会住宅の購入に係る所得条件が緩和されている

とみられる。 

 

表 11 社会住宅の購入者に対する所得要件 

対象 
Decree No. 100/2024/ND-CP

（2024 年 7 月）※旧 

Decree No. 261/2025/ND-CP

（2025 年 10 月）※新 

独身者 

1,500 万ドン/月 

2,000 万ドン/月 

独身者であり、未成年

の子を養育している者 
3,000 万ドン/月 

既婚者 3,000 万ドン/月 4,000 万ドン/月 

出所）公開情報 

 

なお、社会住宅の性質に照らし、社会住宅の入居申請にあたっては同物件が所在している

省・中央直轄地内に土地使用権や建物の所有権を保有していないこと（ただし、15 ㎡以下

であれば保有が認められる）が条件となり、保有している場合は社会住宅を購入できない
51。現地政府機関とのヒアリングでは、登記データベースが不完全なため、上記の確認作

業に時間を要する旨聴取された。 

 

多くの諸外国とは異なり、ベトナムでの社会住宅プロジェクトは政府が主体となるのでは

なく資金拠出52すら行わず、その実行を担うのはあくまでも民間に委ねられている。政府

                                                      
50 独身者については、2024 年の改正前は 1,100 万ドン/月が基準であった 
51 例として、ハノイ市において社会住宅を購入する場合、ハノイ市内において土地使用権

や建物の所有権を有することはできないが、ホーチミン市等、他の省・中央直轄市であれ

ば不動産の権利を保有することができる 
52 SBV が目下推進する 120 兆ドンの低利融資プログラムにおいては、民間商銀行が社会

住宅開発に携わる事業者及び購入者に対して融資を行い、SBV が各行のモニタリングを行

っている 
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機関による資金供給は限定的であり、例えば MOF がおこなっている支援は VBSP に対す

る資金提供を通じ低金利住宅ローンの供給を支援している点に限られる。 

VBSP は融資資金を管理しつつ融資スキームの開発を主導しており、SBV は他の金融機関

による融資活動を管理する役割を担う。なお、VBSP および国営銀行から優遇金利で融資

を受ける場合、購入者は最低 12 か月間普通預金を維持する必要があり、最大融資率は 70 

～ 80%、最⾧ 25 年間の融資で、金利は商業ローンの 50% 以下の水準となっている。 

 

表 12 ベトナム政府が提供する住宅支援プログラムの例 

名称 日付 内容 

Resolution  

No. 11/NQ-CP 

2022 年 1 月

30 日 

社会政策銀行を通じて、個人が社会住宅を購入・賃貸

するまたは、住宅の新築・改築及び修理に用いる資金

を借り受けることができる。融資に向け、15 兆ドンの

予算枠が確保された。 

Decree  

No. 49/2021/ND-

CP 

2021 年 4 月

1 日 

社会住宅の購入のための資金として、年利 4.8％にて融

資を受けることができる。融資期間は、顧客の返済能

力に応じて決定され、最⾧ 25 年である。 

Resolution  

No. 33/NQ-CP 

2023 年 3 月

11 日 

社会住宅の開発者と購入者を対象とした 120 兆ドンの

社会住宅開発プロジェクト53であり、商業金利より 1.5

～2.0％低い優遇金利を提供する。SBV のガイダンスに

よると、次の 2 条件が付されている。①融資は購入者

に対して 1 回のみ実施すること ②優遇ローン金利の

最⾧期間は 5 年間とすること 

Decree No. 

261/2025/ND-CP 

2025 年 10

月 10 日 

VBSP による社会住宅融資の優遇金利を年利 5.4%に引

き下げた54。 

出所）公開情報 

 

2025 年 6 月、ベトナム国会は社会住宅の供給停滞を受け、Resolution 201/2025/QH15 に

おいて、社会住宅開発を支援するための国営基金の創設を決定した。さらに同年 7 月に

は、Decree 192/2025/ND-CP により具体的な運営ルールが定められ、国家住宅基金

（National Housing Fund）が中央住宅基金と地方住宅基金の二層構造で設置されることが

明確化された。 

                                                      
53 民間 5 行（Military Bank, VPBank, Techcombank, TPBank, HDBank）の参画により、

2024 年時点で総額 145 兆ドン規模となっている 
54 2023 年 5 月に施行された Decision 486/QD-TTg により、従前、優遇金利は 6.6%と定

められていた 
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中央住宅基金は MOC が管轄し、国家予算から約 2 億ドル規模のシード資金が拠出される

見込みである。一方、地方住宅基金は全ての省および中央直轄市に設置され、人民委員会

が管轄し、DOC が実務運営を担う。これらの基金の原資には、中央・地方予算に加え、

住宅法に基づく社会住宅義務の代替措置としてディベロッパーが拠出する資金なども含ま

れると報じられている。 

 

図 22 ベトナムにおける国家住宅基金の概要 

 

出所）現地調査・公開情報 

 

例えば、ホーチミン市では「Ho Chi Minh City Housing Fund」と呼ばれる基金が設置さ

れており、賃貸用社会住宅のディベロッパーおよび居住者、さらには公務員や工業団地労

働者など限定された対象者に対して資金支援を行う仕組みが構築されている。 

2024 年 11 月に施行された Decision 4899 により、同基金における公務員に対する融資条

件は下記のとおり定められている。ホーチミン市建設局が申込受付及び審査を実施し、

VBSP が融資を実行するものとみられる。 

 

表 13 Ho Chi Minh City Housing Fund における公務員に対する融資条件 

対象 ホーチミン市に所属する公務員 

頭金 30%（LTV:70%） 

最大融資額 9 億ドン 

返済期間 最⾧ 20 年 

融資金利 3.2%56 

                                                      
56 従前は 4.7%であったが、Decision 4899 により引き下げられた 
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出所）The Saigon Times “HCMC cuts home loan interest rate for public sector employees” 

 

（参考）国家住宅基金（National Housing Fund）の創設 

社会住宅の開発を促進するため、住宅基金の仕組み・運用に関する政令（302/2025/ND-

CP）が 2025 年 11 月 19 日に施行された。同政令は全 27 条から構成されており、主な内

容は以下のとおり。 

・2025 年 5 月 19 日付けの国会決議（201/2025/QH15）に沿った内容を定める 

・ベトナム中央政府と MOC との協働により、国家住宅基金を設立することを認める 

 -同基金の管理は MOC が担うこととする 

・省レベルの人民委員会についても、地域住宅基金（Local Housing Fund）の設立が認

められる 

・社会住宅の供給を拡大するため、同基金を通じて社会住宅開発に対する投資、買収

（国有企業保有の住宅を社会住宅として転用、等）を行い、賃貸住宅として提供する 

・基金は非営利とし、中央政府より拠出される最低資本金額として 5 兆ドン 

（設立 3 年後に 10 兆ドン以上に増資） 

同基金の創設により、中央政府と省政府（地方人民委員会）による複層的な住宅供給支援

が進み、社会住宅の供給拡大が期待されている。 

 

3.2 ハノイ市における住宅政策の概要 

3.2.1 ハノイ市における住宅開発の背景 

ハノイ市はベトナム北部において最も急速な発展を遂げている都市であり、都市別人口で

はホーチミン市に次ぐ全国 2 位である（約 870 万人）。それゆえ雇用を求める労働者が域外

から大量に流入しており、ハノイ市の人口は 2010 年代の 10 年間において約 200 万人増加

した。 

住宅開発は、社会経済発展の観点からも重要なトピックとなっている。ハノイ市では住宅及

びそれに関連するインフラの大規模な開発が行われてきたものの、特に住宅供給及び住宅

品質の確保において課題があるといえる。 

 

直近では、ハノイ市における住宅供給が増加しつつあるものの、新築物件の販売価格は高止

まりを続けている。2024 年 9 月時点で新たに販売許可を得た新築マンションの供給戸数は

1 万 9 千戸となり、2023 年の総供給戸数を上回った一方、平均の平米単価は 2,000 ドル後

半の水準で推移し、2025 年に入ると 3,000 ドル台に上昇した。現地での報道では、労働機

会を求めてハノイ市などの都市部へ出稼ぎに出るものの、購入可能な価格帯の物件が乏し
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いために賃貸物件への入居を余儀なくされる例が多い57とのことだった。 

こうした市場環境からも、社会住宅やアフォーダブル住宅の供給を十分確保することが課

題となっている。 

 

3.2.2 ハノイ市住宅開発計画（2021 年～2030 年） 

2021 年 6 月、ハノイ市人民委員会は 2021 年から 2030 年までの住宅開発計画を承認し、発

表した。下記において、2021 年 12 月に発表されたホーチミン市住宅開発計画と比較し、整

理している。 

 

２都市を比較すると、人口密度の高さから、ホーチミン市の方が一人あたり住宅床面積の目

標値が低くなっている。住宅供給目標については、2021～2025 年期では特に社会住宅につ

いてはホーチミン市が積極的な目標値を設定しているものの、2026~2030 年の伸びではハ

ノイ市が圧倒的に大きい（ホーチミン市は 158 万㎡の増加を見込む一方、ハノイ市では 430

万㎡の増加を目指す目標となっている）。 

 

  

                                                      
57 不動産のセカンダリ（中古）市場においても、市場全体が値上がり傾向にあるため売主

側が売り渋る傾向もあるとされ、住宅供給が伸び悩む要因の一つとして挙げられている 
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表 14 ハノイ・ホーチミンにおける住宅計画の比較 

項目 ハノイ ホーチミン 

基礎情報（再掲） 

人口 859 万人 946 万人 

面積 3,360 ㎢ 2,095 ㎢ 

人口密度 2,556 人/㎢ 4,513 人/㎢ 

2021～2025 年期の目標 

一人当たり住宅床面積 

- 都市部 

- 地方部 

29.5 ㎡/人 

31 ㎡/人 

28 ㎡/人 

23.5 ㎡/人 

（都市部・地方部別には設定な

し；最低 10 ㎡/人） 

住宅の新規供給 

- 社会住宅 

- 移転用住宅 

- 商業住宅 

- 個人住宅 

 

125 万㎡ 

56.5 万㎡ 

1,969 万㎡58 

2,250 万㎡ 

 

250 万㎡ 

（設定なし） 

1,550 万㎡ 

3,190 万㎡ 

住宅品質 仮設住宅・簡易住宅の撤去を

通じて都市の美化を行い、耐

久住宅の割合を 90%（都市部：

95%、地方部：85%）とする 

- 耐久住宅：43%(44%/41%) 

- 準耐久住宅：55.5%(54%/57%) 

- 非耐久住宅：1.5%(1%/2%) 

- 簡易住宅：0%(0%/0%) 

※全国（都市部/地方部） 

2026～2030 年期の目標 

一人当たり住宅床面積 

- 都市部 

- 地方部 

32 ㎡/人 

33 ㎡/人 

28 ㎡/人 

26.5 ㎡/人 

（都市部・地方部別には設定な

し；最低 12 ㎡/人） 

住宅の新規供給 

- 社会住宅 

- 移転用住宅 

- 商業住宅 

- 個人住宅 

 

555 万㎡59 

130 万㎡ 

1,519 万㎡60 

2,250 万㎡ 

 

408 万㎡ 

（設定なし） 

2,140 万㎡ 

3,200 万㎡ 

住宅品質 仮設住宅・簡易住宅を完全に - 耐久住宅： 48%(50%/46%) 

                                                      
58 最低 5%はリース販売に、5%は買受特約リース販売(lease-purchase)とする目標も存在 
59 市内のすべての輸出加工区(Export processing zone: EPZ)及び工業団地(Industrial park: 

IP)において労働者向けの社会住宅を建設することも目標とする（そのほか、最低 10%は

買受特約リース販売とする目標も存在） 
60 最低 5%はリース販売に、10%は買受特約リース販売(lease-purchase)とする目標も存在 
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撤去し、耐久住宅の割合を 

都市部で 100%、地方部で

90%とする。 

- 準耐久住宅：51%(49.5%/52.5%) 

- 非耐久住宅：1%(0.5%/1.5%) 

- 簡易住宅：0%(0%/0%) 

※全国（都市部/地方部） 

2021~2030 年を通じた目標 

住宅開発用地 1,868 ヘクタール 5,239 ヘクタール 

住宅開発資金 880 兆ドン 

（≒350 億ドル） 

956.9 兆ドン 

（≒380 億ドル） 

出所）各市建設局、公開情報 

 

3.3 国際機関による支援 

2025 年度においても新規支援は見当たらなかったため、2024 年度の調査結果を踏襲した。 

なお、2024 年はベトナムと ADB のパートナーシップが 30 周年を迎える節目の年であっ

た。ADB の浅川総裁は、2024 年 3 月の会合にて 2024~2026 年において計 30 億ドルの支

援をベトナム向けに実行する旨公表しており、今後も ADB をはじめとする国際機関による

支援が継続される見込みである。 

 

3.3.1 住宅金融プロジェクト（ADB：アジア開発銀行） 

2002 年には、都市部の世帯の約 40%が 36 ㎡未満の住宅スペースに居住しており、24 ㎡に

満たない世帯が全世帯の 16%に上っていた。これらに対する問題意識から、ADB による住

宅金融プロジェクト（プロジェクト番号 35497-013）が実施された。同プロジェクトでは、

急速な人口増加や地方から都市への移住に起因する都市中心部における深刻な住宅不足に

対応することを目的として実施されたものである。 

 

表 15 ADB による支援概要62 

プログラム名 ADB Housing Finance 

期間 2004 年～2012 年 

総費用 62.3 百万ドル 

うち 58%が ADB の拠出、残額は受益世帯（29%）、参加金融機関（12%）、

ベトナム政府（1%）が負担。 

目的  都市部の低所得世帯や貧困世帯が利用できる持続可能な住宅金融市場を

ベトナムに確立する。 

 住宅金融制度（Housing Finance Facility (HFF)）の設立：適格参加金融機

                                                      
62 本調査への示唆を抽出するため、プロジェクトのうち Component A の内容のみを記載

した（ただし、総費用は他 Component も含む） 
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関（PFI）を通じて実行される約 27,500 件の住宅金融ローンを提供し、

住宅金融システムの構築を支援する。 

 金融機関、非政府組織、人民委員会間での地域密着型の連携を確立する。 

結果  SBV 内で HFF が確立されたものの、低金利での住宅ローンの借り換えを

可能にする制度設計に遅れが生じた。 

 住宅費は 2002 年以来上昇し続けており、特に住宅購入者（エンドユーザ

ー）の所得適格制限を引き上げるべくプロジェクトにおける融資条件の修

正も必要となったため、融資件数は当初の想定を下回る結果となった。 

 2011 年 8 月までに合計 13,088 件の住宅ローン（主にリフォーム目的）

が 10 の PFI を通じて 45,213 人に提供されたほか、2013 年 6 月までに住

宅ローンの実行件数は 15,307 件、受益者の合計は合計 52,776 人となっ

た。 

出所）ADB 

 

3.3.2 SeABank を通じた中間層向け住宅ローン支援（IFC：国際金融公社） 

2021 年、世界銀行の投資部門である IFC は、ベトナムの商業銀行 SeABank に対して 5 年

間の 1 億ドルのシニアローンを提供することに合意した。資金使途は、低価格帯の住宅を

含む個人への住宅ローンに限定される。 

 

表 16 SeABank による支援概要 

プログラム名 IFC senior loan to Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank 

(SeABank) 

期間 2023 年～2028 年 

総費用 100 百万ドル 

IFC の自己勘定より、最⾧ 5 年間のシニアローンが提供される。 

目的  利害関係者への効果：中低所得層を中心に、住宅ローンをは

じめとした住宅金融へのアクセスの増加に寄与することが

期待される。 

 住宅金融市場：住宅金融の商業性を実証し、ベトナムにおけ

る市場の発展に寄与することが期待されている。 

結果 - 

出所）SeABank 

 

3.3.3 都市改良プロジェクト（WB：世界銀行） 

2000 年代初頭、ベトナムでは急速な経済成⾧が実現された一方、都市部の貧困が顕在化

し、特に都市部での未登録移民においてその傾向が顕著であった。貧困の進行により、基
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本的なインフラ（清潔な水道・ゴミ収集など）や社会福祉（住宅・土地所有権など）での

格差が進行した。こういった状況を踏まえ、ナムディン・ハイフォン・ホーチミン・カン

トーの 4 都市を対象に、インフラ改善及び都市部の貧困層向けのマイクロクレジットロー

ンの提供を目的としたプロジェクトが発足した。 

 

表 17 WB による支援概要 

プログラム名 Urban Upgrading Project 

期間 2004 年～2014 年 

総費用  最 貧 国 へ の 支 援 を 行 う 国 際 開 発 協 会 （ International 

Development Association）は、WB を通じ 3 億 8,200 万ド

ルの資金を提供した。 

 日本開発政策・人材育成基金（PHRD）も、キャパシティビ

ルディングに 484 万ドルの助成金を提供した。 

 ベトナム政府による投資は 1 億 4,000 万ドルとなった。 

 対象地域の地域住民は、総額およそ 3,000 万ドル相当の土地

及び現金を自発的に寄付した。 

目的  各種インフラ（道路、上下水道、街路灯、学校など）を改善

することにより、ナムディン・ハイフォン・ホーチミン市・

カントーの 4 都市での貧困を軽減することを目的としてい

る。 

 また、低所得地域に住む都市部の貧困層に対してマイクロク

レジットローンが提供された。参加型手法を採用することに

より、より包括的かつ貧困層に配慮している点が特徴であ

る。 

結果  住宅改善のために貧困世帯に 51,000 件を超えるローンが提

供され、就職や収入創出を支援するために 44,000 件以上の

ローンが提供された。これらの融資は事業対象地区に限られ

ず市内全体の所得下位 40％の世帯を対象としたもので、返

済率はほぼ 100％である。 

 ベトナムの 4 都市の約 750 万人の住民が、インフラと生活

条件の改善から直接的及び間接的に恩恵を受けている。 

出所）世界銀行 
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4. 住宅市場の現状 

4.1 住宅市場の概要 

ベトナム不動産協会（Vietnam National Real Estate Association: VnREA）の調査によると、

2020 年のベトナム不動産市場における総資産額は 2,052 億 6,000 万ドルと評価され、2030

年までに 19.6%の CAGR（年平均成⾧率）で 1 兆 2,323 億ドルに増加すると予測されてい

る。 

 

表 18 ベトナム不動産市場の総資産額推移（推計） 

年 総資産額（億ドル） 

2020 2,053 

2021 2,456 

2022 2,938 

2023 3,514 

2024 4,204 

2025 5,029 

2026 6,017 

2027 7,198 

2028 8,610 

2029 10,301 

2030 12,323 

出所）ベトナム不動産協会 

 

上記のような資産総額の増加の背景には、不動産セクターにおける資本投資の増加が挙げ

られる。2015 年から 2023 年において資本投資額は CAGR12%で増加しており、2023 年に

おける資本投資額は 98 億ドルとなった。結果として、不動産セクターによる GDP への貢

献額は年々増加しており、2015 年からの CAGR は 5.7%となっている。 
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図 23 ベトナムにおける不動産セクターへの資本投資額及び GDP への貢献額 

 
出所）GSO 

 

また、力強い経済成⾧と都市化を背景とした海外からの直接投資に後押しされ、不動産セク

ターの成⾧が続いている。 

 

図 24 ベトナム不動産セクターに対する海外直接投資の推移（2015～2024 年；認可ベース） 

 
出所）GSO 

住宅用不動産が不動産市場の総資産額のうちの大部分を占めており、2022 年には、住宅用
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不動産の貸付残高が不動産セクター（5,500 兆ドン）のうち 62.2%を占める結果となった。 

 

4.2 住宅供給の現状 

4.2.1 住宅供給の状況 

年間の住宅建設面積は、2015 年の約 9,340 万㎡から 2020 年には 1 億 1,250 万㎡に増加

したものの、2021 年には新型コロナウィルスの感染拡大により 1 億 170 万㎡に減少した。

その後、2022 年には増加に転じ、若干の回復を示している。 

 

図 25 年間完工住宅面積の推移（百万㎡） 

 
出所）GSO 

 

新規住宅建設のほとんどは、ハノイやホーチミンなどの大都市が占めているものの、その他

にも中部のタイグエンや北部のタイビンなどの新興都市や省でも行われた。なお、直近の動

向をみると、南部ホーチミンでの完工面積が急速に減少している一方、ハノイでは比較的安

定した状況にあるといえる。 
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図 26 地域別に見た住宅完工面積の推移（百万㎡） 

 
 

出所）GSO 

 

図 27 2023 年に完工した住宅プロジェクト数・戸数の構成 

 
出所）MOC 
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2015 年から 2022 年の間に 3,823 件の住宅不動産プロジェクトが承認され、そのうち 

66.6%が商業住宅、12.6%が社会住宅、9.15%が再定住プロジェクトであった。住宅供給の

バランスは十分とは言えず、中級（平米単価 1,000 ドル～2,000 ドル ）～高級（平米単価

2,000 ドル～）のアパートは供給過剰である一方、低価格帯のアパートは不足している。 

2024 年においては 38,345 戸に相当する 79 件の商業住宅プロジェクトが認可され、204 プ

ロジェクトが販売許可を新たに取得、23,041 戸に相当する 69 プロジェクトが完工し販売さ

れた。 

2024 年中には 28 の社会住宅プロジェクトが完工し、計 20,284 戸の社会住宅がベトナム全

土で供給された。2030 年までに百万戸の社会住宅を建設する政府目標に向け、MOC は 2021

年から 2024 年までの期間で累計 13 万戸の完工目標を設定65している。 

 

図 28 商業住宅プロジェクト数の変化（2022 年・2023 年・2024 年） 

 

出所）MOC 

  

                                                      
65 Viet Nam Social Security News「Vietnam aims to complete 130,000 social housing units 

in 2024」 

126

252

91
67

197

7179

204

69

0

50

100

150

200

250

300

着工許可を取得済 販売許可を取得済 販売済

2022 2023 2024



67 

 

住宅種別ではタウンハウスや戸建て住宅が主であり、集合住宅は全体の 2.2%にとどまる。

都市部では集合住宅の構成比が 5.8％と高くなる。 

 

表 19 2019 年時点での住宅種別構成比及び人口当たり平均住宅面積 

地域 
住宅構成比 一人当たり平均住宅面積（平米） 

アパート 戸建て住宅 合計 アパート 戸建て住宅 

国家全体 2.2% 97.8% 23.2 20.1 23.3 

都市部 5.8% 94.2% 24.5 20.1 24.8 

地方部 0.3% 99.7% 22.5 20.2 22.5 

出所）GSO 

 

このように、ベトナムの特に都市部のマンション市場では、低価格帯の新規供給が著しく不

足している。そのなかで、ベトナム南部を中心に事業展開するディベロッパー Nam Long 

は、手ごろな中価格帯を志向した「EHome」シリーズを展開している。 

「EHome」は Economy（手頃な価格帯）、Ecology（緑地を備えた住環境）、Efficiency（効

率的な住戸設計）をコンセプトとし、2008 年にホーチミン市で第 1 号案件66が開発された。

当時の平米単価は約 1,000 万ドン（約 6 万円）、2 ベッドルームで 10 億ドン（約 600 万円）

以下と、都市部の中間層に手の届く価格帯であったため、販売開始と同時に完売するほどの

人気を集めた。 

  

                                                      
66 EHome 1 (EHome Dong Sai Gon) 
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図 29 EHome1 の外観 

 
出所）Nam Long 社ウェブサイト 

 

Nam Long はアフォーダブル住宅開発に強みを持つディベロッパーであり、主に月収 1,000

～1,500 万ドン（約 6～9 万円）の中間層を主要ターゲットとしている。同社によれば、こ

の所得層は品質の低い低価格物件を購入するよりも賃貸を選ぶ傾向がある。EHome では手

ごろな価格帯でありながら、緑地、プール、バスケットボールコートなど一定の共用設備を

備えている点が特徴である。政権幹部も視察に訪れ、生活品質と低価格と両立している点で

モデルとすべきプロジェクトであるとのコメントを得たという。 

 

2021 年には、日本の西日本鉄道を初の海外パートナーとして迎え、EHome Southgate の開

発に着手した。これは 7 棟・約 1,400 戸規模のタウンシップ型プロジェクトであり、ホーチ

ミン市中心部から高速道路で約 45 分の立地に位置する。平米単価も約 2,000 万ドンに抑え

られており、住宅価格の上昇が続くベトナムにおいて、中間層向けの住宅供給に寄与するこ

とが期待されている。 
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図 30 EHome Southgate の間取り例 

 

出所）Nam Long 社ウェブサイト 

 

4.2.2 ハノイ市での住宅供給 

2024 年に GSO が実施した住宅開発指数に関する調査によると、ハノイ市の人口のうち 49%

が都市部に、51%が地方部に居住していることが明らかになった。市内には 230 万世帯が

存在し（人口は 860 万人程度）、世帯当たりの人数は 3.5 人であった。 

 

2024 年時点では、ハノイ市内の全世帯における集合住宅への居住率は 81%、住宅保有率は

93%、そのうち都市部では 88%という結果になった（その他の世帯は賃貸住宅に居住）。 
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図 31 ハノイ市における住宅種別世帯数の割合 

 
出所）ハノイ市統計局 

 

図 32 住宅種類別に見た住宅完工面積（千㎡） 

 
出所）ハノイ市統計局 

 

＜アパートメント及び戸建て住宅の供給＞ 

2024 年にハノイ市において販売許可を得た新規アパートメントは 2.1 万戸を上回り、過去

5 年間で最大規模となった。ただし、その多くがハイエンド以上の物件となっており、例え

ば、Nam Tu Liem 区の高級アパートメントが 2024 年の第 3 四半期における供給戸数の 75%

を占めた。2025 年に入り、アパートメントの供給戸数は増加傾向にあるものの、依然とし

て Luxury・High-end の高価格帯物件がほとんどである。2022 年頃に供給されていた

Affordable 価格帯の物件供給は、現在ではほぼ見られない。 
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図 33 アパートメントの新規供給状況（ハノイ市）67 

 

 
出所）CRBE 

 

一方で、ヴィラとタウンハウス68の供給は限定的であったが、2024 年第 3 四半期に大きな

回復を見せた。その後、同様の大規模タウンシップ開発が行われず、供給数は減少傾向にあ

る。2025 年第 4 四半期においては、1,000 戸を超える開発プロジェクトのローンチが予定

されているため、供給の増加が見込まれる。 

  

                                                      
67 各セグメントの定義は下記のとおり 

 

・Luxury: 平米単価 4,000 ドルを超える物件 

・High-end: 平米単価 2,000 ドルを超え 4,000 ドル以下の物件 

・Mid-end: 平米単価 1,000 ドルを超え 2,000 ドル以下の物件 

・Affordable: 平米単価 1,000 ドル以下の物件 
68 ヴィラ：一戸建て別荘、タウンハウス：連棟式の低層集合住宅 
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図 34 物件種別に見た戸建ての新規供給状況（ハノイ市） 

 

 

出所）CBRE 

 

＜エリア別の供給状況＞ 

ベトナム宅建業協会（VARS）は、全国の加盟仲介事業者から住宅データを収集しており、

定期的にレポートを発行している。行政区レベルで詳細な情報を把握している点が特徴で

あり、例えば、ハノイ市の Gia Lam 県における、2024 年 9 月期（2024 年 1 月~9 月）の新

築住宅販売実績は下表のとおりである。同県では、2024 年 8 月に野村不動産と三菱地所が

シンガポールのディベロッパーである CapitaLand と共同で参画したタウンシップ開発プロ

ジェクト「The Senique Hanoi」のほか、ベトナム最大手の Vinhomes が開発した「Ocean 

City」が所在している。 

 

図 35 Gia Lam 県における新築住宅販売実績（2024 年 9 月期） 

間取り 平均面積（㎡） 平均単価（百万ドン

/㎡） 

販売許可を取得した

戸数 

Studio 31.0 63.3 544 

1 bedroom 44.0 70.0 1,237 

2 bedrooms 61.9 71.6 1,686 

3 bedrooms 77.6 72.5 478 

4~ bedrooms 141.0 N/A 1 

出所）VARS 

 

なお、VARS によると、ハノイにおける新築アパートメントの供給状況（2024 年 1 月~9 月）

は昨年比 20%の増加となった。新規供給の 8 割以上がハノイ中心部の西側エリアに集中し

ていた点も特徴である。（下図の戸数は販売許可ベース） 
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図 36 ハノイにおける新規アパートメントの供給戸数（2024 年 1 月~9 月） 

 
出所）VARS 

 

ハノイでの新規供給状況を住宅価格別にみると、アフォーダブル（2,500 万ドン/㎡未満）

なアパートメントは全く供給されておらず、ハイエンド（5,000-8,000 万ドン/㎡）なアパー

トメントの供給が 84%とほとんどを占めた。 

図 37 ハノイにおける新規アパートメントの価格別構成比（2024 年 1 月~9 月） 

 

 
出所）VARS 

※アフォーダブル：2,500 万ドン/㎡未満、ミドルエンド：2,500-5,000 万ドン/㎡、ハイエン

ド：5,000-8,000 万ドン/㎡、ラグジュアリー：8,000 万-2 億ドン/㎡、ウルトララグジュア

リー：2 億ドン/㎡超 
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これに対し、実際の不動産取引件数をみると、前年比で 9 倍の取引件数となり、非常に活発

な動きが見られた。アブソープションレートは 70%を超えるなど、売り手市場となってい

る。 

 

図 38 ハノイにおけるアパートメントの取引件数（2024 年 1 月~9 月） 

 
出所）VARS 
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このような市場動向の結果として、VARS が集計するハノイにおける不動産価格指数は

2024 年に入り急激な上昇を見せた。特に、2024 年 2Q-3Q においては、ホーチミン市の倍

に迫るスピードで増加しており、価格が高騰しているといえる。 

 

図 39 主要都市（ハノイ・ホーチミン・ダナン）における不動産価格指数 

 

出所）VARS 

参考：VARS による集計では、2025 年 Q4 時点で+111%（ハノイ）、+65%（ホーチミン）

となっており、ハノイにおける不動産価格の上昇傾向が続いている。 

 

なお、2024 年において、ハノイとホーチミンにおいては、新築アパートメントの販売価格

について異なる傾向がみられる。これまで高止まりを続けてきたホーチミンにおいては緩

やかな価格の下降がみられる一方、ハノイにおいては堅調に値上がりを続けており、結果と

して 2 都市間の価格差は縮まりつつある。すなわち、ホーチミンでの住宅市場の過熱が落

ち着いた一方、ハノイはホーチミンの市場に追いつきつつある状況であるといえる。 

しかし、2025 年に入りホーチミンでの価格は大きく上昇し、平米あたり 5,000 ドルの水準

に近付きつつある。結果として、ハノイとホーチミンでの価格差はこれまで以上に拡大して

いる状況である。 
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図 40 ハノイとホーチミンにおける住宅価格の推移 

 

 

 

出所）Cushman & Wakefield  

 

ハノイ市 DOC によると、2024 年 7 月時点で、ハノイ市は 2025 年までの社会住宅の供給

目標を 37%達成した。市内でこれまで完工あるいは着工した社会住宅プロジェクト数は 19

件・1 万 5,540 戸に上り、2025 年までのハノイ市住宅開発計画に照らすと 78%の達成状況

となっている。 

 

図 41 ベトナムにおける社会住宅の開発状況（ハノイ市・ホーチミン市） 

 

出所）MOC、Cushman & Wakefield 

 

なお、下記データは 2024 年時点での社会住宅の開発状況を示したデータであるが、2025 年

10 月時点では 165 プロジェクト（116,342 戸）が完工、151 プロジェクト（132,616 戸）が
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工事中、380 プロジェクト（388,090 戸）が許認可取得済69と報じられている。 

 

表 20 ベトナムにおける社会住宅の開発状況 

ステータス プロジェクト数 戸数 床面積 

（百万㎡） 

完工(2016-2020) 23 12,659 1.25 

新規(2021-2025) 69 - - 

- 着工許可済 28 22,890 - 

- 完工 5 5,200 0.64 

- 工事中 3 1,700 - 

出所）公開情報 

 

社会住宅プロジェクトの実施における主要な課題は、下記のとおりである。 

 

① 商業住宅と比較して利益率が低く、リスクが高いため、事業者の投資意欲が低い。 

（社会住宅プロジェクトの投資収益率は最大 10% に制限されていたが、2023 年、事

業者の参画を促進するため最大 20%に緩和された。2024 年現在は法改正により再び

10%へ引き下げられたものの、計算基準が緩和されている） 

 

MOC へのヒアリングによると、2024 年の法改正により、社会住宅プロジェクトの利益率

は 10%へと戻されたものの、利益率の計算方法が緩和されたとの説明があった。具体的に

は、これまでは社会住宅と商業住宅プロジェクトを合算した利益率が上限 10%とされてい

たが、現在は社会住宅プロジェクト単体で利益率を計算することとされている。これにより、

利益率の上限は社会住宅プロジェクトのみを考慮すればよいとのことであった。さらに、社

会住宅の販売価格については上限価格が引き続き設定されておらず、事業者の参画意欲を

高めるための打ち手であるとの説明を受けた。なお、MOC によると、社会住宅プロジェク

トにおいては、全床面積の 20%を上限として商業利用することが可能である（例；小売店

舗をテナントとした賃貸）。 

 

② 社会住宅プロジェクトの承認には、販売価格の査定、買主または借主の適格性の確認、

基準利益を決定するための原価監査等の複雑な追加手続を要する。 

（一方で、土地利用にかかる税金の減免や低金利での資金提供など、事業者にとっての

メリットも存在する。） 

 

                                                      
69 VietnamPlus「Local leadership key to achieving Vietnam’s social housing targets」 
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プロジェクト承認上の行政手続の煩雑さについては、2024 年の法改正の目的の 1 つとされ

ており、実際にハノイ市 DOC へのヒアリングにおいても関連法への適合性確認を取りやす

くなったとの声が聞かれた。もっとも、これらの効果が実際に事業者へのメリットとして顕

在化するには一定の時間を要すると考えられる。 

2025 年 11 月の現地調査においては、現地のディベロッパーより不動産開発の許認可を取

得しやすくなったとの声が聞かれた。法改正による影響もさることながら、2025 年 3 月に

実施された中央省庁の再編による効果も大きい70と思われる。  

                                                      
70 これまでは関係省庁との個別手続きを並行して実施する必要があったが、省庁の統合に

よりこのようなコミュニケーションが効率化したと思われる（MPI と MOF の統合など） 
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4.3 住宅価格 

ハノイ市の住宅価格指数は、市の経済発展に伴い、⾧年にわたって上昇し続けている。

2025 年第 3 四半期における新築物件の平均販売価格は 3,450 ドルとなっている。アフ

ォーダブル住宅の平均価格も供給が限定的な中で上昇しており、前年同期比で 41%の

増加となった。依然として、低価格での住宅購入が困難になっている状況といえる。 

 

図 42 住宅価格指数（ハノイ市）71 

 
出所）CBRE 

 

VARS が公表するレポート（2025Q4 時点）によると、ハノイ市では新築集合住宅（コン

ドミニアム）価格が上昇しており、価格の平均が平米単価 10,000 万ドン（約 55.4 万円・

約 3,840 ドル）に達し、2024 年比で 40%上昇した。ホーチミン市では 11,100 万ドン（約

61.5 万円・約 4,260 ドル）（前年比 23％増）、ダナンでは 8,300 万ドン（約 46.0 万円・約

3,190 ドル）（前年比 14％増）を記録した。新築集合住宅の一次市場において主要都市の

マンション価格は急騰を続けている。 

  

                                                      
71 ハノイ市において流通する不動産物件（新築・中古含む）の価格をサンプル収集し、指

数化したもの 
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【参考】ベトナムにおける地下鉄建設と TOD(公共交通指向型都市開発)の動向 

 TOD とは Transit Oriented Development の略称であり、公共交通機関を中心とし

た都市開発モデルをいう。都市鉄道の開通により既存の都市圏を拡張することが期

待でき、既に日本を始め、韓国やシンガポール等多くの国・地域で導入されてい

る。 

＜ハノイ市＞ 

 ハノイ市では、フランスの支援を受け、2024 年 8 月よりメトロ 3 号線の商業運行が

開始。ハノイにおいては、2021 年に中国の支援で運行を開始した 2A 号線（カット

リン～イエンギア駅の 13km）に次ぐ 2 本目のメトロ路線となる。全線はハノイ～

ニョン駅の 12.5km だが、現在開業しているのは地上区間であるカウザイ～ニョン

駅の 8.5km のみである。料金は 1 駅の移動で 8,000 ドン（≒50 円）となっており、

市民の足として渋滞解消などの効果が期待される。 

 運営会社であるハノイメトロは 2A 号線の開通後、2022 年に初の黒字化を達成して 

おり、3 号線の開通によりさらなる増益を見込む。ただし、日本が ODA を通じ支

援するハノイメトロ 1 号線・2 号線は工事計画が大幅に遅延しており、完成時期が

不透明となっている状況である。 

＜ホーチミン市＞ 

 一方、南部・ホーチミン市では地下鉄 1 号線（ベンタイン～スオイティエン間の全

⾧ 19.7km）が 2024 年 12 月に開通した。建設には JICA の有償資金協力が提供され

たほか日立製作所や清水建設・住友商事が関与するなど、日本国からの支援を受け

つつも複数回の延期を繰り返し、ついにベトナム初 となる地下区間を走行する都市

鉄道が開通した。 

 地下鉄敷設計画により周辺部の集合住宅価格が上昇したとの報道がある一方、現地

調査においてはバイクでの移動が習慣化した市民にとって、地下鉄での移動がどの

程度受け入れられるか疑問視する声も聞かれた。 

 2025 年 11 月の報道によると、ホーチミン市ではメトロ 1 号線沿線の不動産価格が

急騰しており、販売開始時に比べ最大 3 倍程度に上昇したケースもあるという。ホ

ーチミン市はメトロ 1 号線・2 号線・環状 3 号線それぞれの沿線において、TOD モ

デルによる 11 の都市開発プロジェクトを計画しており、メトロを起点とした都市開

発への期待が高まっている。 

  
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図 43 ハノイ市地下鉄の路線図 

 

出所）Hanoi Metro 

図 44 ハノイメトロ 3 号線の様子 

 

出所）NNA ASIA 

4.4 住宅開発事業者 
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主要な住宅開発事業者の市場シェアは以下のとおり。ベトナム最大の企業グループの 1 つ

である Vingroup の子会社・Vinhomes が大きなシェアを占めている。 

 

図 45 主要な住宅開発事業者の市場シェア（2016 年～2019 年） 

 

出所）Statista 

 

表 21 ハノイ近郊における主要な住宅開発事業者 

企業名 直近プロジェクト 概要 
収益 

(2024 年) 

事業 

区域 

Vinhomes  Grand Park(ホ

ーチミン; 2021

年) 

 Smart City( ハ

ノイ; 2021 年) 

 Ocean Park（ハ

ノイ; 2020 年） 

2002 年に設立され、時価総額にお

いてベトナム最大の不動産事業

者である(2024 年時点)。2010 年

以来、212,500 戸のアパート、ヴ

ィラ、ショップハウスを販売して

おり、ベトナムで最も多くのプロ

ジェクトを有する。 

※Grand Park プロジェクトは三

菱商事・野村不動産が、Smart City

プロジェクトはサムティが参画 

41 億ドル ベ ト

ナ ム

全国 

Novaland 

Group  

 

 The Grand 

Manhattan( ホ

ーチミン; 2021

2007 年に設立され、現在、住宅用

不動産において 50 を超えるプロ

ジェクトを所有している。2022

1.7 億ドル ベ ト

ナ ム

南部 

22%

4%

2%

2%

2%68%

Vinhomes Hung Thinh Dat Xanh Ecopark Novaland Others
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年) 

 Victoria Village

（ホーチミン; 

2020 年） 

年、不動産市場が低迷する中で一

時資金繰りが悪化したとの報道

もあったが、2023 年に入り左記

Grand Manhattan の建設再開を

発表するなど動向が注目される。 

Nam Long 

Investment 

Corporation 

 

 Akari City( ホ

ーチミン; 2025

年) 

 Mizuki Park(ホ

ーチミン; 2023

年) 

1992 年に設立され、10,000 戸以

上の住宅を擁する 8 つの郡区を開

発した。 

※Akari City・Mizuki Park プロジ

ェクトは阪急阪神不動産・西日本

鉄道が参画 

2.7 億ドル ベ ト

ナ ム

南部 

Kim Oanh 

Group 

 One World（ビ

ン ズ オ ン ; 

2025） 

2009 年に設立され、都市部の商業

住宅開発を中心に手掛ける。南部

のビンズオン・ドンナイ・ホーチ

ミンを中心に、好立地なランドバ

ンクを有する。 

※One World プロジェクトは住

友林業・熊谷組・NTT 都市開発が

参画 

N/A ベ ト

ナ ム

南部 

Kien A  CITIALTO（ホ

ー チ ミ ン ; 

2024） 

 Citi Grand（ホ

ー チ ミ ン ; 

2020） 

1994 年に創業し、住宅・教育機関

の開発を手掛ける。ビンズオン・

ホーチミンを中心に、都市部の開

発を手掛ける。日本企業との協業

歴はないが、韓国・フランス企業

との協業実績あり。 

N/A ベ ト

ナ ム

南部 

Sun Group  Hon Thom 

Paradise Island

（フーコック） 

 Sunneva Island

（ダナン） 

2007 年の創業後、住宅・ホテルか

ら病院、空港運営まで多岐にわた

る事業を展開。住宅開発において

は基礎インフラを含めたタウン

シップ・エコシステムの開発まで

行う点が特徴である。プロジェク

トに出資をしてくれる投資家を

求めているとの声が聞かれた。 

N/A 

(2023 年

度 :4,800

万ドル) 

ベ ト

ナ ム

全国 

出所）各社公開情報 
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4.4.1 ベトナム現地ディベロッパーの動向 

現地ヒアリングでは、業界トップの Vinhomes への言及が随所で見られた。ベトナムでの不動

産開発ではプロジェクトにおける許認可取得がしばしば問題となるが、Vinhomes によると、

同社は期限を厳守してきた実績や経験豊富な法務チームの存在ゆえに市場・当局からの信頼を

得ているため、許認可に関して大きな問題はないとのことだった。 

 

一方で、Vinhomes と協業経験のある日本企業によれば、同社の強みは「当局とのやり取りの

正確性と丁寧さ」にあるという。多くの現地企業では、申請書類に誤記や欠落が残ったまま提

出されるケースが少なくないが、Vinhomes は内部で徹底的に精査し、細部のミスであっても

必ず修正してから提出する運用を行っているとのことである。 

同社では政治的な話題を避ける企業文化が浸透しており、一般に語られる“政権とのコネクショ

ン”が許認可取得の主因となっているわけではなく、むしろオペレーション面での品質の高さが

評価されているという示唆が得られた。 

また、業界大手である Nam Long も自社で数十名規模の法務チームを抱えており、各プロジェ

クトで当局との折衝等を担っているほか、書類審査におけるタイムロスを防ぐため、書類や記

載内容に不備がないことを確認する外部のコンサルティング企業も雇用しているとのことであ

った。同社は各地の行政機関との関係構築を重視しており、手続の効率化を図るためにも特定

のエリアに集中する戦略をとっているとのことであった。 

 

このように、ベトナムにおいて効率的に不動産開発を進めるためには十分な法務ケイパビリテ

ィを自社内に確保しておくことが重要である一方、開発による各地政府へのメリットを訴求す

ることも重要であるとの声も聞かれた。 

新興企業でありながらも急成⾧を遂げている Sun Group によると、単なる物件の建設に限ら

ず、電気やガス、バスや高速道路などの周囲のインフラも整備することで地域のエコシステム

開発を目指しているとのことであり、こういった開発スタイルは地方政府や住民からも広く歓

迎されているとの内容が聴取された。 

 

上記のとおり、現地企業によるベストプラクティスを鑑みると、行政手続をスムーズに行うた

めの工夫を施しつつ、中⾧期的に地域住民へメリットをもたらす開発を行うことが重要である

といえる。 

 

4.4.2 ベトナムにおいて住宅事業を展開する上でのポイント 

現地ヒアリングでは、日本企業がベトナムで住宅事業を展開するにあたっての注意点や課題等

を聴取した。 
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現地に進出している日本企業から聞かれたのは、日本では当たり前に実施している施工管理や

品質検査が、ベトナムでは相対的に新規性のある価値となり得る点である。 

ベトナムでは施工段階で細かなクラックが発生するケースが少なくなく、構造体に重大な欠陥

が生じることはほとんどないものの、仕上げや細部の工程で品質のばらつきがみられる場合が

ある。このため、引き渡し後に居住者からの指摘が一定程度発生し、大手ディベロッパーでは

数十名規模のクレーム対応部門を設置している例も報告されている。 

 

こうした背景から、日本企業が国内で培ってきた施工管理手法や竣工検査のノウハウを適切に

移転することで、引き渡し後の不具合を未然に防ぎ、顧客満足度の向上に寄与する余地が大き

いと考えられる。 

日本企業が出資のみにとどまり、施工そのものは現地企業に全面委託するケースも想定される

が、実務に関与する場合には、設計・施工・販売の各プロセスにおいて価値提供を行うことが

特に有効である。ベトナムでは、高層マンションの本格的な供給が拡大したのは過去十数年の

事象であり、今後は設備の経年劣化や維持管理に関する課題が徐々に顕在化すると見込まれ

る。現地に進出している日本企業からは、仕上げや設備面の品質水準が、日本で言えば昭和 40

年代のニュータウン開発期を思わせる部分があるとの指摘も聞かれた。こうしたなかで、竣工

時点から一定の品質基準を担保しておくことは、建物の⾧寿命化や維持管理負担の軽減につな

がり、結果として⾧期的な資産価値の維持・向上に寄与することが期待される。 

 

図 46 ベトナムにおいてみられる事象と日本企業の対応例 

 
出所）現地調査 
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また、現地で地場ディベロッパーとともに居住用不動産開発を進める日本企業からは、ベ

トナム進出に際して重要となるポイントとして 「①一定規模の投資余力」「②経営陣によ

る不確実性への理解」「③迅速な意思決定」 の 3 点が挙げられた。 

 

図 47 ベトナムに進出する日本企業に求められる要素 

 

出所）現地調査 

 

① 一定規模の投資金額 

前提として、日本企業がベトナムで不動産開発事業を展開する場合、法規制や商慣習

の観点から、地場ディベロッパーと JV（合弁会社）を設立するスキームが一般的であ

る。 

この場合、開発プロジェクトの資金調達は日系・地場の両社が共同で行うこととな

り、中～大規模のアパートメント開発では事業費が概ね 200 億円規模に達するケース

も多い。 

 

仮にエクイティ比率を 40％とすると、必要な株式出資額は 80 億円程度となり、残り

は融資・社債等によって調達されることになる。なお、日本企業がこの JV から受け取

る配当については、受取配当金の益金不算入制度72を最大限活用するため、持株比率

25％以上を確保することが一般的に検討される。 

この前提で試算すると、日本企業の出資比率を 25％とした場合、日本企業としてが負

担すべき株式出資額は 80 億円×25％=20 億円程度となる。 

 

                                                      
72 正式には「外国子会社配当益金不算入制度」と呼ばれる。日本企業が外国子会社の株式

を 25%以上保有し、かつ配当の支払義務が確定する日以前の６か月以上継続して保有して

いる場合に、当該外国子会社から受け取る配当のうち 95%を日本の法人税計算上、益金不

算入とする制度を指す 
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図 48 ベトナムにおけるマンション開発の事業費イメージ 

 
出所）現地調査 

 

② 経営陣による不確実性の理解 

前述のとおり、ベトナムでは不動産開発の各プロセスにおいて日本とは異なる商慣習

や制度運用が存在する。このため、日本企業が進出を検討する際には、事業スケジュ

ールやコストに一定程度の不確実性が生じることを前提としておく必要がある。 

例えば、地場企業との協業にあたって条件調整を行う場合、ある日本企業では約 1 年

間にわたり毎週打合せを実施し、契約条件のすり合わせを行ったとの事例も聞かれ

た。こうしたプロセスを踏まえると、進出検討段階から余裕を持った人員・時間的リ

ソースを確保しておくことが望ましい。 

 

また、現地で地場企業との交渉に当たる日本人社員が、本社側の求める確実性と、ベ

トナムの事業環境に固有の不確実性との間で板挟みとなり、協業プロセス自体が停滞

するケースもみられる。したがって、経営陣がベトナム市場の特性を十分に理解し、

不確実性を前提にした意思決定を行うことが、現地での円滑な事業推進にとって重要

である。 

 

③ 迅速な意思決定 

その他、ベトナムの地場企業からしばしば指摘されるのは、日本企業は意思決定に時間を要

する傾向があるという点である。実務の場面では、特に韓国企業との比較で語られることが

多く、「日本企業が本社に持ち帰って検討している間に、韓国企業はその場で商談をまとめ

てしまう」といった声も聞かれた。こうした環境においては、一定の意思決定権限を現地担

当者に委譲し、その場で議論を進められる体制を整えることが、協業交渉を円滑に進めるう

えでの重要な要素となる。実際に、ベトナム市場への参入に成功したある日本企業では、経

営トップが早期の意思決定を重視し、現地担当者に広い裁量を付与した結果、現地ディベロ

ッパーとの協議がスムーズに進んだとの事例も確認された。 



88 

 

5. 住宅関連法の概要 

5.1 民法（契約法） 

2015 年 11 月 24 日付 Civil Code No. 91/2015/QH13 はベトナムで民事関係に適用される基

本的な法律である。民法は契約の一般原則と問題点を規定している。住宅契約については、

住宅法及び不動産事業法に詳述されている契約に関する規定にも従わなければならない。 

上記民法によると、民事契約とは、民事上の権利義務の設定、変更、終了に関する当事者間

の合意であると規定されている。 

 

5.1.1 民事契約の形式 

民事取引は、口頭、書面、または具体的な行為によって表明することができる。電子取引73

に関する法律に規定されたデータメッセージの形式による電子的手段による取引は、書面

による民事取引とみなされる。ただし、民事取引が書面で表現され、公証され、認証され、

登録され、または許可されなければならないと法律で規定されている場合は、その規定に従

わなければならない。 

 

5.1.2 契約の内容 

契約の内容については、当事者間で合意することができる。具体例としては、契約の対象、

数量及び品質、価格及び支払方法、契約の履行期限、履行場所及び履行方法、当事者の権利

及び義務、契約違反に対する責任、紛争の解決方法などを含むことがある。 

 

5.1.3 契約の効力 

契約は、別段の合意または法律に別段の定めがない限り、締結された時点から効力を生じる。 

 

5.1.4 標準書式契約 

標準書式契約書（テンプレート）とは、当時者がその標準的な契約内容を知ることができる

ように法令に従いあらかじめ公表された契約書をいう。特定の契約については、法令により

標準書式契約書を用いなければならないとされている。 

 

5.1.5 一般的な契約 

民法は、売買契約、賃貸借契約、土地使用権契約など 13 種類の普通契約を規定している。

これらは一般的な規定のみを定めている。住宅及び土地使用権に関する契約は、民法及び住

宅法、不動産事業法、土地法、その他関連する法律なども遵守しなければならない。 

                                                      
73 かつては不動産取引上の電子取引は禁止されていたが、2023 年 6 月に可決された改正

電子取引法(Law on Electronic Transactions No. 20/2023/QH15)により合法化された 
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5.1.6 住宅契約（売買・賃貸） 

住宅契約は、書面で行わなければならない。一般的な条項のほかに、住宅契約書には以下の

内容が記載されていなければならない。74 

 住宅及びその住宅に付属する土地の特徴の説明 

アパートの売買または賃貸に関する契約では、契約当事者は、承認された設計に従って、

アパートの共用部分または共用使用部分、専有部分、床面積、共用部分または共用使用

部分の目的を明記しなければならない。 

 契約書に価格に関する条項がある場合は、出資金の価値（株式会社への現物出資の形態

で住宅を取引する場合）、住宅の取引価格 

ベトナム政府によって価格設定が規制されている社会住宅等の売買、賃貸、リース取引

に関しては、契約当事者はその規制に従わなければならない。 

 住宅売買、リース、リース購入または住宅売買契約の譲渡の取引に関する支払期限及び

支払方法 

 住宅の引き渡し期限、新築住宅の購入または賃貸購入の取引における瑕疵保証期間、住

宅の賃貸、賃貸購入（Rent-to-Own）、抵当権設定、貸付、滞在許可、住宅管理の認可

に関する契約の期間、出資の期限（現物出資にて住宅取引を行う場合） 

 契約当事者の権利と義務 

 その他、契約当事者間で定められた特別な履行義務 

 

商業住宅の購入、交換、出資、抵当権設定、譲渡の契約は、公証役場で公証されるか、住宅

の所在地を管轄する人民委員会で認証されなければならない。契約の発効日は、契約が公証

または認証された日とされている。75 

 

住宅を含む不動産の売買、譲渡、リース、リース購入、サブリース、不動産プロジェクトの

譲渡の契約は、政府が発行したテンプレートに従って行わなければならない。 

2024 年 7 月 24 日付 Decree 96/2024/NĐ-CP は 11 の契約テンプレートを公布しており、

そのうち最初の 6 つは住宅契約のテンプレートである。 

1. 住宅の売買・リースパーチェス契約書 

2. 住宅のリース契約書 

3. 観光用アパートの売買・リースパーチェス契約書 

4. 完工用アパートのリース契約書 

5. 教育・医療・スポーツ・文化・オフィス・貿易を含む複合目的物件の売買・リースパー

チェス契約書 

                                                      
74 Article 163, Housing Law 
75 Article 164, Housing Law 
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6. 教育・医療・スポーツ・文化・オフィス・貿易を含む複合目的物件のリース契約書 

7. 技術的なインフラを有する土地の使用権の譲渡に関する契約書 

8. 技術的なインフラを有する土地の使用権のリース・サブリースに関する契約書 

9. 不動産プロジェクト用地全体の譲渡に関する契約書 

10. 不動産プロジェクト用地の一部譲渡に関する契約書 

11. 住宅・物件の売買・リースパーチェス契約の譲渡に関する契約書 

 

不動産取引は書面で行わなければならない。個人による小規模または不定期な契約の場合

は、公証または認証が必要である。不動産事業者間取引の場合、公証または認証は法律で義

務付けられていない76ため、当事者の合意による。 

当事者に応じた不動産取引の形態をまとめると、下表のとおりである。 

 

表 22 当事者別にみた不動産取引の条件 

内容 事業者のみ 個人のみ 事業者・個人間 

書面 必須 必須 必須 

公証または 

認証 

任意 

（当事者間の合意による） 
必須 必須 

出所）不動産事業法 

  

                                                      
76 Article 44.4-5, Real Estate Business Law 
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5.2 土地法 

この項では、土地使用権及び関連する規則・要件・不動産登記について解説する。 

そもそもベトナムでは、憲法により土地は全人民が所有する公共財とされており、個人・法

人が土地を所有することはできない。一方で、建物については公共財とされておらず、条件

を満たす個人・法人が取得・所有することが認められている。そのため、土地については土

地法に基づき「土地使用権」を取得する必要がある点が特徴といえる。 

なお、土地法は 2024 年 1 月 18 日に改正、同年 8 月 1 日より施行77された。法改正により

下記をはじめとする変更があり、外資企業の取り扱いが一定に緩和されたといえる。 

 外資比率が 50%以下となる外国投資企業(Foreign Invested Enterprise)は、改正土地法

上、内資企業と同様に取り扱われるようになった 

 外国投資企業が、工業団地・ハイテク団地等において土地使用権の譲渡を受けられるよ

うになった 

 担保権者の範囲が拡大され、担保権設定者が内資企業の場合、ベトナムで営業ライセン

スを受けた金融機関でなくとも内資企業・個人が担保権者になれるようになった 

 土地価格について政府による公示価格が改正され、市場原理に従うことが明記された78 

 

5.2.1 土地、家屋、その他の土地に付随する資産の登記 

土地の登記は、土地を使用するにあたり必要不可欠な手続である。ただし、家屋やその他の

土地に付随する資産の所有権の登記については、所有者による申し立てがあった場合にの

み行われる。 

土地、家屋、その他の土地付属資産の登記には、初回の原登記と変更登記が含まれる。 

個人が住宅及び土地に付随するその他の資産を購入する場合、ベトナム政府によって、土地

使用権及び住宅やその他の土地に付随する資産の所有権の証明書が発行される。79 

 

5.2.2 土地使用権及び土地に付随する住宅その他の資産の所有権に関する証明書（「土地使

用権証明書」または「証明書」）（いわゆる”レッドブック”） 

土地使用権及び住宅・その他の土地に付随する資産の所有権の証明書は、ベトナム政府が個

人の合法的な土地使用権及び関連資産の所有権を証明する法的証明書である。 

土地使用権証明書のテンプレートは天然資源環境省（MoNRE）によって発行され、あらゆ

                                                      
77 一部の規程を除く。当初は 2025 年 1 月 1 日からの施行が予定されていたが、5 か月前

倒しして施行された 
78 新たな土地価格表は、2026 年 1 月 1 日から適用される。同時に更新頻度も 5 年に 1 度

から毎年更新に変更された 
79 Article 148.1, Land Law 
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る種類の土地、家屋、土地に関連する不動産に全国で適用される。 

土地使用権証明書には、土地使用権証明書のみを含めることも、土地使用権と土地に付属す

る住宅の所有権証明書の両方を含むこともいずれも可能である。 

 

5.2.3 住宅所有権証明書80（いわゆる”ピンクブック”） 

土地法に基づいて住宅を所有する権利を有する住宅所有者は、当該住宅の建築の合法性を

証明する適切な書類によって、住宅所有権を証明することができる。 

住宅所有者は、建設業法に基づき建設許可が必要とされる場合においては、建設許可に係る

必要書類を準備する必要がある。また、販売用の住宅を不動産事業者から購入する場合は、

署名済の住宅購入契約書が必要となる。 

なお、住宅所有権証明書は常に土地使用権証明書（レッドブック）の一部となる。 

 

5.2.4 認証機関81 

土地登記局（Land Registration Authorities）が設置されている地域82の場合、土地登記局は、

法人・個人に対して証明書の発行や変更の承認を行う権限が与えられている。対象には、国

外に在住するベトナム人が投資プロジェクトに参画する場合や外国の法人・国外から投資

されている法人及び個人が含まれる。 

また、土地登記局または土地登記局の支局は、世帯、個人、住宅共同体及びベトナムで土地

使用権に付随する住宅の所有を許可されている在外ベトナム人が提出する証明書の申請ま

たは証明書の変更を承認する権限が与えられている。 

一方で、土地登記局が設立されていない地域においては、当地の DoNRE が同様の役割を

担う。 

 

5.2.5 住宅開発プロジェクトによる住宅の購入者が行う登録手続83 

通常、土地使用者と住宅の所有者は、その土地を管轄する人民委員会・DoNRE に対して土

地使用権と土地に付属する住宅を登記することが求められる。 

住宅開発プロジェクトを通じて住宅またはアパートを購入する場合、不動産事業者は購入

者に対し、土地使用権及び住宅に関する証明書を取得・交付しなければならない。以下にそ

の手順を示す。 

  

                                                      
80 Article 148.1, Land Law 
81 Article 136, Land Law 
82 ハノイ市には、ホーチミン市同様、同市天然資源環境局(DoNRE)の関係組織として土

地登記局が設置されている 
83 Article 41 of Decree 101/2024/ND-CP （旧： Decree 10/2023/ND-CP） 
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図 49 住宅開発プロジェクトにおける事業者の手続8485 

 
出所）公開情報 

 

不動産事業者は上記手続を行った上で、土地使用権の譲受人または住宅の購入者に代わり、

登録及び証明書の交付のために申請書類を提出するか、購入者が自身で登録できるよう必

要な書類を提供する必要がある。なお、登録に当たり必要な申請書類には以下のものが含ま

れる。 

 申請書（書面） 

 法律に規定されている土地使用権の譲渡、住宅の売買に関する契約書 

 住宅及び土地の引き渡し記録 

 

最後に、土地登記局はすべての関連書類を確認し、関連する納税義務を確定するために登記

データを税務当局へ共有した上で、証明書を発行する。 

                                                      
84 適合性の検査結果は、人民委員会のウェブサイト上で公開される 
85 2025 年の省庁再編に伴い、人民委員会の担当部局名も変更されている可能性がある

（図中の表記は 2024 年時点のものである） 
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5.2.6 土地価格表作成責任の省政府への移管、および作成頻度の見直し 

新土地法の施行に伴って、土地価格（土地使用権価格や税金の算定基準に用いられる）を各

省が毎年策定する形に変更（Article 159）されている。新法施行前の 2013 年土地法（Article 

113）では「土地価格枠」として、土地種類別、地域別に上限額・下限額を中央政府が 5 年

ごとに策定する方式が取られており、取引の実態と大幅な乖離がある場合には見直しが行

われるものとされていた。 

結果として、土地価格が市場価格に近い価格（取引実態に即した価格）となることから、土

地価格の上昇や付随する各種税費用の増加が見込まれるものの、2025 年 8 月に施行された

政令（Decree No. 226/2025/ND-CP）により、2026 年 1 月 1 日から上記変更が適用される

こととなっている。 

ただし、2026 年が初年となることから、土地価格表の作成・公表が遅れる可能性が懸念さ

れている、との意見が現地でも聞かれている。2025 年 11 月に施行された政令（Decree 

No.291/2025/ND-CP）では、土地価格の算定遅延や納付が遅れた場合に、追加的な納付を

義務付ける旨が記載されており、上記の公表遅れが影響する可能性がある。これら実務手続

きの停滞が懸念される中で、今後の進展が期待されている。 
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5.3 住宅法 

この項では、住宅の分類と住宅開発に関する規制について解説する。 

なお、2023 年 11 月に改正住宅法がベトナム国会で可決され、2024 年 8 月より施行された。

同法改正により、下記が決定された。 

 プロジェクトの事業者が社会住宅の建設を使途とする公的基金に対して相当額の資金

を拠出することを条件に、社会住宅の建設用にプロジェクト用地の 20%を割り当てる

ことなく、商業住宅の建築に使用することを許可する 

→一定規模の商業住宅開発プロジェクトにおいては、用地を所管する省級人民委員会

が「用地内の土地供与」「用地外での土地供与」「相当額の資金供与」のいずれかを選択

できるようになった 

 社会住宅の管理団体としてベトナム労働総同盟(VGCL)を指定し、社会住宅の建設を主

導し、賃貸価格を決定する権限を与える 

 外国人による共同住宅の敷地持分の所有は引き続き認めない 

住宅法の改正にあたっては老朽化に伴う建て替えを想定し、共同住宅の所有への期間制

限を課すかどうかが一つの争点であったが、今回の法改正では見送られた。その代替として、

設計寿命を迎えた・ないしは倒壊の危険性が高い共同住宅については人民委員会が取り壊

しを検討するよう定めており、事業者にとっては住宅の所有権に大きな影響が生じない結

果となった。そのほか、住宅プロジェクトの建設資金を社債で調達できるようになった点や、

一方、ベトナム国外の親会社との親子ローンでの調達は引き続き認められなかった点にも

注意が必要である。また、土地使用権の転売を防ぐため、都市部においては土地使用権を購

入した際に建物を建設することが義務化された点も特徴といえる。 

 

なお、3.1.3 で紹介した通り、ベトナムでは 2025 年に国家住宅基金制度が創設されたこと

で、社会住宅開発に活用できる公的資金の枠組みが整備されつつある。これに伴い、ディ

ベロッパーに課される社会住宅義務についても、従来の用地提供中心から資金拠出を軸と

した仕組みへと移行していく可能性があり、2026 年前半の住宅法改正で制度的な再整理が

行われる見込みである。 
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5.3.1 住宅の区分88 

住宅法に基づく住宅の分類は、下記のとおりである。 

 

図 50 ベトナムにおける住宅区分の概念整理（再掲） 

 
出所）公開情報 

 

 住宅構造による分類 

 集合住宅(Apartment building)：少なくとも 2 階建て以上であって、複数の集合住

宅、公共階段、廊下、プライベートエリア、共用エリア、組織、世帯、個人向けの

共通インフラを備えた多階建ての建物。住宅用の集合住宅や事業用・商業用の複

合用途の建物も含まれる。 

 戸建住宅(Single-family houses)：組織、世帯、個人の法的権利に基づいてある土地

に建てられた住宅。別荘、⾧屋、一戸建て住宅などを含む。 

 

 目的による分類 

 商業住宅(Commercial housing)：販売、リース、またはリース購入のために建設さ

れた住宅 

 社会住宅(Social housing)：国家が実施する住宅支援政策の対象となる者に提供さ

れる住宅 

 移転用住宅(House serving relocation)：国家が土地を接収または整地する際に、移

転する必要がある世帯または個人に提供される住宅。 

 公務員住宅(Official residence)：公務期間中、居住する権利を有する者が居住する

                                                      
88 Article 2, Housing Law 
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ことができる住宅 

 

さらに、改正住宅法では、住宅の状態に応じて、「既存住宅(Existing houses)」「オフプラン

住宅(Off-plan housing)」の 2 分類を定義している。前者は関連法に準拠して建築・使用さ

れている住宅を、後者は投資・建築中である、または関連法に準拠していない住宅を指す。 

 

5.3.2 住宅開発に関する法制度89 

住宅法では住宅開発に当たり、政府等の役割を以下のとおり定めている。 

 政府は、住宅開発政策を実施する責任を持ち、個人や家族の需要と財政能力に応じた販

売、リース購入、賃貸、住宅の改修・再建の助成等を通じ、住居確保を促進する。その

ために、政府は、賃貸住宅の建設及び賃貸購入のための公共投資を行う。 

 政府は、土地利用計画、都市計画、特定地域計画、または農村地域建設計画の認可を与

えることにより、宅地資源を提供する。 

 政府は、計画、土地、財政、信用、科学技術の応用に関する政策を定め、組織、世帯、

個人が市場を通じてリース、リース購入、または売却用の住宅を開発することを奨励す

る。 

 政府は、社会住宅に関する政策を実施するために、税金の免除と減免、土地賦課金、地

代の免除と減免、優遇金利による⾧期信用、その他の財政的奨励金及び国の資本資源か

らの補助金に関する政策を実行する。 

 政府は、さまざまな地域や地域に適した多様な住宅の標準的なデザインの研究と公表、

省エネルギー住宅開発を奨励する政策を実行する。 

省級90人民委員会及び商業住宅プロジェクトの開発事業者は、住宅に関する法律の規定に従

い、社会住宅建設用に住宅用地を確保しなければならない。なお、先述したとおり、この規

定についてより柔軟な運用を目指すべく、改正法において商業住宅開発時の社会住宅向け

の土地供与要件が緩和された。 

 

5.3.3 住宅開発及び住宅建設プロジェクトの形態91 

住宅開発の形式には、下記 2 つの形態がある。 

 住宅開発業者による住宅プロジェクト 

 世帯または個人による住宅開発 

 

また、住宅法に規定される住宅建設事業には下記が挙げられる。 

                                                      
89 Article 4, Housing Law 
90 省(province)または中央直轄市(municipality)を指す 
91 Article 30 and 55, Housing Law 
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 戸建て住宅または集合住宅の建設・改築のためのプロジェクト 

 農村地域におけるインフラ整備と併せて住宅地を建設するプロジェクト 

 市街地を建設するためのプロジェクト、または宅地区画を有する多目的土地を利用す

るプロジェクト 

 住宅用と事業用での建築工事のプロジェクト 

 

5.3.4 住宅開発資金92 

住宅開発において使用できる資金は、下記に限定される。 

 組織、世帯、個人の資本 

 社会政策のためにベトナムで事業を行う金融機関によって提供される融資93 

 住宅の販売、リースでの購入、またはリースの前払い費用 

 資本拠出、投資協力、事業協力、共同事業、または組織または複数の個人によって拠出

された資本 

 中央資本と地方資本を含む国家によって付与された資本。これは、社会住宅建設プログ

ラムに従って、住宅における社会政策の受益者を支援するために付与されたものを指

す 

 外国関連資本及びその他の資本 

 

【参考】外資企業の取扱いと住宅開発向けの社債発行 

MOC へのヒアリングによると、今回の法改正は 2020 年投資法の概念を継承している旨

の発言があった。すなわち、これまでいわゆる「外資企業」の定義がなされていたのは土

地法のみ94であったところ、土地法・住宅法・不動産事業法全てにおいて投資法の定義95

を引用することにより、共通した外資企業の定義を取り入れた点が特徴であるといえる。

これにより、法律上の不透明さを改善し投資誘致を目指すとの発言が聞かれた。 

一方、MOC からは商業住宅プロジェクトの資金源はベトナム国内の金融機関からの融

                                                      
92 Article 112, 113, and 114,, Housing Law 
93 現地でのヒアリングでは、（住宅開発資金ではなく）運転資金の使途で本邦企業が日本

から⾧期資金を親子ローンの形で調達する際に、SBV より資金使途を詳しく問われるケー

スがあるとの声や、移転価格税制の観点から税務当局の調査が厳しくなりつつあるとの声

が聞かれた 
94 改正前の土地法では、ベトナム国外の資本が一部でも含まれている場合、当該企業は

Foreign-invested enterprise (FIE)として扱われていた 
95 投資法では、外国資本が過半数などの要件を満たす企業を Foreign-invested economic 

organization (FIEO)とし、これに該当しない企業は（たとえ外国資本が含まれていたとし

ても）内資企業と同様に扱う旨の定めがある 
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資・株式発行・社債発行に限られ、社債発行についてもベトナム国内で発行するものを念

頭に置いており、住宅法に規定があるものの、詳しくは金融当局に確認するよう求められ

た。 

 

5.3.5 社会住宅の供給拡大を図るための規制見直し 

社会住宅の供給拡大を図るため、2025 年 7 月に政令（Decree No. 192/2025/ND-CP）が施

工された。同政令では、入札を経ずに事業者を選定することを認めるとともに、社会住宅の

価格（販売価格、およびリース・賃貸価格）の決定にあたって、標準的な価格・利益率を事

業者が定めることが求められている。また、手続きにおける行政側の日数や必要書類に関す

る原則（必要書類の明確化）が示されており、実務における遅延を防ぐことが図られている。 

併せて、社会住宅のディベロッパーに対する品質管理措置の義務化が示されており、建物品

質管理、防火性能、環境保護に関連する各種技術規制への遵守が求められている。 

上記に加えて、2025 年 10 月に施行された政令（Decree No.261/2025/ND-CP）では、社

会住宅の入居資格（月収基準）の緩和が行われた。従前は 1,500 万ドン/月（単身）、あるい

は 3,000 万ドン/月（婚姻などによる複数世帯）であった。同政令では 2,000 万ドン/月（単

身）、4,000 万ドン/月（婚姻などによる複数世帯）に最低月収基準が緩和されるとともに、

省レベルの人民委員会に対して、各地域における実情に応じた月収基準の調整を認めるこ

とが定められた。 

これらを通じて、社会住宅の供給拡大の迅速化とともに、社会住宅による住宅需要の吸収が

図られている。 

 

5.4 不動産事業法 

この項では、不動産事業を行う上での規制の枠組みについて整理を行う。 

不動産事業には、下記が含まれる。不動産事業を営む場合、小規模または非反復的である場

合を除き、企業(enterprise)あるいは協同組合(cooperative)のいずれかでなければならない。 

 販売、譲渡、リース、サブリース、またはリース購入のための不動産の建設、購入及び

受領への資本投資 

 不動産の仲介業務の提供 

 立会場における不動産の売買 

 営利目的の不動産相談業務または不動産管理業務 

 

2023 年 11 月に不動産事業法がベトナム国会で可決され、他の法律と同様前倒しで施行さ

れ、2024 年 8 月より施行された。同法改正におけるもっとも重要な点として、住宅販売時

の手付金受領に関する規制強化が挙げられる。下記のとおり、より消費者保護が強まる結果

となったことに加え、事業者にとっては、資金繰りがより重要となることが予想される。 

 完成前の住宅を販売する場合、購入者から徴収する手付金は販売価格の 5%以内とする
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こと 

 上記手付金は、物件価格の分割払いにおいては初回の支払い分に含めること（初回支払

額は物件価格の 30%を超えてはならない） 

 事業者は手付契約の締結を第三者へ委任してはならない 

 

現地でのヒアリングにおいて、MOC に本改正の意図を問うたところ、「このような規制下

でも存続できる事業者を選別し、公正かつ透明性の高い健全な市場発展を目指すものであ

る」旨のコメントがあった。これまでは未完成住宅の売買金額の 70%（外資企業は 50%）

を上限として前受金を受領することができ、これがディベロッパーの運転資金として活用

されていたところ、法改正により大幅に制限されたといえる。消費者保護の側面ととも

に、財務的にも安定した優良な事業者を選別する観点がある旨は特筆すべき点である。 
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図 51 手付金に関する規制内容の変更（未完成不動産） 

 

出所）公開情報 

 

また、同法では、不動産企業の財務状況についても要件が定められている。 

 不動産企業が規制当局によって投資家として承認された不動産プロジェクトを実行す

るにあたり、銀行借り入れや社債発行を行う場合、金融機関への債務、未償還の社債、

および全プロジェクトの実施に必要な資本の総額は、当該プロジェクトの総投資額の

100%を超えてはならない。 

 金融機関への債務残高とプロジェクト実行のための未償還社債の金額の比率は、下記

を超えてはならない。 

 プロジェクトの土地面積が 20 ヘクタール未満：資本額の 4 倍 

 プロジェクトの土地面積が 20 ヘクタール以上：資本額の 5.67 倍 

資本金額は最新の監査済財務諸表により決定され、新設企業の場合、企業設立時の定款資本

金 (charter capital)に応じて計算される。 

 

5.4.1 取引を行う不動産に関する情報開示97 

不動産事業（売買・賃貸含む）に従事する企業は、取り扱う不動産について、住宅不動産市

場情報システム98において情報開示する責任を負う。変更事項がある場合は、5 営業日以内

に情報を更新しなければならない。 

 

その際に開示すべき情報には、以下が含まれる。 

 開発プロジェクトの場合 

 開発にあたっての当局の許認可 

                                                      
97 Article 6, Real Estate Business Law. Article 11, Decree 94/2024/ND-CP 
98 同システムは、建設省(MOC)が運営している 



102 

 

 土地利用・地目変更等に関する当局の許認可 

 当局が承認した開発計画 

 売買取引時の標準契約書 

 それ以外の場合（自己建築等） 

 不動産の種類：所在地、規模、建設スケジュール、目的、床面積など 

（集合住宅の場合、共用部に関する情報も必要） 

 許認可に関する文書；プレフィージビリティスタディレポートに含まれる基

本設計、建築許可(もしあれば)、建設開始日の通知書、インフラ試験に関する

通知書 

（集合住宅の場合、建物の基礎に関する試験結果も必要） 

 LUR（土地使用権）に関する文書 

 販売またはリース購入の保証付与に関する合意書 

 オフプラン住宅が販売またはリース購入の条件を満たしているという管轄当

局による証明 

 不動産の所有権または使用権の制限(ある場合) 

いずれの場合においても、土地使用権証明書（レッドブック）・住宅所有権証明書（ピンクブッ

ク）の開示が必要であるが、不動産プロジェクト用地内に、プロジェクトの開始時点で存在する

住居についてはピンクブックの開示が不要とされている。また、不動産の所有権・使用権に制限

があれば、その旨も開示しなければならない。 

 

5.4.2 取引できる不動産の種類 

取引可能な不動産は、既存の住宅または建物（建設が完了しており、すぐに使用できる状態

にある不動産）と、計画中の住宅/建物（建設中であり、竣工検査が完了していない不動産）

の 2 種類に分けられる。 

 

既存住宅を取引するための要件 

 住宅の所有権が土地使用権証明書で証明されていること（既存の住宅や不動産プロジ

ェクトの建物の場合は、土地法の規定に基づいて土地使用権の証明書を持っているこ

とが求められる。） 

 土地使用権及びその土地上の家の所有権について係争中ではないこと 

 裁判所の判決により保護されていない（取引が禁止されていない）こと 

 

既存の住宅を販売する際は、次の原則に従って行われる。 

 販売する不動産と土地が関連付けられている。 

 マンションまたは複合ビルは、次の規則に従って販売される。 

 一般/共用エリア及び施設をアパート所有者の私有エリア及び施設と区別するこ
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と 

 集合住宅または複合ビル内のアパートを購入する買主は、土地を使用する共同の

権利を有しており、安定的かつ⾧期的な使用期間、借地の場合は借地期間につい

て合意すること 

 集合住宅または複合ビル内の住宅またはアパートの購入者には、土地使用権、住宅及び

土地に付随する資産の所有権の証明書が付与される。 

 

計画中の住宅を取引するための要件 

 土地に関する権利文書、所管官庁によって承認されたプロジェクト文書または建設設

計図、建築許可（個別に必要な場合）、プロジェクトの進行と並行して技術インフラの

完成証明書に関する文書を有していること（計画されているマンションや複合ビルの

場合は、建物基礎完了証明書の取得が必要となる。） 

 計画された住宅の販売に関する契約を結ぶ前に、事業者はその住宅が販売適格である

ことを地区レベルの住宅当局99に書面で通知すること。 

 当局は、通知を受け取った日から 15 日以内に事業者に対して建物の売却または

賃貸購入の許可を書面で返答しなければならない。当該建造物が所定の要件を満

たしていない場合には、その理由について説明を行う。 

 事業者が買主へ予定とおりに建物を譲渡できなかった場合に備え、販売前に事業者の

財務上の義務は商業銀行（SBV が発表したリストに記載されている。）によって保証さ

れなければならない。 

 事業者が買主に対して契約とおりに住宅やアパートを引き渡せなかった場合、保

証人である商業銀行は住宅売買契約及び保証契約に基づき、前払金及びその他の

支払金額を返金しなければならない。 

 

5.4.3 土地・住宅識別コードの導入 

不動産市場データベースの構築・管理に関する政令（Decree No.357/2025/ND-CP）が 2025

年 12 月 31 日付けで公布された。同政令施行は 2026 年 3 月 1 日を予定しており、同日以

降、デジタル ID（識別コードに相当）がすべての不動産（土地・建物）に対して割振られ

る予定となっている。データベースは MOC が所管することとされており、不動産取引（購

入、売却、リース取引、担保設定など）において一貫したコードが設定されるよう規定され

ている。識別コードの導入によって、対象物件把握の効率化、取引の透明性向上が期待され

ている。さらに、中央政府と地方政府が共通してデータベースを利用することで、事務手続

きの効率化も期待されており、不動産事業環境の改善が図られている。 

 

                                                      
99 ハノイ市のような中央直轄市の場合、建設局(Department of Construction)が該当する 
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5.5 担保・執行法制 

この項では、不動産担保及び執行の手続を中心に整理を行っている。 

 

土地法に基づき、土地を使用する世帯及び個人は、法律に従ってベトナムで営業を許可され

ている金融機関、またはその他の法人（経済団体）または個人によって、土地の使用権に対

して抵当権を設定することができる。101 

また、住宅法に基づき、法人（組織）である住宅所有者に対しては、ベトナムで活動する金

融機関が当該住宅に抵当権を設定することができる。個人である住宅所有者に対しては、同

法に従い、金融機関、ベトナムで活動する法人（経済団体）・個人が当該住宅に抵当権を設

定することができる102。 

2024 年の土地法の施行により、抵当権を設定できる主体が拡大した。具体的には、FIEO（外

国投資経済組織; Foreigin-invested economic organization）に該当しない外資企業103は内資

企業と同様に取り扱われるため、これらの企業はベトナム国内の土地に対して抵当権を設

定することが可能となった。ただし、リースされた LUR については、土地法の改正により、

一括払いでの土地使用料の支払いを制限され、原則として年払いとされたことから実際に

当該土地に抵当権を設定できるかについては注意が必要である。 

 

なお、法律上はベトナムで活動する法人（事業会社）または個人による土地及び家屋の抵当

権設定が認められているものの、実務上では、土地使用権及び家屋の抵当権は金融機関を通

じてのみ実行することが可能である。その理由としては、これまで法人（経済団体）や個人

における抵当権設定について詳細な規制が存在していなかったことが挙げられる。 

 

抵当権の設定においては、抵当不動産は抵当権設定者が保有する。抵当権者は通常、抵当不

動産に関連する書類を保管しなければならない。土地使用権と住宅に抵当権を設定するに

あたっては、当該土地使用権と住宅所有権の証明書が必要となる。ベトナム国内における抵

当権の設定においては、上記が法律上要求される最も重要な要件である。 

 

計画中の住宅の場合は、使用権を有する土地上に住宅を建築する法人（組織）または個人及

び住宅を購入する法人（組織）または個人は、住宅の購入や建設のためのローンを利用する

に当たりベトナムで営業している金融機関から融資を受ける際、金融機関が完成した住宅

                                                      
101 Article 37, Land Law 
102 Article 181, Housing Law 
103 現行法では、FIEO に該当しない企業は厳密には「外資企業」に分類されないが、説明

の便宜上外資企業と表記した 
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に将来抵当権を設定する権利を有する。住宅ローンを利用し、将来抵当権を設定するための

条件は、下記のとおりである。 

 事業者との間に住宅購入に関する合意書を締結している、または住宅購入契約が譲渡

される場合には譲渡書類があること 

 支払いが住宅購入契約の予定どおりに行われたことを証明する文書があること 

 住宅購入契約または譲渡契約に関する苦情、訴訟、紛争が存在しないこと 

 

5.5.1 抵当契約の公証 

土地使用権及び住宅の抵当契約は、公証または認証を受ける必要がある104。土地の抵当権は

土地登記局に登録する必要があり、登記局のデータベース上に登録された時点から効力を

有する。 

 

土地登記局への抵当権の登記105 

土地使用権証明書に記載されている土地使用権、住宅、土地上の不動産の抵当権及び抵当権

の変更は、登記の対象となる。計画された住宅及びその他の土地上の計画された不動産の抵

当権については、関係者の申請に応じて登記が行われる。 

天然資源環境省(MoNRE)の管轄である土地登記局及び土地登記局の支部は、土地使用権及

び土地上の財産の担保権に関する情報を登録し、提供する役割を担う。ただし、土地登記局

が設置されていない場合は、省級行政機関である天然資源環境局(DoNRE)が担当する106。 

 

5.5.2 担保不動産を差押えるまでの実務上のプロセス 

 ステップ 1：担保差し押さえに関する通知 

 金融機関は、差し押さえに当たり、次の基本的な詳細を記載した書面により通知す

る。 

 差し押さえの理由 

 差し押さえる担保 

 差し押さえを行う時期と場所 

 担保の差し押さえに関する通知期限は、住宅ローン契約またはその他の契約に従

う。通常、不動産の場合、差し押さえ日の少なくとも 15 日前までに通知を送付す

                                                      
104 Article 27, Land Law. Article 164, Housing Law 
105 Article 25, Decree 99/2022/ND-CP 
106 ハノイ市・ホーチミン市には土地登記局が設置されているが、それ以外の地域では

DoNRE が同等の役割を担っている 
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る必要がある。107 

 ステップ 2：担保の引渡し 

 担保の保有者（担保権設定者）は、担保権者（金融機関）へ当該物件を引き渡す義

務がある。担保の保有者（担保権設定者）が担保を引き渡さない場合、担保権者は、

担保の分散を防ぐために担保の物理的検査を検討及び実施したうえで差し押さえ

を行うか、または裁判所に和解を請求する権利を有する。108 

 ただし、実際には、担保の保有者が担保の引渡しを怠り、担保権者が裁判所に

和解を請求しなければならないケースが多く存在する。 

 そこで、ベトナム国会は、金融機関の不良債権（2017 年 8 月 15 日以前の債務）の

試験的解決に関する Resolution No.42/2017/QH14 を発行した。 

 これにより、金融機関は契約上で合意されており、かつその他の要件を満たし

ている場合、当該担保の差し押さえが容易になった。ただし、金融機関が法で

定められた諸要件をすべて満たすことは実務上困難であり、なおかつ当該決

議は 2023 年 12 月 31 日をもって期限切れとなった。 

 担保の保有者（担保権設定者）が担保の引渡しに協力しない場合、担保権者は裁判

所に訴訟を提起する。裁判所の判決が下るまでに 3～6 か月以上を要することが一

般的であり、その後、担保を回収するまでにはさらに数か月を要する。 

 ステップ 3：担保の評価 

 当事者は担保価格について合意するか、担保回収時に資産評価機関による評価を

依頼することができる。合意がない場合には、資産評価機関による担保評価が行わ

れる。109 

 ステップ 4：担保の処分方法 

 両当事者は、担保を処分するにあたり、次のいずれかの方法について合意する。 

 競売（オークション） 

 担保権者が自ら担保を売却する 

 担保権者が、担保保有者による代替的な義務履行を受ける 

 担保の処分方法について当事者間で合意がない場合には、担保は競売にかけられ

る。これは、金融機関によって最も多く行われる手続である。金融機関は不動産競

売機関と競売業務契約を締結し、不動産競売を実施する。 

 不動産競売機関は、競売開始の少なくとも 15 営業日前までに、不動産競売に関す

る情報をその本社、競売が開催される場所及び担保が所在する土地の人民委員会

                                                      
107 Article 300, Civil Code 及び Article 51, Decree 21/2021 
108 Article 301, Civil Code 及び Article 52.6, Decree 21/2021/ND-CP 
109 Article 306, Civil Code 
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に対して公に掲示しなければならない。110 

 ステップ 5：担保処分後の支払い 

 競売が正常に完了すると、担保の処分によって得られた金額が関連費用と負債の

支払いに充当されたのち、残額があれば担保の保有者（担保権設定者）に対して支

払われる。111 

 

5.5.3 計画住宅の担保の差し押さえ 

計画中である住宅の担保の差し押さえに当たっては、当事者の合意に従う。住宅が建設され

ていない、または使用権証明書が発行されていない場合、金融機関は、住宅販売契約及びそ

の住宅の権利の設定に関するその他の契約について、担保の履行に代わり受け取ることが

できる。 

 

5.6 建設法（建築確認手続） 

この項では、特にハノイ市の事例を参照しつつ、建築基準と建築確認112の手順を整理してい

る。 

 

5.6.1 プロジェクトの建築許可を取得するための申請書類113 

建築許可の取得に当たっては、下記書類が必要となる。 

 申請書類 

 工事またはプロジェクト全体に関する土地使用権についての証明書 1 通（書面） 

 開発プロジェクト承認の決定書(Project Approval Decision)、建設当局の評価結果

通知書及び証明印が貼られた基本設計図書類（ある場合）、建設設計評価結果の報

告書、防火設計評価証明書及び防火に関する承認済みの文書及び図面。なお、当該

プロジェクトが建設当局において実現可能性調査報告書の評価を行う必要がない

場合、環境保護法に基づく環境保護に関する文書も必要となる 

 一連の工事またはプロジェクト全体の各作業に対して承認された基本設計に従っ

た設計図 2 通 

 

なお、不動産開発プロジェクトの承認取得には、下記が必要である。 

現地ディベロッパーへのヒアリングにおいては、足元では建築許可自体は比較的取得しや

すいものの、新規プロジェクトへの開発許可が下りづらくなっているとの声が聞かれた。 

                                                      
110 Law on Auction 
111 Article 307, Civil Code 
112 DOC（建設局）の所管する領域 
113 Article 45, Decree 15/2021/ND-CP 



108 

 

 投資方針(Development of Investment Policy)の承認申請 

 マスタープラン(Masterplan)の承認申請 

 環境影響評価(Environment Impact Assessment)報告書の承認申請 

 土地利用許可(Land Usage Certificate)の承認申請 

 基本設計(Basic Design)の承認申請 

 基本消防設計(Basic PCCC Design)の承認申請 

 技術消防設計(Technical PCCC Design)の承認申請 

 実施設計(Technical Design)の承認申請 

 第三者設計承認(Third-party Appraisal of Technical Design)の取得 

 

5.6.2 建築許可のプロセス114 

 プロジェクト所有者は、建築許可申請書または建築許可調整書類 2 部を当局115に提出

する。 

 当局は書類をチェックし、書類が有効である場合には受領書を発行し、規定の要件を満

たしていない場合にはプロジェクト所有者に書類を修正させるよう指導する。 

 関係書類の受領後 7 営業日以内に、当局は関係書類の評価を整理し、現地検査を実施

し、必要に応じて関係書類の補足と完成をプロジェクト所有者に通知する。 

 有効な書類を受領した日から最大 30 日以内に、当局はプロジェクトの建築許可を発行

する。なお、住宅プロジェクトの建築許可を与える当局は通常、MOC116である。 

 

5.6.3 建築許可の内容117 

 プロジェクトの名称 

 プロジェクト所有者の名前と住所 

 施工の場所と位置、工程 

 工事の種類 

 構造物の高さ 

 敷地境界線及び建設境界 

 建設密度 

 建ぺい率 

 総施工面積、1 階（地上）階の施工面積、階数（地下室、屋根裏部屋、技術階、階段屋

                                                      
114 Article 102, Construction Law 
115 建築する物件の規模により異なる。Special grade として定められる物件の場合は

MOC、それ以外は各地人民委員会の DOC 宛に申請書類を提出することとなる 
116 前述したとおり、人民委員会が許可する場合もある 
117 Article 90, Construction Law 
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根を含む）、工事全体の最大高さ 

なお、建設開始の期限は、建築許可が付与された日から 12 か月以内でなければならない。 

 

事業者は、建設期間において、建設現場にて建築許可の内容を表示しなければならない。 

ハノイ市では、建築許可のプロセスは 2014 年建築法、政府の Decree 175/2024/ND-CP、

そのほかの関連法、及びハノイ市人民委員会の Decision No 07/2022/QD-UBND に準拠し

ている。 

 

Decision No 07/2022/QĐ-UBND は、建築許可を与える際の関連当局の組織、実施、調整

責任を規制する。ハノイ市では、住宅プロジェクトの所在地に応じて、ハノイ市 DOC、ま

たはその場所の都市部投資・建設管理委員会が建築許可を発行する場合がある。 

 

5.7 グリーンビルディング 

2020 年と 2014 年建設法の改正により、グリーンビルディングに関する規定が追加された。 

これにより、政府は先端科学技術の研究と応用、建設投資活動への情報技術の応用に対する

奨励政策を採用することとなった。具体的には、エネルギーと天然資源を経済的かつ効率的

に使用し、環境保護要件を満たすことが認定された投資活動と建設工事を推進し、エコシテ

ィとスマートシティの開発、気候変動への対応と持続可能な開発を目指すこととしている。 

建設法の施行を指導する Decree 15/2021/ND-CP によると、「グリーンビルディング」と

は、設計、建設、または運用において、エネルギー効率と資源効率の基準を満たし、建物内

の快適さと生活の質を確保するとともに、建物の外の環境を保護する建造物を指す。 

 

また、Decree 15/2021/ND-CP の第 7 条では、次のように規定されている。 

 建物の開発に投資する場合、エネルギーを効率的に使用し、天然資源を節約し、環境を

保護するための技術的解決策と管理措置が必要である。 

 ベトナム政府は、エネルギー効率の高い建物、資源効率の高い建物及びグリーンビルデ

ィングの建設、開発、評価、認証を奨励する。 

 建物の開発は、首相が定めた該当する政策、計画、ロードマップに従わなければならな

い。 

 建設大臣は、エネルギー効率の高い建築物、資源効率の高い建築物及びグリーンビルデ

ィングの評価及び認証のための基準、基準及びプロセスを策定する。 

 

グリーンビルディングの推進に伴い、ベトナム政府はエネルギー効率の高い建物に関する

国家技術規則 QCVN 09:2017/BXD を新たに作成した。オフィスビル、ホテル、病院、学

校、商業ビル、マンションなどの延べ床面積が 2,500 ㎡以上の新築または改築された建物に

は、この QCVN 09:2017/BXD の適用が義務付けられている。 
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これまでベトナムでは、商業施設等のカテゴリに比べ、居住物件におけるグリーンビルディ

ング認証の取得が遅れていると指摘されてきた。しかし、2025 年度のヒアリングでは、そ

の動向に変化がみられるとの言及があった。 

具体的には、海外投資家を中心とするステークホルダーからの要請118を背景に、ディベロッ

パーによるグリーン認証取得のニーズが高まりつつある。それに伴い、認証を取得しやすく

するための対応として、冷暖房や給湯機等の設備を取り付けた状態で新築マンション119を

引き渡すケースが増えている。以前は、引き渡しまでのリードタイム短縮や購入者によるカ

スタマイズ需要を背景に、躯体のみ（いわゆる「スケルトン」）での引き渡しが主流であっ

た。 

設備を付した状態の方が認証を取得しやすいほか、日本製品を設備として採用することで

付加価値を訴求できる点や、設備の共通化によって故障時の対応を一元化できる点など、副

次的なメリットも指摘されている。 

 

一方で、住宅購入者側に目を向けると、一部では ESG 意識の高まりにより関心が高まって

いるものの、多くの購入者は金銭的なメリットの乏しさから、依然として関心を持ちにくい

状況にある。 

  

                                                      
118 現地ディベロッパーによると、金融機関による関心も高まっており、開発プロジェク

トがグリーン認証を取得している場合融資条件が優遇されることもあるという。オフィス

ビルであれば、テナント企業がグリーン認証の取得有無を重視するケースもある 
119 新築の戸建て住宅においては、これまで同様スケルトンでの引き渡しが中心 
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図 52 グリーンビルディング認証に係るコスト・メリットの現状 

」 

出所）現地調査 

 

そもそも、グリーンビルディング認証による金銭的なメリットは、住宅購入者が購入時・居

住中・売却時の各段階で享受し得ると考えられる。 

しかし、ベトナムではグリーン認証住宅の購入に伴うローン金利の引き下げや税制優遇と

いったインセンティブが存在せず、また、省エネによるランニングコスト削減や物件価値の

向上といった効果をディベロッパーが十分に訴求できていない。このため、消費者のニーズ

は依然として発展途上にあるといえる。 

 

認証取得に要する費用はマンションの総工費の約 2%に相当するとされており、この追加コ

ストを上回るメリットをいかに明確に消費者へ訴求できるかが今後のポイントといえよう。 

なお、ベトナムにおいて一般的といえるグリーンビルディングの認証制度は Leed・Lotus・

Edge の 3 制度であり、それぞれの概要を下記に示す。Lotus を開発・運営する VGBC は、

世界グリーンビルディング協会 (World Green Building Council)に所属するベトナムにお

ける唯一の認証機関である。 
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表 23 ベトナムにおける主要なグリーンビルディング認証制度 

名称 団体 認証 

Leed 

（アメリカ） 

USGBC 

(U.S. Green Building Council) 

Certified・Silver・Gold・Platinum 

※いずれも 3 年更新 

Lotus 

（ベトナム） 

VGBC 

(Vietnam Green Building Council) 

Certified・Silver・Gold・Platinum 

※いずれも 5 年更新 

Edge 

（アメリカ） 

IFC 

(International Finance Corporation) 

Level1・Level2・Level3 

※Level1・2 は更新不要、Level3 は

2~4 年更新120 

出所）公開情報 

 

ディベロッパーが取得する認証制度を選定する際に検討する主な観点は、①認証要件、②認

証取得までの所要期間、③費用、④ブランド価値の 4 点である。 

 

図 53 グリーンビルディング認証制度の比較121 

 

出所）現地調査 

 

                                                      
120 100％再生可能エネルギープロジェクトは 4 年ごと、カーボンオフセット購入プロジェ

クトは 2 年ごとに更新 
121 認証費用については、延床面積が 10 万㎡以上の商業住宅プロジェクトを想定 
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まず、認証要件については、Leed が最も難易度が高い。これは、アメリカの建築基準をそ

のまま適用しており、ベトナムの慣習や建築実態にそぐわない要件が含まれているためで

ある。例えば、LEED では 24 時間稼働する換気・空調システムの設置が求められるが、ベ

トナムでは害虫の侵入防止を理由に同様の設備が設置されるケースはほとんどない122。一

方、Edge は国外の認証基準でありながらベトナムの実態に即した調整がみられるほか、

Lotus はベトナム内製の基準であるため、要件の難易度は相対的に低いといえる。 

 

次に、認証取得の所要期間については、Lotus が最も⾧い。これは、竣工後に施工中の汚染

対策・廃棄物処理状況・使用材料等に関する資料を取りまとめて申請を行う必要があり、図

面や領収書、写真等の提出を求められるため、審査期間が⾧期化しやすいからである。Edge

は現地での監査123が必要であり、プロジェクトごとのばらつきが大きい。 

ただし、Edge は竣工前であっても、設計段階で仮認証（Preliminary Certification）を取得

することが可能となっており124、販売段階で「グリーン認証取得予定」を訴求できる点が、

ディベロッパーにとって大きな利点となっている。 

 

費用面では、認証団体への申請費用と、専門コンサルティング企業への報酬が主な構成要素

となる。延床面積 10 万㎡規模の開発プロジェクトでは、認証費用が数万ドルに上ることも

ある。Edge は認証費用・コンサルティングフィーともに比較的低額であるが、別途現地監

査費用が必要となる点に留意が必要である。 

 

最後に、ブランド価値としては、ベトナムでは多くのプロジェクトが既に Edge 認証を取得

しており、差別化のために Leed 認証を目指すディベロッパーも多い。一方、Lotus は国内

基準であるものの、現時点では認証制度としての知名度が限定的である。 

 

これらを踏まえ、認証件数の推移をみると、2014 年から 2023 年までの 10 年間で Leed の

認証件数が最も多く（合計 143 件）、Lotus（51 件）・Edge（56 件）も認証件数が増加しつ

つある。いずれにせよ、直近の年間認証件数は 40 件と、ベトナムにおいてグリーンビルデ

ィング認証を取得する割合は高いとはいえないのが現状である。 

現地のヒアリングでは、欧米企業を中心に工業団地・オフィスビル等でグリーンビルディン

グ認証を取得する動きが活発化しており一定の認知度がある一方、住宅においては、消費者

                                                      
122 現地ヒアリングでは、これ以外にも二酸化炭素検知器の設置など、ベトナムでは一般

的ではない要件が他にも Leed には存在するとの指摘があった 
123 水栓の流量や設置された照明などを専門の検査官が確認する 
124 Leed と Lotus は、対象物件が竣工しなければ認証を取得することができない 
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が購入するうえでの重要な要素になっているとは言い難いとの声が聞かれた。 

 

図 54 ベトナムにおけるグリーンビルディング認証件数の推移125 

 
出所）Vietnam Green Building Council 

 

2025 年 6 月時点での累積認証件数を比較すると、Leed が突出している。前掲の通り、ベト

ナムでは多くのプロジェクトにおいて Leed 認証取得が一般的であることがうかがえる。 

  

                                                      
125 2023 年分は 2023 年 12 月 12 日時点でのデータ 
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図 55 ベトナムにおけるグリーンビルディング認証の累積件数（2025 年 6 月時点） 

 
出所）Vietnam Green Building Council 

 

現時点ではベトナムにおいてグリーンビルディングを建築する上での強制的な規制は存在

しない。政府はグリーンビルディングの開発を奨励しているものの、具体的な政策や詳細な

ガイダンスは提供されていないのが現状である。近い将来、グリーンビルディングの開発と

適用に関するロードマップが発行される際に、建設当局がこれに関するガイダンスを発行

し、グリーンビルディングが新しい商業住宅プロジェクトに義務付けられることになるこ

とが予想される。 

現地のディベロッパーからは、グリーンビルディングを対象とする低利のグリーンローン

への期待が聞かれた。ベトナム政府としてグリーンビルディングの建設を促進するために

は、金銭的なインセンティブの提供が不可欠である。 
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6. 金融セクターの概要 

6.1 金融包摂の現状 

ベトナムにおける銀行口座保有率（15 歳以上人口比）は 2024 年時点で 70.6％となった。

他の ASEAN 諸国との比較では、シンガポール（98.0％）、タイ（91.8％）、マレーシア（88.7％）

の上位国に続き、インドネシア（56.3%）、フィリピン（50.2%）を上回る結果となった。 

 

図 56 銀行口座保有率（15 歳以上人口比） 

 
出所）World Bank World Development Indicators126 

 

社会主義国家であることを背景に、ベトナムの銀行は国有大企業への融資、政府が決定した

資金の配分等を主たる業務としてきた歴史的な経緯から、個人客への取組みが劣後してき

た。また、現金決済が選好される商習慣もあって、銀行口座保有率が高まらない状況が続い

ていた。 

 

2020 年には、「2025 年までの金融包摂戦略」（National Financial Inclusion Strategy until2025）

が首相決定され、以下の目標が設定された。 

 ・2025 年までに銀行口座保有率 80%を目指す 

 ・成人人口の 25％～30％が金融機関に貯金口座を有する 

上位３か国（シンガポール、タイ、マレーシア）との間には、依然として大きな差が存在す

るものの、ベトナムにおける金融包摂は着実に進展していると捉えられる。また、MoMo に

                                                      
126 ベトナムの 2021 年データは 2022 年の数値 
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代表される電子決済サービス（アプリによるモバイル決済）も普及している。MoMo は 2013

年のサービス開始後、利用者数を着実に増加させており、2021 年 12 月にはみずほ銀行によ

る出資も行われている。直近では、約 3,600 万人の利用者数となっている。 

 

銀行口座保有に加えて、個人信用情報機関の整備も進められている。ベトナムでは SBV

が主導する信用情報機関 CIC（Credit Information Center of Vietnam）が設置されている。

同機関は 2007 年に制定された SBV 決定に基づいて設立されており、SBV 監督下にある

すべての金融機関及び指定を受けた企業・組織がアクセス可能となっている。2024 年末

時点では、SBV 監督下の金融機関及びすべてのマイクロファイナンス会社（４社）を含

め、その他の参加社からの情報を収集している。CIC 登録者数は以下のとおり。 

 

図 57 CIC 登録者数の推移 

 
出所）SBV 

 

2024 年時点では、成人人口の 75%に相当する登録者数となっているものの、登録があって

も債務情報（借入残高、返済状況等）が未更新のケースも多いと言われており、カバー率の

向上に加えて情報更新に関する課題も存在する。 

なお、民間ベースでの個人信用情報機関（PCB: Private Credit Bureau）として Vietnam Credit 

Information Joint Stock Company が存在している。同社は民間商業銀行 11 行による出資、

および CRIF 社（信用情報事業を展開するイタリアの事業者）との提携によって 2007 年に

設立され、2013 年より SBV からの承認を受けて営業を開始している。2015 年末時点で 26

の金融機関（商業銀行、ノンバンク等）によって利用されている。（2016 年以降の利用社数

に関する情報は見当たらない。）同社のサービスには、個人顧客の信用度をスコアリングの
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結果として提示するものや、債務情報が登録されていない個人顧客の場合に、属性が類似す

る顧客の情報を参照したスコアリング結果を提示するものが含まれている。SBV が運営す

る CIC に加えて PCB の情報を利用した与信審査を行う金融機関が存在する。 

 

6.2 金融システム 

ベトナムにおける金融セクターの監督機能は SBV（State Bank of Vietnam：ベトナム国家

銀行）によって担われている。 

主要法規は、2010 年金融機関法（Law on Credit Institutions）及びその一部改訂法（2024

年）である。金融機関に対する規制は、法（Law）、政令（Decree）、通達（Circular Letter）

の３区分によって行われており、政令、通達には随時改訂が加えられている。これらの規制

を通じて、監督対象とする金融機関の定義、設立要件、業務内容等に対する各種規制内容が

定められている。なお、2024 年 1 月 18 日に国会での賛成多数によって、金融機関法の改

訂が承認された。新たな金融機関法（以下「2024 年金融機関法」）は、2025 年 1 月 1 日か

ら施行されているものの、一部内容（大口信用供与規制等）については 2024 年 7 月 1 日か

ら先行して施行されている。2024 年新金融機関法の主な改正ポイントは以下のとおり。 

・株式保有率 1%を超える株主情報の公表及び SBV に対する報告義務 

従前は、株式保有率 5%以上の株主を対象としていたが、2024 年金融機関法では 1%

以上に引下げ。さらに、株式保有率の変動が 1%を超える場合にも公表、報告義務を

課す。 

・大口信用供与規制 

従前は、単一貸出先について資本金の 15%まで、関係先を含めて 25%までとされて

いたが、2024 年金融機関法では、それぞれ 10%、15%（2029 年 1 月 1 日以降）へ

の引下げを段階的に実施 

・ベトナム人株主による金融機関の株式保有比率に対する制限（株式持合い規制） 

従前は、個人株主 5%まで、法人株主 15%まで、関係先を含めて 20%までとしてい

たが、2024 年金融機関法では、法人株主 10%まで、関係先を含めて 15%までに引下

げ。個人株主は 5%までを維持 

・SBV による早期介入措置の条件追加 

金融機関を SBV の特別管理下に置く条件を追加。具体的には、大口預金の流出、累

積赤字が登録資本金の 15%を超える、自己資本比率が 8%を下回る等の条件を明記 

また、2024 年金融機関法の国会での可決に伴い、フィンテック分野での規制のサンドボッ

クスに関する政令草案が 2024 年 3 月に公表された。同草案ではフィンテックソリューショ

ンとして３分野（クレジットスコアリング、オープン API、P2P レンディング）を想定して

おり、SBV による承認、および SBV に対する報告を前提として、初回は最⾧２年間（ただ

し、最⾧ 1 年間の更新を最大２回行うことが可能）の事業展開が認められるものとされて

いる。３分野のうち、P2P レンディングでは外資出資を規制されるなど、原則としてベトナ
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ム国内での事業展開に限定される。同政令の正式施行時期は明らかになっていないものの、

2024 年金融機関法に付随する各種政令の策定が進展するものと考えられる。 

 

SBV では、監督下にある金融機関（正確には”Credit Institutions”（与信機関）と呼称され

る。）を以下のとおり分類している。事業者数は 2024 年 12 月末時点のものである。なお、

国有商業銀行については、政府過半出資を受けている銀行として合計 7 行（民間商業銀行

31 行から 3 行を国有銀行として分類しなおしたもの）とする場合がある。（詳細は「6.3 銀

行セクター」参照） 

 

表 24 ベトナムにおける金融機関の分類・事業者数 

   事業者数 

銀行 商業銀行 (Commercial Banks) 

 国有商業銀行 (State-Owned Commercial Banks) 4 行 

 民間商業銀行 (Joint-Stock Commercial Banks) 31 行 

 外国銀行 (Wholly Foreign Owned Banks) 9 行 

 合弁銀行 (Joint-Venture Banks) 2 行 

政策銀行 (Policy Banks) 2 行 

協同銀行 (Cooperative Banks) 1 行 

ノンバンク ファイナンスカンパニー (Finance Companies) 16 社 

リース会社 (Leasing Companies) 10 社 

マイクロファイナンス 4 社 

外銀支店 50 社 

駐在員事務所（2025 年 3 月末時点） 60 社 

出所）SBV 

 

2024 年 12 月末時点で、金融セクター全体の資産規模は 23,088 兆ドン（約 143 兆円）129と

なった。銀行（民間銀行及び国有銀行７行）が全体の約９割近くを占めており、銀行部門が

金融セクターの中心的な役割を担っている。さらに、銀行部門では、民間銀行と国有銀行７

行、それぞれで総資産の約半数ずつが占められており、国有銀行７行の存在感が高くなって

いる。大手行（民間商業銀行に分類される国有銀行３行：VCB、BIDV 及び Vietinbank を

中 心 と す る 行 ） が 幅 広 い 顧 客 層 を 対 象 と し て サ ー ビ ス を 提 供 す る 一 方 、 中 堅 行

（Techcombank、VPBank など）の一部では相対的に中間層～富裕層を対象とするなど、取

組み方向性に差異が見られる。 

                                                      
129 周辺国との比較（2024 年 12 月末時点） タイ 109 兆円、インドネシア 157 兆円、フ

ィリピン 76 兆円、カンボジア 15 兆円 （いずれも各国中央銀行統計より） 
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表 25 金融機関の総資産規模 

 総資産 

（兆ドン） 

構 成 比

（％） 

民間銀行 10,309 44.7 

国有銀行 7 行 9,761 42.3 

合弁銀行・外国銀行・外銀支店 2,038 8.8 

政策銀行*VBSP のみ 382 1.7 

ノンバンク 344 1.5 

PCF（People’s Credit Funds：人民信用金庫） 191 0.8 

協同銀行（Cooperative Banks） 62 0.3 

金融機関（Credit Institutions）全体 23,088 100.0 

出所）SBV 

 

1986 年のドイモイ政策導入以降も、1995 年末までは貸出金利、預金金利が SBV によって

定められており、以降、金利自由化に向けた段階的な規制緩和が行われた。そのような中で

発生したアジア通貨危機（1997 年）、国営企業向け融資の回収困難等の状況から、銀行セク

ターの実質的な不良債権が増加していった。ベトナムの金融セクター、特に銀行セクターで

は 2000 年代以降、不良債権問題に対応するため、SBV 主導での統合や国有化が進められて

きた。個別セクター（銀行セクター、ノンバンクセクター等）の不良債権比率は公表されて

おらず、以下では金融機関全体の不良債権比率の推移（SBV による公表内容が確認可能な

2024Q2 まで）を掲載している。 
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図 58 金融機関全体の不良債権比率の推移 

 
出所）SBV 

 

直近では、新型コロナ感染症拡大の影響を受けて、不良債権比率の増加が見られている

（2023 年 Q3 時 点で 4.93%）。ただし、これらの数値はバランスシート上の数値であり、

実際は不良債権の一部を、2013 年に設立された VAMC（Vietnam Asset Management 

Company：債権買取会社）に売却することで不良債権対応を進めている。不良債権比率が

3%を超える金融機関に対して、VAMC への不良債権売却を義務付ける旨の SBV 政令草案

が 2025 年 10 月に示された。 

なお、不良債権処理については、各種の特例措置（会計上の取扱い変更等）が Resolution 

No.42/2017/QH14 によって定められている。ただし、同決議は 2017 年 8 月 15 日から 2022

年 12 月末までの有効期間であり、以降、SBV による国会への要求によって 2023 年 12 月

末まで延⾧されていた。 
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【参考】Resolution No.42/2017/QH14 の概要 

同決議は 2017 年 7 月 21 日に国会で可決されたもので、全 19 条で構成されている。金

融機関の不良債権を資産管理会社（AMC：Asset Management Company 実質的には

VAMC を指す。）に対して売却することが認められた。主な内容は以下のとおり。 

・対象となる金融機関には、外国銀行及び合弁銀行を含まない。 

・不良債権に付随した担保価値の算定は時価評価で行うこと 

・AMC による買取価格は独立した評価者（AMC・金融機関双方が合意した者）による価

格でとすること 

・裁判所による法的手続を簡素化する特例を定める。 

・土地使用権が担保に含まれる場合、当該土地使用権を AMC へ移転させることができ 

る。 

 

6.3 銀行 

銀行セクターとしては、商業銀行（46 行）、政策銀行（２行）、協同銀行（１行）が存在す

る（2024 年 9 月末時点）。商業銀行については、SBV によって下記 4 つの分類がなされて

いる。 

 

・国有商業銀行（State-Owned Commercial Banks） 

政府（SBV）が過半出資する商業銀行。政府による強い管理下にある 4 行がかつて

は該当していたものの、2024 年 10 月に行われた移管（不良行の統合）を行い、

2025 年 3 月末時点では 2 行となっている。（Ocean Bank が Military Bank と統合、

GPBank が VPBank と統合、Construction Bank が Vietcombank Neo に改称） 

・民間商業銀行（Joint-Stock Commercial Banks） 

株式会社形態の商業銀行。31 行が該当するものの、うち 3 行（VCB、BIDV 及び

Vietinbank）は政府過半出資であり、国有銀行として分類する場合がある。 

・外国銀行（Wholly Foreign Owned Banks） 

ベトナム国外に本店を有する外国銀行によるベトナム現地法人形態。下記 9 行が

該当。 

①Woori Bank Vietnam   （韓国系） 

②HSBC Vietnam    （英国系） 

③Standard Chartered Bank (Vietnam) （英国系） 

④Public Bank Vietnam   （マレーシア系） 

⑤Shinhan Bank Vietnam   （韓国系） 

⑥United Overseas Bank (Vietnam)  （シンガポール系） 

⑦ANZ Bank (Vietnam)   （オーストラリア系） 
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⑧CIMB Bank (Vietnam)   （マレーシア系） 

⑨Hong Leong Bank Vietnam  （マレーシア系） 

・合弁銀行（Joint-Venture Banks） 

ベトナム国内銀行と外国に所在する銀行との合弁会社形態。ベトナム側、外国側、

それぞれが半数の出資を行うもの。下記２行が該当 

①INDOVINA Bank（IVB） 

Vietinbank と台湾の CUB（Cathay United Bank）との合弁会社。1990 年設立 

②Vietnam-Russia Joint Venture Bank（VRB） 

BIDV とロシアの VTB（Bank for Foreign trade of Russia）との合弁会社。2006 年

設立 
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国有商業銀行・民間商業銀行の一覧（2025 年 3 月末時点）は以下のとおり。 

 

表 26 国有商業銀行、民間商業銀行の一覧 

  備考 資本金額 

（十億ドン） 

国有商業銀行 (State-Owned Commercial Banks)（２行） 

1 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 

Development -Agribank 

農村、農家向け融資が主 51,639 

2 Vietcombank Neo Limited – VCB Neo  ConstructionCommercial OneMemb

er Limited Liability Bank- CB 

－ 

民間商業銀行 (Joint-Stock Commercial Banks)（30 行） 

1 Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial 

Bank -VPBank 

三井住友銀行による出資あり（15 %） 79,339 

2 Viet Nam Technological and Commercial Joint 

Stock Bank -Techcombank 

 70,450 

3 Joint Stock Commercial Bank for Investment 

and Development of Vietnam - BIDV 

ジャパンデスクあり 

（国有銀行と分類される場合あり） 

68,975 

4 Military Commercial Joint Stock Bank - MB 新生フィナンシャル社と MB Shinsei 

Finance (MCredit)を設立 

61,023 

5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade 

of Vietnam - VCB 

みずほ銀行出資あり（15%） 

（国有銀行と分類される場合あり） 

55,891 

6 Vietnam Joint Stock Commercial Bank of 

Industry and Trade - Vietinbank 

MUFG 出資あり（20%） 

（国有銀行と分類される場合あり） 

53,700 

7 Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB  44,667 

8 Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - 

SHB 

 36,629 

9 Ho Chi MinhCity Development Joint Stock 

Commercial Bank –HDBank 

ジャパンデスクあり 35,101 

10 Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank 

- LPB 

 29,873 

11 Vietnam International Commercial Joint Stock 

Bank (VIB) 

 29,791 

12 Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank  28,350 

13 TienPhong Commercial Joint Stock Bank 

(TPB) 

ジャパンデスクあり 26,420 
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14 Vietnam Maritime Commercial Joint Stock 

Bank 

 26,000 

15 Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) あおぞら銀行と提携ジャパンデスク

あり 

24,658 

16 Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock 

Bank (Sacombank) 

りそな銀行と提携ジャパンデスクあ

り 

18,852 

17 Vietnam Export Import Commercial Joint Stock 

Bank (Eximbank) 

SMFG による出資があったものの解

消 

18,688 

18 Saigon Commercial Joint Stock Bank  15,232 

19 National Citizen Bank (NCB)  11,780 

20 Nam A Commercial Joint Stock Bank  10,580 

21 An Binh Commercial Joint Stock Bank 

- ABBank 

 10,350 

22 Bac A Commercial Joint Stock Bank  9,580 

23 Public Commercial Joint Stock Bank of Vietnam  9,000 

24 Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock 

Bank 

 7,139 

25 Ban Viet Commercial Joint Stock Bank  5,519 

26 Viet A Commercial Joint Stock Bank  5,400 

27 Prosperity and Development Commercial Joint 

Stock Bank 

 4,200 

28 Kien Long Commercial Joint Stock Bank  3,653 

29 Saigon Industry and Trade Commercial Joint 

Stock Bank 

 3,388 

30 Bao Viet Commercial Joint Stock Bank  3,150 

出所）SBV 

 

上記の商業銀行に加えて、政策銀行（２行）、協同銀行（１行）が存在する。 

・政策銀行（Policy Banks） 

政府系金融機関として下記２行が該当。ただし、２行ともに首相決定に基づいて設

立された金融機関であり、SBV によるライセンス付与は行われていない。 

①Vietnam Bank for Social Policies（VBSP） 

低所得者層や零細事業者向けの政策金融機関。 

②Vietnam Development Bank（VDB） 

開発投融資を担う政策金融機関。インフラ開発、産業支援などを支援 

・協同銀行（Cooperative Banks） 
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ベトナム全土に 1,176 行（2024 年 12 月末時点）を展開する PCF（People’s Credit 

Funds：人民信用金庫）の本部機能を担うもの。Co-operative Bank of Vietnam（Co-

opbank）が該当 

銀行セクターによる与信供与構成比は以下のとおり。近年では、わずかながら民間商業銀行

の与信供与構成比が増加しているものの、依然として国有銀行が約４割を占める構造が続

いている。 

 

表 27 銀行セクターによる与信供与構成比 

 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

国有銀行７行 45.3 44.8 44.4 44.0 

Vietnam Bank for Social Policies（VBSP） 2.4 2.4 2.5 2.4 

民間商業銀行 52.4 52.8 53.2 53.6 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 

出所）SBV 

 

日系大手３行（メガバンク）は、ベトナム民間商業銀行３行に対して出資を行う一方、ハノ

イ、およびホーチミンシティに支店（外銀支店）を開設している。また、日系大手３行以外

では、駐在員事務所を開設する日系金融機関が存在している。日系金融機関の駐在員事務所

の一覧（2025 年 3 月末時点）は以下のとおり。 

 

表 28 日系金融機関の駐在員事務所の一覧 

1 アコム（ホーチミンシティ） 9 大垣共立銀行（ホーチミンシティ） 

2 福岡銀行（ホーチミンシティ） 10 りそな銀行（ホーチミンシティ） 

3 広島銀行（ハノイ） 11 池田泉州銀行（ホーチミンシティ） 

4 JCB インターナショナル（ハノイ・ホ

ーチミンシティ） 

*タイ法人の駐在員事務所として 

12 群馬銀行（ホーチミンシティ） 

5 十六銀行（ハノイ） 13 北國銀行（ホーチミンシティ） 

6 常陽銀行（ハノイ） 14 北陸銀行（ホーチミンシティ） 

7 三菱 HC キャピタル（ホーチミンシテ

ィ） 

15 商工中金（ホーチミンシティ） 

8 国際協力銀行（JBIC）（ハノイ） 16 日本政策金融公庫（ホーチミンシティ） 

出所）SBV 

なお、一部の日系金融機関では、コンサルティングサービス等を提供する法人を現地にて設

立しており、OKB コンサルティングベトナム（大垣共立銀行・ハノイ）、きらぼしビジネス

コンサルティングベトナム（きらぼし銀行・ホーチミンシティ）、百十四ビジネスコンサル
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ティングベトナム（百十四銀行・ホーチミンシティ）が所在している。 

6.4 ノンバンク 

ノンバンクセクターとしては、ファイナンスカンパニー（16 社）、リース会社（10 社）が存

在する（2025 年 3 月末時点）。2018 年以降、事業者数に変化は見られない。2010 年以降の

ノンバンクライセンス発給は 1 件のみとなっている。具体的には、2017 年 9 月に、日本の

新生銀行（当時）が Military Bank（MB）とともに、消費者金融サービスを提供する事業会

社 MB Shinsei Finance を設立、サービスブランド MCredit の提供を開始した。ただし、実

態としては前身となる MB Finance のライセンスを用いていることから、新規発給とは見な

しにくい点がある。 

ま た 、 2023 年 12 月 に は 、 イ オ ン フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス 社 が PTF （ Post and 

Telecommunication Finance Company）の株式を、Southeast Asia Commercial Joint Stock 

Bank より 100%取得予定との旨が公表されている。なお、2024 年中の譲渡実行が予定され

ていたものの、PTF 社における不適切会計を巡る協議を経て、2025 年 7 月以降、改めて買

収に向けた取組みを進めるとのプレスリリースが行われている。 

 

なお、ベトナムノンバンクセクターの特徴として、預金の受入れが可能となっている点が挙

げられる。「ノンバンク」と呼称されるものの、預金の受入れが可能であることから、一般

的な銀行と同等の厳しい規制を受けることが特徴である。 

ノンバンクセクターの総資産規模の推移は以下のとおり。 
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図 59 ノンバンクセクターの総資産規模の推移 

 
出所）SBV 

・ファイナンスカンパニー（Finance Companies） 

ファイナンスカンパニーでは、消費者向けローンを含む融資業務、クレジットカード発行、

その他の信用供与を行うことが認められている、ただし、実際に業務を行うには、SBV が

定める要件（例：クレジットカード発行には、不良債権比率が一定水準以下であること、連

続２会計年度において利益計上していること等）が課されている。また、外国資本による出

資を行う場合にも各種要件（総資産 100 億ドル以上等）が定められている。 

 

ファイナンスカンパニーの一覧は以下のとおり。出資構成の変更等を反映して、ライセンス

更新時の社名変更が頻繁に行われている。 

 

表 29 ファイナンスカンパニーの一覧 

ファイナンスカンパニー（Finance Companies）（16 社） 

1 Post and Telecommunication Finance 

Company Limited 

9 Home Credit Vietnam Finance Company 

Limited – 

2 Finance Company Limited For Community 

- FCCOM 

10 ShinhanVietnam Finance Company Limited 

3 EVN Finance Joint Stock Company 11 JACCS InternationalVietnam Finance 

Company Limited 

4 HandicoFinance Joint Stock Company 12 Vietnam Shipbuilding Finance Company 

Limited 
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5 LotteFinance Vietnam Co.,Ltd. 13 Toyota Financial Services Vietnam Company 

Limited 

6 MiraeAsset Finance Company (Vietnam) 

Limited 

14 SHBankFinance Company Limited 

7 VPBankSMBC Finance Company Limited 15 Viet Credit Joint Stock Company 

8 HD SAISON FinanceCo.,Ltd  16 MBShinsei Finance Limited Liability Company 

出所）SBV 

 

・リース会社（Leasing Company） 

リース会社では、ファイナンスリースを提供することが認められている。最低資本金 1,500

億ドンでの設立が可能であるものの、ファイナンスカンパニー同様に各種要件が定められ

ている。リース会社の一覧は以下のとおり。 

 

表 30 リース会社の一覧 

リース会社（Leasing Companies）（10 社） 

1 VINASHIN Finance Leasing Company 

Limited 

6 Agribank no.1 Leasing Company 

2 Kexim Vietnam Leasing Company 7 Sacombank Leasing Limited Company 

3 Asia Commercial Bank Leasing Company 

Limited 

8 Vietnam International Leasing 

Company Limited 

4 Industrial and Commercial Bank of 

Vietnam Leasing Company Limited 

9 Chailease International Leasing 

Company Limited 

5 VCB Leasing Company Limited 10 BIDV – Sumi TrustLeasing Company 

Limited 

出所）SBV 
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6.5 マイクロファイナンス 

マイクロファイナンス会社（Micro Finance Institutions：MFI）として、下記の４社が

SBV からのライセンス付与を受けている（2025 年 3 月末時点）。 

 ①M7 MFI 

 ②Tinh Thuong One-member MFI（TYM） 

 ③Thanh Hoa Microfinance 

 ④Capital Aid for Employment of the Poor Microfinance Institution （CEP） 

マイクロファイナンスに関する公的な統計は見当たらないものの、2021 年の ADB 報告書
132によると、2019 年時点で上位２社（CEP 及び TYM）によって、約 84%の残高が占めら

れていた（2019 年時点での上記４社の残高合計は 6.7 兆ドン）。 

 

なお、SBV からのライセンス付与は受けていないものの、上記の４社以外にも NGO や国

際開発金融機関等が運営するマイクロファイナンス組織が存在している。SBV からのライ

センス付与を受けることで、金融機関（Credit Institutions）としての規制・監督を受けるこ

とになるが、預貯金の受入れが可能になる、外貨建ての借入れが可能になるといった業務範

囲の拡大が認められる。 

 

マイクロファイナンス会社に対する主な規制としては、2018 年 2 月に布告された通達

（Circular Letter）No.03/2018/TT-NHNN が存在する。主な規制内容として以下が挙げら

れる。 

・新規ライセンス発給の条件を示すとともに、既存マイクロファイナンス会社に対

する取扱い（移行措置）を定める。 

 ・出資者の制限（ベトナム国内法人・個人、外国銀行）を定める。 

・低所得者層を含め、マイクロファイナンスとして適切な顧客層に対する貸出額が

全体貸出額の 90%以上を占めるように制限する。 

・１人当たり貸出額の上限を 5,000 万ドンとする（上限１億ドンとする特例あり）。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
132 Reimagining Viet Nam's Microfinance Sector, Recommendations for Institutional and 

Legal Reforms (ADB Southeast Asia Working Paper Series No.20, Nov.2021) p.6 
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6.6 保険会社 

ベトナムにおける保険市場は、ベトナム財政省（MOF）及び保険監督庁（Insurance 

Supervisory Authority）の監督下にある。主要法規は 2023 年に改訂された保険事業法（Law 

on Insurance Business）である。 

 

表 31 ベトナム保険市場の概況 

 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

事業者数（社） 71 77 82 82 - 

 損害保険会社 32 32 32 32 - 

 生命保険会社 18 19 19 19 - 

 再保険会社 2 2 2 2 - 

 保険代理店 19 24 29 29 - 

総資産額（十億ドン） 573,368 708,534 822,269 908,623 1,007,204 

保険料収入（十億ドン） 187,447 218,475 247,793 228,428 227,495 

 損害保険 56,677 59,135 69,459 71,439 78,291 

 生命保険 130,770 159,340 178,334 156,989 149,204 

保険浸透率（％） 3.53 3.96 2.96 2.73 - 

出所）MOF（2024 年データは MOF 公表値のみを記載） 

 

上記の事業者とは別に、2023 年末時点で、外国保険会社の駐在員事務所が 15 拠点登録され

ている。 

なお、日系事業者は以下のとおり。 

 

Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam（第一生命） 

MSIG Insurance (Vietnam) Company（三井住友海上） 

Tokio Marine Insurance Vietnam Company（東京海上） 

United Insurance Company of Vietnam（損保ジャパン）：韓国系 KB、ベトナム地場 Bao   

Minh との共同出資 

Baoviet Life Corporation（住友生命）：ベトナム地場 Baoviet との共同出資 

 WellBe Vietnam Insurance Brokers Company（WellBe グループ）：保険代理店として設立 
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・損害保険 

損害保険市場では、主に健康保険、自動車（二輪を含む。）保険の２種が主要な保険商品と

なっており、保険料収入の約６割を占める。住宅が付保対象に含まれる火災保険（Fire & 

Explosion Insurance）は 15.2%程度、不動産保険（Property and Casualty Insurance）は 12.7%

程度の構成比にとどまる。 

2023 年保険商品別の保険料収入（グロス）は以下のとおり。 

 

表 32 2023 年保険商品別の保険料収入（グロス）（損害保険） 

 保険料収入 

（十億ドン） 

構成比 

（％） 

Health Insurance 23,754 33.3 

Automobile Insurance 17,870 25.0 

Fire & Explosion Insurance 10,883 15.2 

Property and Casualty Insurance 9,076 12.7 

Hull and P&I 2,958 4.1 

Cargo Insurance  2,843 4.0 

Liability Insurance 1,825 2.6 

Aviation Insurance 1,209 1.7 

Credit & Financial Risks insurance 946 1.3 

Agriculture Insurance 43 0.1 

Guarantee Insurance 32 0.0 

TOTAL 71,439 100.0 

出所）MOF 
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主な事業者は、PVI（Petro Vietnam Insurance）及び Bao Viet の 2 社となっている。 

 

図 60 2023 年保険料収入シェア（事業者別）（損害保険） 

 
出所）MOF 

  

15.4%

14.2%

7.1%

7.8%

6.9%

48.6%

PVI (Petro Vietnam Insurance)

Bao Viet

PTI (Post and Telecommunication
Insurance)

Bao Minh

BIC (BIDV Insurance)

Others



134 

 

・生命保険 

生命保険市場では、変額保険（Investment-linked）で保険料収入全体の約７割が占められて

いる。なお、ベトナムにおいては、日本の団体信用生命保険に相当する保険商品は存在して

いない。保険種類別の保険料収入（グロス）は以下のとおり。 

 

表 33 2023 年保険商品別の保険料収入（グロス）（生命保険） 

 保険料収入 

（ 十 億 ド

ン） 

構成比 

（％） 

Investment-linked 110,245 70.3 

Endowment 25,860 16.5 

Riders 18,631 11.9 

Term life 1,149 0.7 

Health care 155 0.1 

Pension 334 0.2 

Whole life Insurance 419 0.3 

Annuity 71 0.0 

Pure Endowment 1 0.0 

TOTAL 156,865 100.0 

出所）MOF 

 

Prudential、Manulife 及び日系の Dai-Ichi Vietnam で保険料収入の約半分を占めている。 
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図 61 2023 年保険料収入シェア（事業者別）（生命保険） 

 
出所）MOF 

 

なお、保険会社による市場での運用（2023 年実績）では、預貯金及び国債・政府保証債・

地方自治体債で全体の約８割が占められている。社債での運用は全体の 12%程度にとどま

っており、社債市場の混乱（2022 年～2023 年前半）による影響は少ないと見られる。 
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6.7 資本市場 

証券市場を含む資本市場については、財政省（MOF）及び国家証券委員会（State Securities 

Committee：SSC）による監督が行われている。また、ベトナムにはハノイとホーチミンに

証券取引所が設置されており、それぞれ HNX（Hanoi stock Exchange）、HOSE（Hochiminh 

Stock Exchange）と呼称されている。いずれの取引所でも株式取引が行われている一方、社

債取引は主に HNX で行われている。なお、HNX、及び HOSE の上場基準を満たさない、

あるいは上場していない企業を対象として、UPCoM と呼称される未上場公開株取引市場

が HNX に設置されている。 

 

・株式市場の概況 

2024 年末時点の株式市場の概況は以下のとおり。HNX は主に小型株を中心とした市場で

あるため、HOSE と比較すると、時価総額・取引額のいずれも小規模にとどまっている。 

 

表 34 2024 年株式市場の概況 

 HNX HOSE 

上場社数（社） 311 393 

時価総額（十億ドン） 158,467 5,207,883 

取引額（十億ドン） 359,533 4,671,311 

出所）HNX、HOSE 

 

なお、ベトナム株式市場に対しては、以下のような JICA による技術協力が行われており、

株式市場の成⾧・発展に向けた取組みが進められている。 

 ベトナム株式市場の公正性及び透明性改善に向けた能力向上プロジェクト 

  2019 年 1 月～2022 年 2 月 

 ベトナム国ベトナム株式市場の効率性向上に向けた能力向上プロジェクト 

  2024 年 4 月～2027 年 4 月 

 

・社債市場の概況 

ベトナム国内における社債発行では、2022 年 3 月以降、不動産事業者を中心とする新興財

閥による不祥事が相次いで摘発された。社債の中でも、私募債発行が大宗を占める中、虚偽

情報や情報隠蔽等の疑惑により、社債市場が混乱し、社債発行による資金調達が困難になっ

た。2021 年までは、不動産セクターによる社債発行額が全体の約 4 割近くを占め、最多で

あったものの、2022 年には全体額の減少とともに、2021 年の約 5 分の１程度まで減少し

た。発行額は減少したものの、2024 年に償還期日を迎える社債が多く存在しており、予定

とおりの償還が行われるかどうかが市場関係者より注目されていた。 

また、社債、特に私募債の利払い・償還に困難を生じる事業者が発生することを想定して、
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2023 年 3 月 5 日付の Decree No.08/2023/ND-CP により、時限的な取扱いが以下のとおり

定められた。 

・ベトナム国内市場向け社債について、債券保有者の同意のもと、利払い・償還を

現物（不動産、有価証券等）で行うことを認める。 

・債券保有者の 65%以上（残高ベース）及び発行体の監督機関の同意のもと、償

還期限を最⾧ 2 年間延⾧することを認める。 

・発行体の格付け取得を義務付ける（2023 年 12 月末までは一時的に見送り）。 

なお、当該政令は 2024 年 1 月以降も延⾧されることが決定している。 

業種別の社債発行額は以下のとおり135。 

 

表 35 社債発行額（業種別）（ベトナム国内分） 

 2021 年 

（十億ドン） 

2022 年 

（十億ドン） 

2023 年 2024 年 

 （十億ドン） （％） （十億ドン） （％） 

REAL ESTATE 270,140 51,979 75,147 22.5 98,410 21 

SECURITIES 22,504 5,648 13,360 4.0 9,372 2 

CONSUMER SERVICE 40,127 7,293 - - - - 

CONSUMER GOODS 21,355 4,566 15,029 4.5 - - 

ENERGY 37,397 5,045 2,004 0.6 4,686 1 

AGRICULTURE 2,850 2,973 - - - - 

BANKING 236,053 136,772 - -   

FINANCE 22,838 9,984 - -   

CREDIT 

INSTITUTIONS 

  194,715 58.3 304,602 65 

CONSTRUCTION 53,246 21,483 4,676 1.4 9,372 2 

MANUFACTURING   26,719 8.0   

INDUSTRIAL 

PRODUCTION 

21,666 6,945 - - 18,745 4 

OTHER 14,567 2,475 2,338 0.7 23,431 5 

TOTAL 742,743 255,163 333,988 100.0 468,618 100.0 

出所）VBMA 

 

ベトナム社債市場は、短期～中期での発行が多い。2024 年は償還期間５年以内のもので発

行額全体の約 7 割が占められた。償還期間（平均値）も短縮しており、4.5 年（2023 年）4.2

年（2024 年）となっている。 

                                                      
135 2023 年、2024 年分は業種区分が一部変更されている 
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2023 年～2024 年に発行された社債償還期間別の構成比は以下のとおり。 

 

表 36 2023 年～2024 年社債発行額（償還期間別） 

 2023 年 2024 年 

 発行額 

（十億ドン） 

構成比 

（％） 

発行額 

（十億ドン） 

構成比 

（％） 

5 年以内 169,332 50.7 315,370 67.3 

５～10 年 162,652 48.7 120,435 25.7 

１０年以上 2,004 0.6 32,803 7.0 

TOTAL 333,988 100.0 468,618 100.0 

出所）VBMA 

 

・グリーンボンドの発行概況 

ベトナムでは、グリーンボンドが 2016 年以降発行されている。ベトナム初のグリーンボン

ドは、2016 年にホーチミン市が発行した 3 兆ドン規模（償還期間 15 年）の地方自治体債

である。環境保全や省エネ対策等の資金として発行されたもので、以降同様の地方自治体債

が発行されている（バリア＝ブンタウ省政府による 5,000 億ドン規模（償還期間５年）の地

方自治体債等）。 

 

グリーンボンドの発行を推進するため、各種優遇措置が 2021 年 11 月に MOF によって定

められている（Circular No.101/2021/TT-BTC）。主な優遇措置として、証券取引所や VSDC

（Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation：ベトナム証券預託決済機構136）

に対する手数料（上場手続費用や取引費用等）の減額措置が定められた。なお、グリーンボ

ンド、グリーンクレジットについては、天然資源環境省（MoNRE）によるグリーン認証基

準の策定や資金調達の対象となるプロジェクトの評価基準等が検討されている。 

 

2016 年時点では、グリーンボンドに関する規則が整備途上であったものの、2017 年 8 月

14 日付の首相決定（Decision No.1191/QD-TTg）によりグリーンボンドに係るロードマッ

プを実現するために必要な各種規則が整備されることとなった。ただし、社債市場の混乱も

ある中で、グリーンボンド発行の活発化は見られていない。2023 年 10 月に BIDV による

2.5 兆ドン規模のグリーンボンド発行が行われており、金融機関として初のグリーンボンド

発行とされている。また、2024 年 11 月には Vietcombank による 2 兆ドン規模のグリーン

ボンド発行が行われている。 

 

                                                      
136 日本における「ほふり」（証券保管振替機構）に相当 
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2020 年国会において制定された環境保護法（Environmental Protection Law/2022 年 1 月施

行）によって、グリーンボンド発行に係る規制（発行手続、発行体による環境アセスメント

情報提供の義務付け等）が定められており、グリーンボンドとして、以下の３種類が定義さ

れている。 

 

表 37 グリーンボンドの種類 

Green G-Bonds 

（グリーン政府債） 

・国債として発行されるグリーンボンド 

・主な規制は Government Decree No.95/2018/ND-CP（2018

年 6 月 30 日） 

Green G-Guaranteed Bonds 

（グリーン政府保証債 

/地方自治体債） 

・省政府によって発行されるグリーンボンド 

・省政府に対して、資金使途、対象プロジェクト等の開示を義

務付け（MOF によるガイダンスに従うことが定められてい

る。） 

・主な規制は Government Decree No.93/2018/ND-CP（2018

年 6 月 30 日） 

Green C-Bonds 

（グリーン社債） 

・企業によって発行されるグリーンボンド（社債） 

・ 主 な 規 制 は Government Decree No.153/2020/ND-CP

（2020 年 12 月 31 日） 

出所）VBMA 
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6.8 日系企業による資金調達 

ベトナムに進出している日系企業では、運転資金や設備投資資金を日本本社との親子ロー

ン、または出資金によってまかなうことが多い（現地ヒアリングより）。親子ローンの組成

にあたっては、移転価格税制対応を含め、金利・為替レートに対する十分な配慮が必要とさ

れている。 

親子ローンについては外国為替管理に関する規則（関連する政令、通達を含めて随時改訂が

行われている）によって以下の条件が定められている。 

・借入れの目的 

 借入目的として以下の３点に限定される。 

①借入人の事業運営や生産・投資プロジェクトの実行 

②投資先企業の事業運営や生産・投資プロジェクトの実行 

③外国債務のリストラクチャリング 

なお、国内借入分の返済に充てるために外国ローンを組むことは禁止されている。 

また、改正住宅法においても親子ローンを利用した不動産事業のための資金調達は認めら

れず、ベトナム国内での資金調達が必要とされている。そのため、ベトナム現地に所在する

商業銀行（地場商業銀行）からの借入れに対する関心が高まっていることがヒアリングから

明らかになった。 

・借入れ通貨 

原則として外国ローンについては外貨建てとされるものの、SBV による承認をも

ってベトナムドン建てでの外国ローンも認められる。 

・借入限度額 

 現地法人の授権資本金額（投資登録証明書上の金額）までとされている。 

 

借入期間１年を超える外国ローンについては、SBV への情報登録が義務付けられている。 

 

社債発行による資金調達も可能ではあるものの、発行コストが高く、また比較的短期での償

還条件となることが多いため、中期～⾧期での調達が可能な親子ローンや資本金の増資が

主たる資金調達手段となっている。 

 

なお、現地商業銀行からの借入れも資金調達手段の１つとなる。日系金融機関が出資、ある

いは提携する現地商業銀行が主な貸出元となるが、その利用は限定的とみられる。その背景

の１つとして、SBV が各行に対して、与信供与総額の上限を設定している（対前年比での

伸び率を制限するもの）ことが挙げられる。同規制は、銀行による貸出急増及び不良債権増

加に伴う経営危機を受けて、2012 年以降に導入されたものである。銀行の前年度業績に応

じた伸び率が設定されるが、実態に応じて多少の変動（年度末に向けた増加が認められる等）

が存在する。プルデンシャル規制として一般的な大口信用供与規制も存在している。各行の
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経営判断による貸出優先分野がある中で、日系企業による現地商業銀行からの借入れには

不確実性が存在することもあり、親子ローンや出資金による資金調達が多いことがうかが

われる。 

 

商業住宅の開発に用いる資金については、2014 年住宅法 69 条によって定められた資金源

のみが認められている。具体的には以下の４つである。 

 ・出資者が所有する資本 

 ・個人出資、投資協力、事業協力、合弁等による出資 

 ・賃貸購入契約に基づいて前払いされた売買代金、賃料等 

 ・ベトナム国内の金融機関（Credit Institutions）からの借入金 

 

上記の規制により、商業住宅の開発目的の資金をベトナム国外の金融機関からの借入れで

まかなうことはできない。なお、2025 年 1 月に施行された新住宅法においても、同規制が

残っており、親子ローンを利用した商業住宅開発資金の調達は認められていない。 

 

社債発行による資金調達については、住宅法と Decree No.99/2015/ND-CP との間に齟齬

（同政令では、住宅開発事業者による社債発行が認められている。）があったものの、2025

年 1 月に施行された新住宅法及び新不動産事業法では、社債発行、株式発行及びファンド

証書発行が認められており、商業住宅開発事業者による開発資金調達目的での社債発行が

認められた。 
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7 住宅金融市場の現状 

7.1 住宅金融制度 

ベトナムにおける住宅金融は、一般層向けの住宅金融及び低所得者層向けの政策的な住宅

金融の２つに大別される。 

 

一般層向けの住宅金融としては、商業銀行による住宅ローンが提供されている。住宅ローン

専業の金融機関は見当たらず、消費者向け融資の１商品（二輪・四輪ローン、クレジットカ

ード、教育ローン等の各種金融商品の１つ）として商業銀行が提供するものである。外国銀

行及び外銀支店による住宅ローン提供も行われているものの、地場商業銀行（国有商業銀

行・民間商業銀行）が主たる住宅ローン提供者である。なお、これらの住宅ローンはベトナ

ム人向けに提供されている。外国人がベトナム地場商業銀行から借入れを行うことは困難

であり、ベトナムの口座に入金した自己資金による購入が一般的である。 

 

商業銀行が提供する住宅ローンについては、借入当初１年間は固定金利での優遇金利が適

用され、２年目以降は変動金利に移行する商品が多く見られる。2024 年 11 月時点137では、

商業銀行の借入当初の優遇金利は 6.6%/年程度、優遇期間終了後の金利は 10～12%程度と

なっている（下図参考）。また、物件価格に対する融資率（LTV）は 70～80%程度、貸出期

間は最⾧ 25 年間程度とする商業銀行が多い。なお、繰上げ返済に伴う手数料として、1～

3％の手数料が課されることも多く、⾧期・固定金利での住宅ローン提供は一般的ではない。 

  

                                                      
137 2025 年 11 月の現地調査においても、この金利水準から大きく変化していないとのコ

メントを現地の金融機関より得た 
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図 62 ベトナムにおける住宅ローンの一般的な金利構成図 

 
出所）現地調査 

 

表 38 商業銀行が提供する住宅ローンの概要（主な条件） 

 条件 

資金使途 住宅の取得（集合住宅・戸建て） 

貸付限度額 物件価格（土地・建物）に対して 70～100% 

貸付期間 20～35 年間 

返済猶予期間 利息、元金ともに返済猶予期間を設定するケースは見当たらない。

ただし、利息分は月ごと返済、元本分を 3 か月ごと、半年ごと等

から選択できるケースあり 

金利（年利） 借入当初 1 年間は固定金利での優遇金利で 5.50～7.90%(2024 年

11 月現在）。2 年目以降は変動金利に移行 

繰上げ返済手数料 残高や返済額に応じて 1～3%程度 

審査必要書類 国民 ID カード、居住証明書（公安省発行書類） 

住宅ローン申込書 

労働契約書、直近３か月間の収入を証明するもの 

手続の流れ ①銀行担当者とのアポイント取得 

②銀行担当者による説明と申込み（必要書類の提示、写しの確認

等） 

③銀行による審査 

④ローン契約書の署名および必要書類原本（物件購入契約書、所有
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権証明書等）の提出 

⑤ローン実行 

その他 ローン完済時の年齢に上限を明記するケースあり（65～75 歳） 

出所）各行公開情報 

 

低所得者層向けについては、２行の政策銀行のうち、VBSP（Vietnam Bank for Social 

Policies：ベトナム社会政策銀行）から次の 2 種類のローンが提供されている。 

 ・貧困世帯向け住宅金融 

政府による指示138のもと、貧困層に対する住宅金融を提供 

・メコンデルタ地域における住宅金融（住宅資金の後払い） 

メコンデルタ地域の VBSP 支店（１中央直轄市、及び７省139）を通じて提供され

る。洪水被害を受ける可能性が高い場所の居住者に対して、住宅費用（①商業住宅

の購入費用、②自身による建築資金、いずれも対象）の貸付けを行う。 

主な条件は次のとおり。 

 

表 39 VBSP が提供する住宅金融の例（主な条件） 

 貧困世帯向け メコンデルタ地域向け 

資金使途 住宅建築、改修 商業住宅の購入 自身による住宅建築 

貸付限度額（千ドン） 1,000,000 7,000 7,000 

貸付期間 最⾧ 25 年間 最⾧ 10 年間 

返済猶予期間 - 当初５年間（元本、利息とも） 

金利（年利） 6.6% 3.3% 

その他 主な対象は山岳部の

少数民族など 

地区人民委員会等の承認がある場合、貸付限

度額は 9,000（千ドン）まで増額可能 

出所）VBSP 

 

なお、上記に加えて、社会住宅の供給拡大に対応するための優遇ローン140も提供している。 

 

また、現地調査（ヒアリング）によると、公的な枠組みとは別に、農村部を中心にマイクロ

ファイナンス組織による互助的な住宅購入資金の融通や親族からの借入れも多く行われて

いるとのことであった。 

                                                      
138 2022 年 4 月の政令（Decree No.28/2022/ND-CP）に基づく。 
139 ロンアン省、ティエンザン省、ヴィンロン省、カントー（中央直轄市）、ハウザン省、

アンザン省、ドンタップ省、キエンザン省 
140 2015 年 10 月の政令（Decree No.100/2015/ND-CP）、及び同政令の改訂に基づく 
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7.2 住宅金融に関連した規制 

ベトナムでは、土地法の規制により、不動産に対する抵当権を設定することができるのは、

SBV 監督下の金融機関（実質的には商業銀行）に限定されている。抵当権を設定しないリ

フォーム目的のローンは、無担保ローンとして取扱われ、相対的に高い金利帯の商品となっ

ている。 

なお、住宅ローンの提供にあたっての頭金規制は存在しない。頭金規制は、一般的には投機

的な目的での住宅購入を防ぐため仕組みであるが、ベトナムにおいては当該規制が存在せ

ず、住宅価格の高騰を防ぎにくい状況となっている。他国（インドネシア等）では、同種の

規制として、住宅面積や住宅種別（アパートメント、戸建てなど）に応じた頭金比率、２軒

目の住宅購入時の頭金比率等の設定が行われており、住宅市場の過熱を防ぐ取組みが図ら

れている。 

上記の抵当権設定に係る規制を除くと、住宅金融に特有の規制（特に金融機関に対するもの）

は見当たらない。ベトナムでは、各金融機関が自行の判断・裁量によって融資額・融資限度

（物件価格に対する融資比率）等のローン条件を設定している。現地調査（地場商業銀行に

対するヒアリング等）からは、一部の金融機関が独自の取組みとして、取得する住宅の利用

目的（自己居住目的又は投資目的）を審査時に確認した上で、ローン条件の調整を行ってい

ることが確認された。 

 

7.3 住宅取得時のリテールファイナンス 

商業住宅・個人住宅ともに、住宅ローンが主に商業銀行によって提供されている。 

住宅ローン市場規模に関する公的な統計は見当たらないものの、公開情報等に基づくと、

2023 年末時点で約 1,778 兆ドン（約 10 兆円）の残高規模と考えられている。新型コロナ感

染症拡大に伴う、一時的な経済停滞を受けて、2019 年から 2020 年にかけてはほぼ横ばい

だったが、リテール向け住宅ローン市場規模は拡大を続けている。不動産市場の一時的な混

乱が見られた 2023 年は、2022 年比でほぼ横ばい・微増と見込まれる。 

一方、2024 年に入ってからは、SBV による与信供与枠の増加（15-16%・2023 年は 14-15%）、

および預金金利が低下する中でも預金残高の増加（貸出資金源の増加）が見られた。住宅ロ

ーン利用の利用が拡大する一方、現金による購入も依然として多いことがヒアリングで確

認された。2024 年の住宅ローン市場も増加傾向となっている。 
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図 63 住宅ローン市場規模の推移 

 
出所）SBV、Vietcombank Securities 

 

個別行の住宅ローン残高については、公表情報が存在しないケースが多い。しかしながら、

ベトナムにおいて住宅ローン供給に積極的な主要行の住宅ローン残高（2024 年末時点）を

公開情報より算出すると次のとおり。 

表 40 2024 年主要行の住宅ローン残高 

 個人向け住宅ローン

残高 

（十億ドン） 

Vietcombank 261,439 

BIDV 287,631 

Techcombank 193,450 

Vietinbank 185,367 

VIB (Vietnam International bank) 101,250 

VPBank 93,854 

出所）各行公開情報 

 

住宅ローン市場では、Vietcombank、BIDV、Techcombank、Vietinbank の 4 行の存在感が

大きい。 

なお、住宅ローンの普及率（対 GDP 比）を見ると、ベトナムでは 2024 年末時点で 17.0%

となった。新型コロナ感染症の拡大による一時的な経済停滞の影響も少なく、2021 年以降
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の増加傾向が見られたことから、経済成⾧に加えて、不動産価格の上昇に伴う住宅ローン市

場の拡大がうかがわれている。住宅ローンの普及率（ベトナム及び周辺国）は以下のとおり。 

 

図 64 住宅ローンの普及率（ベトナム及び周辺国） 

 
出所）各国中央銀行による公表データ 

 

 

本調査では、現地調査の中でヒアリングを行っており、住宅金融に関連して以下の点が指摘

された。 

図 65 ベトナムの商業銀行における住宅ローン業務上の課題 

 
出所）現地ヒアリング結果 
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表 41 住宅金融に関する現状と課題（ヒアリング調査より） 

項目 内容 

担保評価における恣意性・不

透明さに対する懸念が生じて

いる 

・住宅ローンの審査にあたり、過大な担保（物件）評価

およびそれに基づいた過剰な貸付に対する懸念を示す銀

行が存在する。 

・従来の支店単位での評価を取りやめ、本店主導でのセ

ンター化による恣意性の排除、慎重な審査を志向する傾

向が窺われる。 

金利低下の一方、住宅ローン

利用率が低迷している 

・足元での金利は低下傾向にあるものの、住宅ローン利

用率および住宅ローン残高が増加しない銀行が存在す

る。 

・（後述の繰上げ返済の可能性が高いことに加えて）現

金で購入する顧客が一定数存在するため、住宅ローン残

高の安定的な拡大が難しい状況にある。 

住宅ローンを組むことが可能

な層が限定されている 

・銀行口座を保有していても、住宅ローンの対象となる

層が限定的となっている。 

・一定の頭金が必要な銀行もあり、フルローンを提供で

きる顧客は少ない。 

自己居住目的での実需が旺盛

ではあるものの、住宅価格の

収入比が極めて高い 

・不動産事業者が取扱う物件の多くがミドル～ハイエン

ド顧客層向けであるが、投機的な購入も存在する。 

・住宅価格が上昇を続けており、収入比が極めて高い。 

金利調整を行った上で住宅ロ

ーンを提供する 

一 部 の 優 良 顧 客 （ 主 に 富 裕 層 が 該 当 す る Priority 

Customer）や銀行として重要な顧客向けには金利を引下

げる場合がある。 

繰上げ返済の可能性が高い 銀行口座を経由しない収入が多く存在していることか

ら、収入証明書で確認できる以外の収入（現金収入）を繰

上げ返済に充てるケースが多い。そのため、繰上げ返済

時のペナルティ（手数料）をチャージし、利息収入を確保

する必要がある。 

住宅ローンの借換えは少ない 2023 年 9 月より、住宅ローンの借換えが法的には可能に

なったものの、事務手続（権利証の受渡し、完済手続等）

が煩雑であり、実際に借換えに至ったケースは極めて少

ない。 

出所）現地調査 
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なお、現地調査では、住宅ローンの審査時に借入人の収入状況の捕捉が難しいことが指摘さ

れた。個人信用情報機関（CIC）から取得できる情報は限られているため、借入状況（返済

状況を含む。）の把握が困難であることに加え、書面で収入を証明することができないため

審査すらできないケースが存在することも挙げられた。具体的には、給与所得者であっても

勤務先以外からの副業による収入、特に現金による収入を得ている場合に、それらの収入を

証明することができないため、金融機関側で正確に収入を把握することができないことか

ら、返済能力の把握に限界がある。 

また、住宅ローン審査において利用できる個人信用情報が CIC（SBV 管理下にあり、原則

としてすべての金融機関が参照・報告するもの）および PCB（民間事業者によるもの、利

用は PCB 加盟社に限られる141）に限定されているため、個別行が限られた情報の中で与信

判断を行わなければならないことから、融資に当たっては慎重にならざるを得ないことな

どが挙げられている。CIC が月次更新であるのに対し、PCB は日次でデータが更新される

ため、情報の鮮度という点では PCB に優位性がある。一方で、PCB の人口カバー率は約

50％にとどまり、必ずしも全国を網羅していない。もっとも、2025 年度のヒアリングでは、

CIC においてもデータ項目の拡充や更新スピードの改善が進んでいるとの声が金融機関か

ら聞かれた。 

金融機関は依然として Excel フォーマットを用いて信用情報を作成し、月次で CIC にメ

ール送付する運用が一般的である。最近では、担保について車両・農業機械などの種類や評

価額を詳細に記入するほか、債務者の配偶者情報も補足的に提出するなど、取得情報の範囲

が広がりつつある。 

 

また、ある金融機関では、CIC や PCB の信用情報に加えて、サードパーティーのデータ

を活用して与信審査を行っている。TrusingSocial（シンガポール発のスタートアップ）や 

ZaroScore（Zalo を運営する企業の子会社）のほか、電力会社や通信会社から購入したデー

タを組み合わせ、審査判断の約 9 割をデータに基づき行っている。残り 1 割は営業担当者

の裁量によるもので、必要に応じて顧客を訪問し、住居や所得状況を直接確認することによ

り、より包括的な審査を実現しているという。 

  

                                                      
141 2025 年 11 月時点で 6 行 
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図 66 ある金融機関における与信スコアリングモデル 

 

出所）現地調査 

 

ベトナムでは、日本における「125%ルール」（変動金利の上昇時に毎月の返済額に一定の上

限を設定し、返済負担を緩和するルール）がないことから、金利上昇時の借入人の返済能力

も見据え、より慎重に判断する必要がある。 

 

その他、業務効率化の観点では、ベトナムの電子身分証明システムである VNeID を用い、

顧客からの書類提出を電子化する取り組みが進んでいる。ある金融機関では、住宅ローンに

おいて、VNeID アプリを通じて収入証明書や住宅購入契約等を受領している。従前のよう

な紙ベースでの書類のやり取りが削減されているという。 

現時点では実装至っていないが、VNeID に個人の信用情報を紐づけ、いわゆるクレジット

スコアを算出する構想が存在するという。VNeID アプリは電子ウォレットとしての機能も

有しており、公共サービスの支払い等も可能である。個人の決済データを集約した信用情報

として、より正確な与信審査の実現に寄与することが期待されている。 

 

7.4 住宅ローン商品の比較 

ベトナムにおける住宅ローン商品では、主に次の３点を顧客に対し訴求するものが多く見

受けられる。 

・最⾧融資期間  ：毎月の返済額に影響する 

・融資率  ：物件価格に対する融資割合。頭金金額に影響する。 

・繰上げ返済手数料率 ：繰上げ返済額や残存期間に応じた料率。繰上げ返済額 

や頻度に影響する。 

繰上げ返済が行われる可能性の高さに対する金融機関からの指摘があるように、繰上げ返
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済手数料率が住宅ローン商品の商品性の１つとして挙げられることが特徴である。金利に

ついては、当初の 1 年間は優遇金利（固定金利）が提供され、固定期間終了後は変動金利に

移行することが一般的である。 

2025 年 11 月時点の主要な商業銀行が提供する住宅ローン条件（金利、融資率等）は以下の

とおり。 

 

表 42 2025 年 11 月主要行の住宅ローン条件（金利、融資率等） 

分類 銀行名 

優遇金利 

（％/年）*各種優遇条件

（提携物件等）がさら

に追加適用される場合

あり 

最 ⾧ 融 資

期間（年） 

融資率 

（％） 

国有商業銀行 Agribank 6.50 30 100 

民間商業銀行 

BIDV *ハノイ、ホーチミン

シティ在住者 

5.00～5.50 

（上記以外）6.00～

7.00 

30 100 

Vietcombank 5.50～5.70 30 100（最大

5 億ドン） 

VietinBank 5.60 

(社会住宅向け 1.50～

2.00） 

20～35 70～100 

ABBank 9.65 35 100 

ACB n/a 25 n/a 

BAOVIET Bank 3.00 25 85 

BAC A Bank 6.60 30 100 

出所）The Vietnam Association of Realtors (VARS) 

 

民間商業銀行の大手では、Vietcombank が 5.7%、Vietinbank が 5.6%と、直近数年間にわ

たって金利水準が低下する傾向が見られた。 

 

なお、融資率に上限がある場合でも、購入する物件とは別に担保となる物件や有価証券等を

所有していれば、フルローンの提供も行われている。また、不動産事業者との提携ローンも

提供されており、資産価値の高い物件を提供する大手不動産事業者の物件については、金利
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を優遇するケースもあるとのことだった。具体的には、「金利サポート142」と呼称されるも

ので、ディベロッパーが住宅ローン金利の一部を負担する形で、より低利での住宅ローン提

供が行われている。 

ディベロッパーによる金利サポートについて、2025 年 11 月に追加調査を行った。その結

果、大手ディベロッパーが供給する多くの物件において販売促進を目的として提供されて

おり、この傾向にはハノイ・ホーチミンにて差異はないことが確認された。また、具体的な

サポート内容としては、前述した通り当初の固定金利期間に限り、金利分の全額をディベロ

ッパーが負担するケースが多いという。つまり、ローンを利用した住宅購入者の立場として

は、固定金利期間においては元本の返済のみを行えばよいということになる。 

 

図 67 ディベロッパーによる「金利サポート」のイメージ 

 
出所）現地調査 

 

元金の返済にあたっては、返済タイミングを選択することができる住宅ローン商品も存在

する。毎月支払い、３か月ごと支払い、半年ごと支払い等の返済タイミングから、借入人の

都合に応じた選択が可能となっている。 

  

                                                      
142 現地においては、Developer’s subsidy と呼称されることもある 
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表 43 主要行の住宅ローン商品の概要 

 Vietcombank BIDV Techcombank Vietinbank 

金利 

（2025 年 11

月） 

3.99% 5.00% 6.00% 5.50%～6.00% 

融資率 最大 100% 最大 100% 最大 80% 最大 90% 

返済負担率 

（DTI） 

（明記なし） （明記なし） （明記なし） （明記なし） 

返済条件 元本分は月ごと、

３ か 月 ご と の 選

択可 

利息分は月ごと 

元本分は月ごと、

３か月ごと、半年

ごと、１年ごとの

選択可 

利息分は月ごと、

３か月ごと 

- １ ～ ３ か 月 ご と

の選択可 

返済期間 最⾧ 30 年 最⾧ 30 年 最⾧ 45 最⾧ 30 年 

繰 上 げ 返 済

手数料条件 

残存期間・金額に

応じて利率設定 

（明記なし） 当 初 5 年 間 は

0.5%～ 

（明記なし） 

担保 不動産、有価証券、預金等 

その他 - BIDV 支店と同一

地 域 あ る い は 隣

接地域での居住・

勤務者が対象 

- -  

出所）各行公開情報 

 

なお、返済方法では元金均等返済が選択されるケースが多いとされている。また、2025 年

に入ってからは、金利水準の引下げが行われているとの記事も出ており、各行が住宅ローン

提供に積極的に取組む傾向が見られている。 

 

 

7.5 建設資金調達 

不動産事業者の多くは、社債発行（特に私募債発行）及び銀行借入れによる資金調達を行っ

ている。なお、住宅法の規制により、住宅開発を目的とする資金の銀行借入れについては、

SBV 監督下にある金融機関（Credit Institutions）からのものに限定されている。そのため、

住宅開発を目的とする資金を国外から借り入れることは認められていない。 

ベトナム最大手のディベロッパーである Vinhomes を例として、資金調達の状況を見ると

以下のとおり。 
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表 44 2022 年～2024 年 Vinhomes 資金調達の状況 

 2022 年 2023 年 2024 年 

調達額合計（兆ドン） 36.2 56.7 81.3 

資金調達手法の構成比（%） 

 銀行借入れ 49 58 44 

 社債 27 27 41 

 その他 24 15 15 

償還・返済期限の構成比（%） 

 １年以内 42 32 52 

 １～３年 36 57 45 

 ３～５年 22 10 3 

出所）Vinhomes 

 

なお、Vinhomes の資金調達（社債）については、2024 年末時点での平均償還期間が 1.95

年、平均借入金利が 10.50%/年となっている。同社における 1 年以内に償還・返済期限を

迎える借入れが、全体の約 5 割を占めている。不動産事業者として、最大手であっても、比

較的短期での資金調達が主となっており、⾧期資金に対する需要は高い。 

また、社債償還が困難になったため、実物（不動産）による代物弁済を債権者に打診したと

の報道がなされるディベロッパーも存在しており、ベトナムにおける安定した資金調達の

難しさがうかがわれる。 

 

【参考】2022 年ベトナム不動産事業者による資金調達の困難について 

ベトナムでは 2022 年以降、不動産事業者の摘発が相次いだ結果、不動産業界全体に対す

る不信感が広まった。不信感を背景に、社債発行による資金調達が困難となる状況が発生

した。不動産事業者に関する主な不祥事は以下のとおり。 

・FLC グループの会⾧が株式相場操縦、詐欺・横領容疑で逮捕（2022 年３月） 

・地場系不動産事業者 THM（Tan Hoang Minh）の会⾧が私募債の違法発行（虚偽情報

に基づく発行）、詐欺・横領容疑で逮捕（2022 年 4 月） 

・華僑系不動産事業者 VTP（Van Thinh Phat）の系列投資グループ会社による違法な社

債発行、VTP グループ会⾧が詐欺・横領容疑で逮捕（2022 年 10 月） 

これらの事象により、大規模、かつ⾧期の資金を必要とする不動産開発事業において、資

金調達に課題を抱える事業者が多数存在していることが顕在化した。さらに、商業銀行か

らの借入れも難しくなった結果、資金繰りに窮する事業者も多いと見られている。 

また、2022 年 10 月には、上記の VTP グループ会⾧の逮捕に続いて、実質的に経営支配

権を有していた SCB（サイゴン商業銀行）に対する預金取付け騒ぎが発生した。同行で

は、2017 年～2018 年にかけて SBV による監督検査を受けた際、検査チームに対する贈
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賄が行われていたことが発覚したこともあり、預金取付け騒ぎにつながった。結果とし

て、SBV の特別管理下に同行は置かれることとなり、不動産市場と関係が深い銀行セク

ターに対する不信感も高まった。 

2022 年末から 2023 年にかけては、不動産市場および関連する銀行セクターに対する不

安感が存在したものの、2024 年以降は社債償還の繰延べや住宅ローン金利の低下などを

背景として安定を取戻しつつある。 

 

7.6 資金調達手法 

住宅金融（住宅ローン及び不動産事業者向け融資）を提供する金融機関の資金調達手法とし

ては、預金と社債発行の２つが主なものとなっている。 

預金については、SBV によって預金金利の上限が定められている。2024 年 11 月以降の上

限金利（ドン建て）は以下のとおり。 

 ・当座預金・１か月以内定期預金 0.5%/年（2024 年 10 月までは 0.5%/年） 

 ・１～６か月定期預金  4.75%/年（2024 年 10 月までは 5.5%/年） 

なお、６か月を超える定期預金の金利は、各行の裁量に委ねられている。 

市場の実態としては、6～12 年か月以内の短期の定期預金が多く利用されている。2025 年

時点では、4.4～5.2%/年の預金金利水準となっている。 

2024 年の金融機関における金利目安は以下のとおり。 

 

表 45 2024 年金融機関の金利目安（預金金利・貸出金利） 

預金金利目安 

 当座預金・1 か月以内定期預金 0.1～0.2% 

 6 か月以内定期預金 3.1～4.0% 

 6～12 か月定期預金 4.4～5.2% 

 12～24 か月定期預金 5.0～5.9% 

 24 か月以上定期預金 6.8～7.2% 

貸出金利目安 

 貸出金利 6.7～9.0% 

出所）SBV 
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なお、直近 2025 年 11 月時点での主要行の預金金利（12 か月定期預金）は以下のとおり。 

 

表 46 2025 年 11 月時点 主要行の預金金利（12 か月定期預金） 

銀行名 預金金利 

Vietcombank 4.60% 

BIDV 4.70% 

Techcombank 4.65～5.00% 

（預入額に応じた金利） 

Vietinbank 4.70% 

出所）各行公開情報 

 

社債発行による資金調達については、銀行・ノンバンクを含む金融機関が発行体となる社債

の平均クーポンレートが約 5.7%/年（2024 年・VBMA より）となっており、預金による資

金調達とほぼ同等の水準となっている。ただし、預金が比較的短期で満期となる定期預金で

占められている一方、社債発行では１～３年程度、場合によっては５年程度の償還期間の社

債が発行されており、重要な中⾧期資金の調達源となっている。 
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8 住宅市場及び住宅金融市場の発展に向けた検討 

8.1 住宅市場及び住宅金融市場の課題 

住宅市場及び住宅金融市場のそれぞれについて、初期の課題仮説及び本調査（現地調査を含

む）を通じて整理を行った。住宅市場に関する課題は以下のとおり。 

 

表 47 住宅市場の課題の一覧 

 初期の課題仮説  本調査を通じて整理された課題 

物 件

開発 

住宅関連法の改正に伴う対応

の見極めに苦慮 

 ・2024 年 8 月に関連 3 法が改正されたものの、実行

面での整備は想定ほど進んでおらず、2025 年 1 月時

点では、政令や細則の施行は 2025 年に本格化するこ

とが想定されていた 

・中央省庁は法改正により不動産市場の改善に向けた

措置を講じたとの立場だが、今後は地方政府が実務レ

ベルでの対応を行っていくこととなり、一定の地域差

が生じる可能性があると見られていた 

・2025 年度の調査では、ベトナム南部の現地企業から

は法改正後に地方分権が進展しているとの声も聞か

れる。省・中央直轄市レベルの人民委員会で行政手続

きが完結するケースが増えており、スムーズな対応が

評価されている 

TOD と住宅開発計画との調和

が不十分 

 ・2024 年 8 月にはハノイにおいてメトロ 3 号線が開

通したが、都市計画上の観点からは調和が取れた開発

になっているとは言いづらい状況 

・メトロ沿線に社会住宅プロジェクトがほとんど見ら

れない点が挙げられる 

・一方で、2026 年には南部ドンナイ省でロンタイン国

際空港が開業予定であり、ホーチミン市中心部と空港

を結ぶ道路インフラ整備も進行している。こうした大

型インフラと都市開発を組み合わせた調和的な成⾧

への期待が高まっている 

住宅取得に関する税制整備が

不十分（取得支援・投機制限等） 

 ・2024 年度の MOF との面談においても、市況改善に

向けて関心の高い領域として言及がなされた（詳細後

述） 

・ディベロッパー・金融機関からも、他国と比較して

住宅関連税制の制度設計が遅れており、改善が期待さ

れている点コメントがあった 



158 

 

・不動産投機の抑制を目的として、短期保有の不動産

譲渡益に対する税負担を引き上げる案144を MOF が検

討していたものの、2025 年 10 月の個人所得税法改正

では最終的に見送られた。市場停滞への懸念が投資家

等から示されたことが理由とみられる 

都市部における住宅開発が困

難 

 ・2023~2024 年にかけてハノイのミニアパートメント

で火災が多発するなど、小規模住宅が密接する都市部

の再開発は喫緊の課題である。しかしながら、ハノイ

に約 1,500 棟存在する築後数十年が経過した低層共同

住宅は権利関係が複雑であり、建替えに当たっての合

意形成が困難 

・地域によっては建替え後も９階程度までしか高層化

できないため、開発事業者にとっては収益面でも魅力

に乏しい 

許認可の遅延により開発事業

者の負担が増加 

 ・法改正により一定の改善が期待される。例えば、不

動産関連では、外資企業の定義はこれまで土地法のみ

で定義されていたところ、改正により土地法・住宅法・

不動産事業法において共通化が図られた 

・こういった法律間の不整合を解消することにより、

住宅開発における行政手続が迅速化する旨、政府機関

へのヒアリングでも言及された 

・実際に、2025 年に入ってから不動産関連の許認可手

続きが迅速化しているとの声が現地ディベロッパー

から聞かれており、2024 年法改正の効果が徐々に現れ

ているものと考えられる 

開発事業者の資金繰りが難化  ・不動産企業のスキャンダルに端を発した社債市場の

混乱などは一定の落ち着きを見せている 

・一方で、2024 年の不動産事業法の改正（デポジット

規制の強化）により、開発資金を顧客からのデポジッ

トに依存していた開発事業者は再び資金繰りが悪化

する可能性がある 

都市人口の増加により住宅需

要が急増 

 ・ハノイでは急速に人口が増加しており、住宅供給が

需要に追い付いていない 

                                                      
144 現行法では取引額によらず総額の 2%を一律で納税するところ、短期の不動産譲渡益に

対しては 20%の税率とすることが検討されていた 



159 

 

不動産価格の上昇を期待した

投機的な需要が増加 

 ・取引されている物件の価格帯等を鑑みても投機的な

売買は依然多いと考えられ、前述のとおり投機的な売

買に適切な税負担を要請する仕組みが求められてい

る 

・投機的な売買の結果、住宅価格が向上し、実需世帯

にとって手が届きづらい状況となっている（アフォー

ダビリティの低下） 

物 件

管理 

物件管理上必要な制度の整備

が不十分 

 ・ベトナムでは、集合住宅における修繕積立金は購入

時に一括徴収され、日本のように毎月積み立てる方式

ではない。また、積立金を⾧期的に運用するという考

え方も一般的ではない 

・共同住宅の維持管理についてルール作りは進められ

ているが、準拠しているのは本邦企業が参画する物件

や地場企業のハイエンドな物件に限られる 

・MOC からも高層の建築物が急速に増えている中、

10 年後には不動産管理が大きな課題になるのではな

いかとのコメントが寄せられた 

・管理費の徴収方式や管理費の水準など、日本企業が

進出するうえでは課題が多いといえる。施工品質や設

備安全性の観点からも、日本企業が管理業務を担う際

の懸念点は大きいとの声が聞かれた 

物件管理意識の醸成が道半ば  ・ベトナムでは住居、特に共同住宅を⾧期の資産とし

て捉える意識が低い旨、地場企業よりコメントがあっ

た 

・５年程度で住み替えることを前提にしているため、

共用部の使い方や共益費の支払いなどに関する意識

が乏しく、所有者間、所有者と管理会社でトラブルに

なることもあるとのことだった 

出所）公開情報、現地調査 

 

住宅金融市場に関する課題の一覧は以下のとおり。 

表 48 住宅金融市場の課題の一覧 

 初期の課題仮説  調査を通じて整理された課題 

資 金

調達 

⾧短資金ギャップの拡大  ・昨年調査時と引き続き資金ギャップは存在してお

り、銀行は短期預金での調達を行う一方で（相対的に）

⾧期な住宅ローンなどの融資を行っている 
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・そのため、ALM リスクが比較的顕在化しやすい状況

（開発事業者の社債に発行に関連し、SCB では取り付

け騒ぎが起こり、一時国有化されたことは ALM リス

クが顕在化された事案である。） 

住宅ローン債権の証券化が困

難 

 ・証券化のメリットは政府・民間双方に認識されてい

るが、商業銀行の流動性が高い現状においては早期に

実現するための活動にはつながっていない。2025 年度

の MOF との面談においても、省庁再編の混乱なども

あり検討は進んでいないとのコメントを得た 

・住宅金融市場の発展に当たっては、証券化より即効

性のある（短期的な）打ち手として、MOF より税制の

活用への関心が表明された（ただし、前掲の通り短期

譲渡税の導入は2025年度においては見送りとなった） 

融 資

実行 

銀行口座保有者の割合が限定

的 

 ・パンデミックを経て口座保有者は増加しており、金

融リテラシーは改善しつつある 

個人信用情報が不足・収入証明

が困難 

 ・SBV による CIC（信用情報センター）は人口カバレ

ッジが発展途上であるなどの理由から、与信審査に活

用する上でのハードルが存在している 

・そのため、銀行によっては民間の信用情報データ

（PCB 及び他のデータプロバイダ）を補完的に活用す

るほか、担当者が顧客宅を直接訪問し、得られた定性

情報をスコアリングに反映するなど、包括的な審査を

行うための取り組みが進んでいる 

融資後の早期返済リスクが存

在 

 ・精度の高い与信審査が困難であり、信用リスクを正

確に見積もりづらいことから、リスクプレミアムや事

務コストが高い高金利での融資となっている 

・また、住宅ローン金利が高いことで顧客は早期に繰

上償還を行うことから、金融機関では収益確保の観点

から繰上返済に当たりペナルティを設けていること

が一般的である 

出所）公開情報、現地調査 
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8.2 ベトナム側からの要望 

2025 年度のフォローアップ調査では、機構が日本において実施している事業内容を、政府

機関に対しベトナム側の課題認識と関連づける形で改めて包括的に紹介した。そのうえで、

各事業に関して得られた主なコメントを以下に整理する。 

 

図 68 ベトナム政府機関から寄せられた機構事業に対するコメント 

 

出所）現地調査 

 

まず、MOF との面談においては、社会住宅向けに提供されている総額 120 兆ドン規模の融

資パッケージに言及がなされるとともに、信用リスクの高い国民層に対して住宅資金を安

定的に供給することの難しさについて、課題認識が示された。 

あわせて、機構が提供するフラット 35 に関しては、証券化を活用した全期間固定金利型住

宅ローンの制度設計・運営スキームについて、より深く理解したいとの意向が確認された。

さらに、全国レベルで住宅基金が設立されつつある状況を踏まえ、既に住宅基金制度を有す

るホーチミン市において、証券化を活用したパイロットプロジェクトを実施する可能性に

ついても、提案がなされた。 

 

次に、MOC との意見交換においては、住宅ストックの老朽化の進展に伴い、将来的に修繕

費用をいかに確保するかが大きな政策課題となるとの認識が示された。 

MOC は現在、市街地を中心とした築年数の古い住宅の再開発を重点施策として推進してい

る一方で、新築住宅に関する修繕計画の策定や、⾧期的な維持管理に十分なリソースを割く

ことができていない現状が共有された。このような背景を踏まえ、日本における修繕積立制

度やマンション管理の仕組み、ならびにその運用実績について、詳細な情報提供を求める意

向が示された。 
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さらに、地方政府レベルとして、ホーチミン市 DOC との面談を実施した。 

同局においても、MOC と同様に、マンションのリフォーム・リノベーションに係る資金供

給手法に対する関心が示されるとともに、機構が進めている住宅金融促進に関する取り組

み全般に対して強い関心が寄せられた。なお、ホーチミン市 DOC については、2025 年 11

月に日本における研修プログラムを実施している。 

 

全般的に、現地調査を通じてベトナム側から挙げられた要望及び期待として、以下のものが

挙げられる。 

 

表 49 ベトナム側からの要望事項 

対象 内容 

政府機関  証券化については、MOF・SSC を中心に省内のリサーチを進めてお

り、今後実証実験を行う想定もあるとの情報連携があった。SBV も巻

き込んだ取り組みも想定される中で、機構に対する知見提供への期待

も聞かれ、機構による今後の支援テーマとして有望と見られる。ただ

し、2025 年 11 月時点では、省庁再編に伴い検討状況に進捗はないと

のコメントがあった。 

 また、住宅価格の高騰を抑制するための手段として、日本の住宅税制

（短期売買への課税・自己居住用の住宅ローンへの優遇等）への関心

が示された。2024 年 11 月には情報提供のセミナーを行ったが、継続

的な取り組みを行うテーマとして極めて有望と考えられる。不動産投

機の抑制を目的とした不動産譲渡税の導入が MOFによって検討され

ていたが、2025 年 10 月、投資家からの反発を受け見送りとなった。 

 ベトナムでは、住宅管理において住民（管理組合）と管理会社との関

係が大きな課題となっており、特に共用部に関する管理費の取扱いを

めぐり争いとなるケースが多いことが判明した。 

 政府機関は管理組合とも連携して解決策を模索する意向を示してお

り、引き続き日本からの知見提供を行うテーマとして有望であると考

えられる。 

住宅事業者 

（日本） 

 許認可取得に際しては日本企業単独で担うことは非常に困難であり、

現地パートナー（ベトナム企業）に一任することが多いとの声が聞か

れた。一方で、建設プロセスについては現地パートナーに一任する企

業、および現場レベルで指導を行いながら積極的に関与する企業に分

かれた。 

 許認可に係る申請が却下された理由が分からない、手続に要する時間

が見通せないといった点については、日本本社に説明が難しい部分が
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多々あるという声が聞かれた。 

 2024 年度に引き続き、行政執行上の課題はベトナムにおいて事業展

開するうえで避けられないリスクであり、改善が期待されるところで

ある。 

 また、住宅販売においては、住宅販売を専門とする仲介業者に委託す

るケースが多く、開発事業者では顧客のペルソナを見定めることが難

しい点も課題である。 

 ベトナムにおいては特定の顧客層を意識せず、マス向けに広くアプロ

ーチすることが一般的であるため、販売ルートや顧客層の情報は収集

しづらい。 

住宅事業者 

（ベトナム） 

 日本企業に共通する点として、意思決定のスピードが遅い点が課題で

あると指摘された。法律上の手続等については特に慎重であり、その

点、韓国企業はスピード感のある対応をするため対照的であるとの声

が上がっている。 

 本社の説得などが必要になるところ、事業機会を逸しないためにも機

動的な意思決定が求められている。本レポート 4.4.2 で紹介した通り、

ベトナムでの事業展開にあたっては、投資金額と共に、経営者の理解

と迅速な意思決定が不可欠である。 

金融機関  与信審査において、CIC（信用情報データ）については情報更新の頻

度が低いため、正確性・適時性において信用性に欠けるとの声が多く、

給与書類や口座への入出金を直接確認し、属性の良い顧客に限定して

融資するなどの対応のほか、民間の信用情報・決済データを活用する

など各行で苦慮している様子がうかがえた。 

 より低利での資金供給を実現するためにも、信用情報の拡充、入力デ

ータの標準化等が必要になると考えられる。2025 年 11 月の現地調査

では、CIC への提出データがデジタル化され、金融機関の業務効率が

向上している等、過年度からの改善がみられるところである。 

出所）現地調査 

 

8.3 課題解決に向けた我が国の知見・経験・技術の活用の検討 

ベトナムにおける住宅市場及び住宅金融に関する課題、さらにベトナム側からの要望及び

期待を踏まえると、我が国の知見・経験・技術の活用が望ましい事項として以下のものが挙

げられる。 

 

・フラット 35 の制度、機構業務に関する情報提供（2024 年度の再掲） 

民間金融機関における調達金利（預金金利）が極めて低いこと、住宅ローン金利も
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同様にベトナムと比して低いこと等の日本市場の特徴はあるものの、フラット 35

に関する制度や機構業務に関する情報提供を行うことが望ましい。相手先として

は、SSC 又は MOF が想定される。ベトナム側にとって特に期待が高いと思われる

点は以下のとおり。 

‐フラット 35 の商品性特徴（⾧期、固定金利の商品性、自己居住目的に

限定された貸付等） 

 （例）フラット 35 利用層、物件検査の概要等 

‐機構による証券化機能（機構 MBS の組成及びモニタリング機能） 

 （例）フラット 35 のスキーム 

‐機構 MBS の引受先（機関投資家）情報 

 （例）機関投資家に対する訴求内容及び方法 

‐金融機関にとってのメリット・デメリット 

 （例）銀行バランスシートの改善、手数料収入の確保等 

‐不動産市場に対するメリット・デメリット 

（例）住宅ローン提供可能な顧客層の拡大 

 

 

・ベトナムにおいて証券化に必要となる法制度整備支援（2024 年度の再掲） 

前述のとおり、ベトナムでは証券化取引に必要となる法制度が未整備と

なっている。証券化については、SSC 内での検討が過去にも行われたもの

の、各種法制度の整備には至っておらず、あらためて法制度整備支援を行

うことも検討に値すると考えられる。 

 

・日本における住宅税制に関する情報提供 

当該領域については MOF の関心が高く、民間企業からも期待が寄せられ

ている領域である。国家歳入を増強する意図もあると考えられるが、既に

国土交通省よりベトナムへの情報提供を継続して行っているところ、日

本側の知見提供には需要が存在するため、継続的に取り組む必要がある

といえる。 ※2024 年 11 月 22 日に、下記資料を用いて MOF へ情報提

供を行った 

2025 年 10 月、日本における譲渡所得税に類似する税制の提案が MOF に

よって検討されていたが、撤回された。これは、不動産譲渡益に係る個人

所得税について譲渡価格の 2%を課税すると定められているところ、20%

へ変更する案が検討されていたものである。 

MOF は不動産取引データの基盤が整備されていないこと等を見送りの

理由として挙げているが、投資家からの反発があったとみられている。 



165 

 

図 69 MOF に対する本邦住宅税制に関する情報提供 

 

出所）MOF への情報提供資料（2024 年 11 月実施） 

 

8.4 課題解決に向けた提案（ロングリスト） 

なお、これらの解決策（案）は、機構のみでの対応が難しいものも含まれており、必要に応

じて他機関との連携が求められるものも併せて記載している。 

 

表 50 課題解決に向けた提案（解決策の案） 

領域 課題 解決策案（時間軸別） 

住宅市場 許認可：新規案件を中心に、

住宅関連の許認可取得に⾧

時間を要している。 

短期 日本における許認可プロセスの紹介

（現状及び過去からの変遷） 

中期 当地行政機関における課題特定、およ

び課題解決に向けた研修実施 

⾧期 手続プロセス改善支援（承認プロセス

の効率化、透明性確保のための仕組み

導入支援等） 

住宅建築：省エネ住宅の建

築が進んでいない。 

短期 省エネ基準適合住宅の建築を促進する

ための制度紹介 

中期 業界団体が認識する課題特定および課



166 

 

題解決に向けたロードマップ策定支援 

⾧期 制度設計（住宅事業者向け・住宅取得

者向けのインセンティブや各種規制）

の検討・策定 

住宅価格：物件価格の高騰

が進んでおり、アフォーダ

ブルな住宅が少ない。 

短期 日本における住宅取得支援・価格高騰

防止に係る税制の紹介（2024 年度に実

施済） 

中期 不動産税制の導入支援 

⾧期 住宅価格に関する政策策定支援 

住宅管理：既存社会住宅の

建て替えが計画通りに進ん

でいない。 

短期 築古物件の建て替え事例紹介 

中 ・

⾧期 

居住者同意取得、移転先確保、事業者

の確保に向けた政策策定支援 

住宅管理：大規模な集合住

宅の管理手法が確立されて

いない。 

短期 日本における集合住宅の管理手法紹介 

中 ・

⾧期 

当地における課題の特定と管理手法導

入支援 

住宅管理：物件数が急増す

る中、修繕計画が不在であ

る。 

短期 ⾧期修繕計画ガイドライン制度、修繕

積立金制度の紹介 

中・ 

⾧期 

各種制度の導入に向けた制度整備支援 

パートナリング：日本企業

との協業に関心があるが、

どの企業と組むべきか分か

らない。 

短期 日越双方の事業者について、協業を希

望する企業のリストを作成し適宜マッ

チング（2024 年度に一部実施済） 

中 ・

⾧期 

日本の住宅事業者（デベ・管理会社等）

とのマッチングイベントを開催 

住宅金融

市場 

融資：正確な収入を証明す

ることが難しい。 

短期 日本における所得税制の紹介 

中・ 

⾧期 

所得の捕捉率向上に向けた課題特定と

ロードマップ策定支援 

融資：個人信用情報の整備

が不十分である。 

短期 日本の個人信用情報制度の紹介 

中期 個人信用情報制度のさらなる充実に向

けたロードマップ策定支援（特に情報

の拡充・登録ルールの整備） 

⾧期 個人信用情報制度の強化支援 

融資：Unbanked 層が約 80%

に達している。 

短期 日本における金融包摂の歴史的経緯の

振返り内容の共有 
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中 ・

⾧期 

当地における課題特定と金融包摂の深

化にむけた施策検討支援 

資金調達：グリーンボンド

の発行が難しい。 

短期 日本における制度紹介 

中期 市場関係者の課題特定支援 

⾧期 市場制度構築のロードマップ策定支援 

資金調達：社債発行問題に

よりディベロッパーの資金

調達が難しい。 

短期 周辺国及び日本での社債発行に係る制

度（投資家保護、外国投資家呼び込み

に係る制度等）の紹介 

中 ・

⾧期 

社債市場の健全性確保に向けた取組み

支援（市場ルールの形成、モニタリン

グ能力向上等） 

資金調達：住宅ローン債権

を裏付資産としたMBS 発行

が不可能である。 

短期 日本における証券化スキーム（機構

MBS）紹介 

中期 証券化のモデル（住宅ローン債権の証

券化を想定）の構築支援 

⾧期 信託法を含む証券化に必要とされる法

制度整備支援 

出所）公開情報、現地調査 
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8.5 （参考）本邦事業者からの問合せ対応 

本調査業務の期間中、過年度の調査内容を含め、ベトナム住宅市場および住宅金融市場につ

いて、本邦事業者からの依頼に基づく問合せ対応を行った。問合せ内容・依頼（主なもの）、

および機構による対応内容は以下のとおり。 

 

問合せ１：ベトナムにおける社会住宅制度に関する情報提供の依頼 

対応：東南アジアで社会住宅に対する事業展開を行っている本邦事業者（不動産デ

ィベロッパー）より依頼を受け、過年度の調査内容を含め、社会住宅に焦点を絞っ

たレポートを作成して対応 

 

 （参考）社会住宅に関するレポート（イメージ） 
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問合せ２：ベトナムにおける高級別荘の開発状況、および近隣国からの部材輸入を想定した 

住宅建設における各種規制に関する情報提供の依頼 

 対応：ベトナムの戸建て市場への事業展開を考えている本邦事業者（住宅メーカー）

より依頼を受け、簡易レポートを作成して対応 

開発状況： 

過年度の機構による調査対象地域であるハノイ・ホーチミンを対象に市場の

概況を整理して対応 

  住宅建設における各種規制： 

ベトナムにおける技術基準について概要を整理して対応 

 

 （参考）高級別荘、および部材に係る技術基準に関する簡易レポート 
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問合せ３：ASEAN 諸国におけるアフォーダブル住宅の供給義務の有無・概要情報提供の依頼 

対応：ASEAN 諸国で事業展開している本邦事業者（不動産ディベロッパー）より依

頼を受け、ASEAN 諸国におけるアフォーダブル住宅の供給義務（ディベロッパーに

対するもの）の有無、および概要を整理して対応 

ベトナムについては機構による 2024 年度報告書の該当ページを参照する形にて対応 
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 （参考）ASEAN 諸国におけるアフォーダブル住宅の供給義務について 

 

 

 


